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Ⅰ 法人の概要  

１ 建学の精神 

学校法人龍谷大学は、浄土真宗本願寺派を母体とし、教育基本法及び学校教育法に従い、浄土真宗

の精神に基づく教育を施すことを目的として設立された。本法人は、この目的を達成するために「龍

谷大学」、「龍谷大学短期大学部」、「龍谷大学付属平安高等学校」及び「龍谷大学付属平安中学校」を

設置しており、建学の精神を次のとおり顕すとともに、各学校の学則において、その設置目的を定め

ている。 

 

 

龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。 

浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、迷いから悟りへ転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。 

迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみをつくり出しているあり方です。悟りとは自己中心

性を離れ、ありのままのすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。 

阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、初めて自己の思想・観点・価値観等を絶

対視する硬直した視点から解放され、広く柔らかな視野を獲得することができるのです。 

本学は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞聖人の生き方に学び、「真実を求め、真実に生き、真実

を顕かにする」ことのできる人間を育成します。このことを実現する心として以下５項目にまとめています。これらはみ

な、建学の精神あってこその心であり、生き方です。 

・すべてのいのちを大切にする「平等」の心 

・真実を求め真実に生きる「自立」の心 

・常にわが身をかえりみる「内省」の心 

・生かされていることへの「感謝」の心 

・人類の対話と共存を願う「平和」の心 

＜龍谷大学の設置目的 ―龍谷大学学則第1条―＞ 

本学は教育基本法及び学校教育法にしたがい、浄土真宗の精神に基づく大学として、広く

知識を授けるとともに、深く専門の諸学科を教授研究し、併せて有為の人材を養成すること

を目的とする。 

＜龍谷大学短期大学部の設置目的 ―龍谷大学短期大学部学則第3条―＞ 

本学は、教育基本法並びに学校教育法による短期大学として、浄土真宗の精神に基づき実

際に即した専門の教育を施し、併せて有為の人材を養成することを目的とする。

龍谷大学 
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龍谷大学付属平安高等学校・中学校の｢建学の精神｣は｢浄土真宗の精神｣です。浄土真宗の精神とは、生きとし生けるも

の全てを、迷いから悟りへと転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。 

迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみをつくり出しているあり方です。悟りとは自己中心

性を離れ、ありのままのすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。 

阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、初めて自分中心の勝手な考え方にとらわ

れるのではなく、広く柔らかな考え方ができるようになるのです。 

本校は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞聖人の生き方に学び、｢真実を求め、真実に生き、真実を

顕らかにする｣ことのできる人間を育てます。このことを実現するための日常の心得として以下の３つの「大切」を掲げて

います。これらはみな、建学の精神あってこその心であり、生き方です。 

 

ことばを大切に 

正確な言葉・やさしい言葉・ていねいな言葉 

じかんを大切に 

今という時間・青春という時間・人生という時間 

いのちを大切に 

いただいているいのち・願われているいのち・支えられているいのち 

 

＜龍谷大学付属平安高等学校の設置目的 ―龍谷大学付属平安高等学校学則第1条―＞ 

本校は、教育基本法、学校教育法並びに私立学校法により、高等普通教育及び専門教育を

施し、特に仏教精神に基づく情操教育を行う。 

＜龍谷大学付属平安中学校の設置目的 ―龍谷大学付属平安中学校学則第1条―＞ 

本校は、教育基本法、学校教育法並びに私立学校法により、中等普通教育を施し、特に仏

教精神に基づく情操教育を行う。

龍谷大学付属平安高等学校・中学校 
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２ 設置学校・所在地 

 

■設 置 学 校 

 

◆龍谷大学  

◆龍谷大学短期大学部 

◆龍谷大学付属平安高等学校  

◆龍谷大学付属平安中学校 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

【所在地】 

・深草キャンパス（所在地：京都市伏見区深草塚本町67） 

・大宮キャンパス（所在地：京都市下京区七条通大宮東入大工町125－1） 

・瀬田キャンパス（所在地：滋賀県大津市瀬田大江町横谷1－5） 

 

【その他の主な施設】 

・Ryukoku University Berkeley Center(RUBeC：ルーベック)（所在地：アメリカ合衆国 カリフォルニア州 バークレー） 

・Ryukoku University Hawaii Office（所在地：アメリカ合衆国 ハワイ州 ホノルル） 

・東京オフィス（所在地：東京都千代田区丸の内2丁目2－1 岸本ビルヂング11階） 

・大阪梅田キャンパス（所在地：大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14F） 

・龍谷大学アバンティ響都ホール（所在地：京都市南区東九条西山王町31 アバンティ9階） 

・龍谷ミュージアム（所在地：京都市下京区西中筋正面下る丸屋町117） 

・龍谷大学深草町家キャンパス（所在地：京都市伏見区深草直違橋6-303） 

・南大日グラウンド（所在地：京都市山科区勧修寺南大日） 

・龍谷大学農学部牧実習棟（所在地：滋賀県大津市牧2丁目） 

・龍谷大学農学部牧農場（所在地：滋賀県大津市牧2丁目） 

・龍谷大学農学部堂農場（所在地：滋賀県大津市堂1丁目） 

・艇庫（所在地：滋賀県大津市螢谷743－2） 

龍谷大学 
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【所在地】 

・京都市下京区北小路通大宮西入御器屋町30番地 

 

【設置コース等】 

＜龍谷大学付属平安高等学校 全日制課程普通科＞ 

    ・選抜特進コース（国公立・有名私立大学進学コース） 

    ・一貫選抜コース（国公立・有名私立大学進学コース） 

    ・プログレス・コース（龍谷大学進学コース） 

    ・アスリート・コース（硬式野球部コース） 

 

＜龍谷大学付属平安中学校＞ 

   6年一貫教育 

中学1・2年生 ： 特進アドバンスト／特進ベーシック 

      中学3年生 ： 特進スーパーアドバンスト／特進アドバンスト 

 

【その他の主な施設】 

・花背学舎（所在地：京都市左京区花背別所町633番地） 

・亀岡グラウンド（所在地：亀岡市千歳町毘沙門） 

・龍谷大平安ボールパーク（所在地：京都市伏見区醍醐上端山町1-1） 

 

  

龍谷大学付属平安高等学校・中学校 
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３ 役員・評議員  

（2019年3月31日現在）  

◆理事長  石上 智康 

◆専務理事 入澤  崇 

◆常務理事 鈴木  学／長上 深雪／藤原 直仁／吉岡 祥充／荻野 昭裕／ 

石原 正樹 

◆理 事 

     池田 行信／阿部 慶一／山下 義円／山階 昭雄／長野 了法／武田 昭英／ 

     園城 義孝／松原 功人／福山 哲郎／保利 耕輔／青地 敬水／竹田 空尊／ 

野村 明雄／赤松 徹眞／桑羽 隆慈／霍野 廣紹／浅野 弘毅／髙屋 顕裕／ 

安藤  徹／佐々木 淳／野間 圭介／落合 雄彦／松木平淳太／津島 昌弘／ 

三谷 真澄／只友 景士／末原 達郎／中根  真／東澤 雄二／関目六左衞門 

◆監 事 

     釋   晃／佐藤 研司／坂口 俊幸 

◆評議員 
藤原 正信／細田 信輔／山下 章夫／福島  至／堤  一義／井上 辰樹／ 

磯江  源／松浦さと子／伏木  亨／阪口 春彦／篠原 正樹／伊勢戸 康／ 

荒木 利雄／青木 千義／燧土 勝徳／松浦 俊昭／湯口  博／町田 徳男／ 

荒川林太郎／藤松喜久次／岡   玲／元井  實／塩月 光夫／松永 大徳／ 

広野 允士／多田 満之／那須野浄英／尾井 貴童／白川 了信／弘中 貴之／ 

横山 善道／小川 信正／武野 公昭／藤田 裕之／丸田 教雄／中戸 康雄／ 

西嶋 栄治／足利 善彰／公文名 眞／野瀬 善隆 その他の理事 
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４ 沿革（学校法人龍谷大学） 
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【参考】 沿革 （学校法人平安学園） 

 

 

1876（明治9）年     本校の前身たる金亀教校を滋賀県彦根市に開校。 

1902（明治35）年     第3仏教中学と改称。 

1909（明治42）年 京都市の現在地に移転。 

1910（明治43）年 私立平安中学校と名のる。 

1936（昭和11）年 室戸台風による校舎全壊のため，本館並びに普通教室20を新築。 

1937（昭和12）年 理科教室を新築。 

1947（昭和22）年 新制度による平安中学校を設立。 

1948（昭和23）年 新制度による平安高等学校（普通）を設立。 

1950（昭和25）年 平安高等学校商業科及び仏教課程設置。 

1952（昭和27）年 図書館竣工。 

1963（昭和38）年 第１期工事（北校舎，体育館等）竣工。 

1969（昭和44）年 第2期工事（南新校舎，本館改装等）竣工。 

1970（昭和45）年 亀岡グラウンド完成。 

1975（昭和50）年 創立100周年記念事業の体育館棟の大改修完成。 

1976（昭和51）年 創立100周年。記念校舎等諸施設竣工。 

1978（昭和53）年 商業科募集停止。 

1979（昭和54）年 第3期工事（北校舎新館）竣工。 

1982（昭和57）年 第4期工事（礼拝堂・図書館・普通教室）竣工。 

1985（昭和60）年      平沢興奨学金創設。 

1986（昭和61）年 創立110周年。110記念体育館竣工。中高6ヵ年一貫制発足。 

1995（平成7）年 龍谷大学と教育連携。 

1996（平成8）年 創立120周年。 

1998（平成10）年 創立120周年記念本館竣工。 

2003（平成15）年 男女共学校となる。光顔館竣工。 

 平安高等学校アスリート・クリエイト・プログレスの3コース制発足。 

2006（平成18）年 創立130周年。 

2007（平成19）年 至心館竣工。 

2008（平成20）年 龍谷大学付属平安中学校、龍谷大学付属平安高等学校と校名変更。 

2012（平成24）年 龍谷大平安ボールパーク竣工。 

2014（平成26）年 第1次リニューアル工事完工。 

 －北校舎耐震化・グラウンド人工芝化・照明LED化－ 

 平安高等学校アスリート・プログレス・選抜特進の3コース名変更。 

2015（平成27）年 第2次リニューアル工事完工。 

 －南校舎耐震化・中庭コミュニケーションテラス・吹奏楽部練習場・ 

 女子トイレ増設・全校舎トイレウォシュレット化－ 

 学校法人龍谷大学と法人合併。 
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学部名 目的 

文学部 

 

建学の精神に基づいて、人文学の知的体系の研究・教授を通じ、現代社会の複雑な変化や諸問題に、自己

を見失うことなく積極的・主体的に対応しつつ、社会に貢献できる教養及び専門性を備えた人間を育成す

ることを目的とする。 

 

経済学部 

 

建学の精神に基づいて、経済学が培ってきた基礎的理論や社会の経済的諸現象を論理的に分析する能力を

修得し、さらに国際的･地域的な多様性を理解して、課題の発見と解決に努める人間を育成することを目的

とする。 

 

経営学部 

 

建学の精神に基づいて、経営学の理論を修得させることに加えて、実践的かつ実学的素養を身につけさせ

ることを教育理念とする。また、激しい時代の変化に対応でき、社会から信頼される経営人を育成するこ

とを目的とする。 

 

法学部 

 

建学の精神に基づいて、日本国憲法の理念を基礎に、法学と政治学の教育・研究を通じて、広い教養と専

門的な知識をもって主体的に行動し、鋭い人権感覚と正義感のもとに自ら発見した問題を社会と連携して

解決できる、自立的な市民を育成することを目的とする。 

 

理工学部 

 

建学の精神に基づいて、科学と人間の調和を重視し、理学と工学における基礎から応用にいたるまでの広

範な教育・研究を通じて技術の高度化に対し貢献できる高い倫理観を持った科学技術者を育成することを

目的とする。 

 

社会学部 

 

建学の精神に基づいて、多様な価値観が錯綜する現代において、人が営む共同体である「社会」のあり方

を学び、人と人、人と組織や社会との関わり方やそこで発生する諸問題の分析・解決の視点と手法を身に

つけた人間を育成することを目的とする。 

 

政策学部 

 

建学の精神に基づいて、共生の哲学を基礎に、政策学の教育と研究を通じて広い教養と専門的な知識を身

につけ、社会の持続可能な発展のために主体的に行動するとともに、自ら発見した問題を社会と連携して

解決できる、公共性を深く理解し、高い市民性を持つ自立的な人材を育成することを目的とする。 

 

国際学部 

 

建学の精神に基づいて、異文化への理解と敬意を深めるとともに、自文化についての発信力を養い、グロ

ーバル化が加速する時代において、柔軟な思考と批判的精神をもって対応できるコミュニケーション能力

と問題解決能力を備えた人間を育成することを目的とする。 

 

農学部 

 

建学の精神に基づいて、人類が直面する「食」と「農」に関する国内外の諸問題に対して真摯に向き合い、

持続可能な社会の実現に貢献し、生命・資源・食料・経済に関わる諸問題に対して農学の立場から正しい

判断ができる力を備えた人間を育成することを目的とする。 

 

短期大学部 

 

社会福祉学科は、福祉全般にわたる基礎的教養を修得するとともに、専門及び隣接領域の知識や実践的能

力を身につけた人材を養成することを目的とする。 

こども教育学科は、保育・幼児教育に関する専門的・実践的能力を身につけた人材を養成することを目的

とする。 

 

 

５ 学部・研究科の目的 
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研究科名 目的 

文学研究科 

 

建学の精神に基づき、各専攻領域に関わる文献資料・史料に依拠し、確固たる基礎学力を基盤として独創

的かつ精緻な研究を継承発展させ、自立して研究活動を行うのに必要な高度な研究能力、又は高度の専門

性を要する職業等に必要な能力を培い、学術の振興と文化の発展に寄与することを目的とする。 

 

法学研究科 

 

「真実を求め真実に生きる」という建学の精神と日本国憲法の理念を基礎に、法学・政治学の領域で高度

な研究・教育を通じ、世界と地域で活躍し、共生（ともいき）の社会を担う、人権感覚に溢れた研究者及

び専門職業人の養成を目的とする。 

 

経済学研究科 

 

世界と地域社会における対話と共生に基づく平和と発展に貢献することを目指して、世界に対する深い理

解と創造的な理論構築あるいは応用分析の能力を備えた研究者、高邁な理想と経済学的知識に裏打ちされ

た高い実践能力を持つ専門職業人等を育成することを目的とする。 

 

経営学研究科 

 

建学の精神をふまえつつ、経営学の高度で専門的な知識を会得するための研究の推進及び応用能力の涵養

を通じて、複雑な構造と機能をそなえた現代社会の要請にこたえる専門職業人及び研究者を育成すること

を目的とする。 

 

社会学研究科 

 

多様な価値が錯綜する現代社会において、社会学・社会福祉学分野への社会的期待が高まる中、建学の精

神に基づき、高度の専門性と実践性を兼ね備えたバランスのとれた高度専門職業人、研究者および教育者

としての能力をもつ人材を養成することを目的とする。 

 

理工学研究科 

 

本学の設立基盤である仏教の思想を基礎に置き高度の専門知識を有する科学技術者を育成し、日本の社会

に貢献するとともに科学技術をあるべき道に導く指導者を育てることを目的とする。 

 

国際文化学研究科 

 

建学の精神に基づいて、多様化する国際社会を適切に理解し、高度な専門知識をもって国際社会で活躍で

きる人材を育成するとともに、国際文化学の発展に貢献できる研究者を養成することを目的とする。 

 

実践真宗学研究科 

 

本学の建学の精神である浄土真宗の教えに基づき、釈尊の教示した仏教、および親鸞の宗教を、世界的視

野、かつまた地域的視点より実践的に領解し、現代における人間存在の根本問題、ならびに社会的存在と

して惹起する諸問題に、具体的に対応できる宗教的実践者としての能力を養成することを目的とする。 

 

政策学研究科 

 

建学の精神に基づいて、共生の哲学を基礎に、現代的で人類的な課題に対する専門知識に支えられた市民

的思考力と、協働による課題解決アプローチを構想できる政策研究能力を修得し、政策の立案実施にかか

る能力を持った人材を養成することを目的とする。 

 

農学研究科 

 

建学の精神に基づいて、高い倫理観と高度な専門知識、技能を併せ持ち、「食」と「農」に関わる諸課題の

解決と持続可能社会の実現、地域社会の活性化に寄与し、「食」と「農」を対象とした学問研究の発展に貢

献できる人材を養成することを目的とする。 
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６ 教育研究組織＜龍谷大学・龍谷大学短期大学部＞ 
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 ７ 法人組織機構図 
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＜龍谷大学＞     

８ 学生・生徒数 
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＜龍谷大学付属平安高等学校・中学校＞ 

 

・中学校 

1年 2年 3年 合計 

92 98 114 304 

 

・高等学校 

コース 1年 2年 3年 合計 

アスリート 38 31 28 97 

プログレス 226 216 248 690 

選抜特進 35 56 82 173 

一貫選抜 120 88 83 291 

合   計 419 391 441 1,251 

(2018年5月1日現在) 
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＜龍谷大学＞ 
    

学 部 等 教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 
実験実習 

合 計 
講師・助手 

文学部 64 23 18 0 0 2 107 

経済学部 22 19 8 0 0 0 49 

経営学部 26 8 0 0 0 0 34 

法学部 36 11 2 0 0 0 49 

理工学部 49 18 15 9 0 16 107 

社会学部 33 15 11 0 0 6 65 

国際学部 27 8 5 0 0 0 40 

政策学部 18 8 2 0 0 0 28 

農学部 31 12 10 1 0 19 73 

短期大学部 11 8 4 0 1 0 24 

付置研究所 3 1 0 0 0 0 4 

龍谷ミュージアム 1 2 1 0 0 0 4 

合    計 321 133 76 10 1 43 584 

（2018年5月1日現在） 

＜龍谷大学付属平安高等学校・中学校＞ 

教 科 専 任 特 任 常 勤 常 任 非常勤 合 計 

宗教 2 1 0 0 2 5 

国語 9 1 2 1 7 20 

数学 7 3 4 0 3 17 

理科 3 3 4 0 3 13 

社会 8 3 2 1 2 16 

英語 10 2 5 0 10 27 

情報 2 0 0 0 0 2 

技術・家庭 1 0 0 0 3 4 

芸術 2 0 0 0 2 4 

保健体育 9 1 1 0 2 13 

その他 5 0 1 0 0 6 

合    計 58 14 19 2 34 127 

（2018年5月1日現在）

９ 教育職員数 
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＜龍谷大学＞ 
   

区 分 人 数 

事務員      255 

医務員      2 

専任計   257 

職務限定職員      157 

嘱託職員      19 

嘱託医師      7 

フェロー      2 

アドバイザー      1 

スーパーバイザー    1 

嘱託計   187 

合    計   444 

（2018年5月1日現在） 

         

＜龍谷大学付属平安高等学校・中学校＞ 

区 分 人 数 

専任職員      11 

嘱託職員      8 

合    計   19 

（2018年5月1日現在） 

１０ 事務職員数等 
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Ⅱ 2018（平成 30）年度事業実績の概要 

 

18歳人口の減少に伴い、社会構造の変化や価値観の多様化が進み、高等教育機関として私立大

学が果たすべき役割は、年々、高度化、複雑化している状況にある。更に、学校教育法等の一部

改正以降、学校運営の在り方が問われるなど、大学を取り巻く環境は急速に変化している。 

このような環境のもと、学校法人龍谷大学は、龍谷大学及び龍谷大学短期大学部が展開する「教

育」、「研究」及び「社会貢献」等の活動を通して、社会の要請に応える人材の養成に努めるとと

もに、学術文化の振興や科学技術の進展に寄与していかなければならない。 

龍谷大学及び龍谷大学短期大学部では、1975年から長期的な計画に基づき、新たな社会的要請

を踏まえながら大学運営を行っており、これまで、4 次に渡る長期計画を策定し、それぞれの時

代に応じた大学創造に取り組んできた。 

第5次長期計画の後半期事業である第2期中期計画4年目となる2018年度は、事業全体の完遂

に向けた重要な年であり、改革の成果を創出すべく事業を推進すると同時にポスト5長の編成を

見据えた取組に活動の軸足をシフトさせていった。また、大学院農学研究科食農科学専攻の開設

や2019年4月に向けた大学院国際学研究科の開設準備、学生支援や教育・研究環境の充実を目的

とした事業の実施、財政改革を伴う様々な教学充実方策の推進といった種々の事業を計画的かつ

戦略的に実行した。 

一方、私立高等学校・中学校に目を向けると、中等教育機関を取り巻く環境についても大きく

変化してきている。建学以来の教育の独自性を外部環境の変化に応じて発展させ、他校との差別

化を図り、自校の存在意義を高めていく必要がある。 

このような中、法人合併4年目を迎えるた龍谷大学付属平安高等学校及び龍谷大学付属平安中

学校では、新しい執行部体制のもと、従来の取組を基盤としながら、教育力の更なる向上を図る

と同時に、長期財政計画に基づいた財政運営を徹底し、健全かつ適正な学校運営を行うために、

着実に諸改革を実行した。また、次期学習指導要領に対応するカリキュラムの検討を開始し、シ

ラバスの骨子を策定するとともに、龍谷大学との高大接続教育の更なる強化及び生徒一人ひとり

の希望に即した進路を実現するための教育体制の充実等に積極的に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

１ ２０１８（平成３０）年度に実施した主な事業 

 

1）第5次長期計画について 

第5次長期計画（以下、「5長」という。）の後半期事業である第2期中期計画（以下、「第2中

計」という。）では、外部環境の変化や諸課題の多様化・複雑化した状況を踏まえ、2015 年度か

ら31事業のアクションプランを策定し推進を図っている。 

2018年度は、5長として9年目（第2中計の4年目）を迎え、5長事業全体の完遂及び全学的

な改革成果の創出に向けた取組を行った。その上で、ポスト 5 長の編成を見据えて、5 長の総括

を実施し改革の軸足を次期計画の策定へシフトさせた。 

◆ 5長の総括 

5長の計画期間は2010～2019年度であるが、同時にポスト5長（2020年度～）の編成を進めて

いく必要があり、そちらに重点を移すべく、当初計画を前倒しして「5長の総括」を実施した。 

ここでは、5長の前半期事業である第 1期中期計画から第 2期中期計画に至るまでの具体的な

運用体制をはじめ、各計画期間において創出された成果や課題等をエビデンスベースで分析し、

ポスト5長に引き継ぐべき課題をとりまとめた。併せて、ポスト5長に向けて、本学が超長期的

視点でめざすべき方向性・姿勢などの今後の展望も示した。 

◆ ポスト5長を見据えた取組の実施 
ポスト5長の編成へ向けて「大学将来構想委員会」を稼働させるとともに、新たに次世代を担

う若手・中堅の教育職員・事務職員で編成される「将来構想タスクフォース」を設置した。ここ

では、教職協働で中長期的に大学に影響を及ぼす学内外環境の変化や本学の将来構想に関する課

題を分析し、ポスト5長の「グランドデザイン」策定に向けた検討を推進した。 

また、ポスト5長の検討段階において、学内構成員から様々な意見やアイディア等を募るため

の「全学ワークショップ」を開催し、学内が一体となってポスト5長を考える機会とした。 

 

2）農学研究科の設置について 

農学部を母体とした大学院農学研究科「食農科学専攻」（修士課程及び博士後期課程）を開設し

た。一期生として、京都老舗料亭の料理人や民間企業出身者等、15名が入学した。「食」や「農」

を巡る諸問題を考究するとともに、「食」と「農」を一体的に捉えた文理融合の学際的かつ高度専

門的な教育・研究活動を展開した。 

◆研究科運営体制の構築 

農学研究科委員会、農学研究科執行部会議、授業科目の内容を吟味・検討するための科目別会

議において、それぞれの役割を明確にしながらも、教育・研究の充実を図るために有機的な連携

を行い、研究科の運営を推進した。 

◆高度専門的な教育・研究の推進 

建学の精神に基づき、高い倫理観と高度な専門知識、技能を併せ持ち、「食」や「農」に関わる

諸課題の解決と持続可能社会の実現、地域社会の活性化への寄与など、「食」や「農」を対象とし

た学問研究の発展に貢献できる人材の育成を目的とした、高度専門的な教育研究を推進した。 

－龍谷大学に関する事項－ 
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3）国際学研究科の設置（2019年4月開設）について 

第5次長期計画重点政策の一つとして、2015年4月に国際文化学部を改組し、国際学部（国際

文化学科、グローバルスタディーズ学科）を開設した。これに伴い、国際学部各学科生の進路先

としての役割を果たすべく、現行の国際文化学研究科を改組し、2019年4月に国際学研究科を開

設すべく準備ならびに行政手続きを進め認可された。 

◆新研究科における教学展開の準備 

2018年度においては、各専攻の特性等に応じた教学展開を実現すべく体制構築を進めた。 
＜国際文化学専攻＞日本、共生社会、言語文化、宗教文化、芸術・メディアの各専門領域の系

統的・横断的履修によって、学生が必要な語学能力、文献探索能力、フィールドワークの能

力などを身につけられるよう充実した教育を提供する。 

＜グローバルスタディーズ専攻＞全ての授業が英語で提供され、「グローバリゼーション」、「コ

ミュニケーション」、「エシックス」の3領域が複合的に重なる課題に対して、広さと深さを

併せ持つ形で探求するような授業内容を展開する。 
＜言語コミュニケーション専攻＞「通訳・翻訳」、「英語教育学」、「応用言語学」の3領域に関

わる重点科目を系統的に配置し、理論的・実践的基盤を強化する教育内容を提供するほか、

中学校・高等学校英語教員（専修免許）養成課程を設置する。 
◆志願者確保など開設に向けた準備 

学内進学者を積極的に確保するため、情報発信を強化し志願者の確保に努めた。また、ホーム

ページの充実や、英語版パンフレットを作成し、他大学出身者や、海外からの留学生への訴求に

も努めた。 
 
4）学生支援の充実について 

◆龍谷大学ラーニングコモンズの展開 

学生の多様な学びの空間として、深草学舎・瀬田学舎に設置しているラーニングコモンズ（ス

チューデントコモンズ・グローバルコモンズ・ナレッジコモンズ）に加えて、2018年4月に大宮

学舎にラーニングコモンズ（スチューデントコモンズ・ナレッジコモンズ）を開設した。各学舎

のコモンズの機能強化・改善等を図り利用を促進した。 

①大宮コモンズの整備 

2018年4月に開設した大宮コモンズは、先行して図書館に開設したナレッジコモンズと、東

黌の竣工にあわせて開設したスチューデントコモンズからなり、ライティングサポートセンタ

ーやキャリアセンターを含む新たな空間として整備した。 

②機能別コモンズのコンセプトに基づく学修支援 

機能別コモンズ（スチューデントコモンズ、グローバルコモンズ、ナレッジコモンズ）の機

能強化・改善等をはかり、それぞれの特性・機能に応じた学修支援を展開した。 

◆学修記録システム「eポートフォリオ」の構築 

学生自らの正課及び正課外の諸活動に関し、その過程や成果を管理・蓄積できる仕組みとして、

全学的に学修記録システムを構築するため、全学教学政策会議の下に、「ｅポートフォリオ導入検

討委員会」を設置した。同委員会ではeポートフォリオの導入案の作成や導入方法等を検討し、

2019年度に複数学部がe-ポートフォリオを導入することとなった。 

◆グローバル化の推進について 

全学グローバル教育推進会議において、「2018（平成 30）年度グローバル化・国際化推進にか
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かる基本方針について」を策定し、その基本方針に基づき、諸施策の実施及び新たな事業に取り

組んだ。 

①グローバル・キャリア・チャレンジプログラムの充実 

実施2年目となる「グローバル・キャリア・チャレンジプログラム」において、150名の学

生がPBL形式の授業、企業見学、チームプレゼンテーション等のプログラムを受講した。プレ

ゼンテーションでの優秀チーム（対象者12名中参加者11名）には、海外インターンシップ（ア

メリカ、シンガポール、タイ）を通じて海外経験を積ませ、本学のグローバル化のコアとなる

人材の育成に努めた。上記プログラム参加者には、グローバルコモンズの活用促進策として導

入したグローバルパスポートのポイントを授与し、TOEICや語学検定試験の受験料補助制度の

活用を促した。 

 ②海外協定校の拡大 

  グローバル化を促進するため、海外の大学との協定交渉を積極的に進め、本年度はセント・

メアリーズ・カレッジ・カリフォルニア（米国）、マサリク大学（チェコ）などと協定を締結す

るに至った。その結果、学生交換協定校数は2017年度比6大学増の合計32カ国108大学とな

った。また、国際交流に関する覚書（一般協定）締結数は2017年度比13大学・機関増の合計

41カ国151大学・機関となった。 

③留学生確保の強化 

採択3年目となる「京（みやこ）グローバル大学促進事業」では、日本留学フェア等での海

外広報展開、留学生別科指定校の拡大に取り組んだ。 

 

◆就職支援の充実について 

キャリアセンター職員が担当学部の特性や学生の個々の状況を踏まえ、「face to face」の面談

を重視したきめ細かな学生支援に取り組むことに加え、新たな取組として「筆記試験対策の必須

化」、「経済同友会版インターンシップ」を実施するとともに、学生の成長実態を把握するべく、

多様な就業意識の形成に係るアセスメントテスト調査を新設した。 

①学生と企業の出会いを創出 

業界や企業研究の機会提供を行うべく「業界研究会」「学内合同企業説明会」を開催し、学

生支援に努めた。また、UIターンイベントや公的な職業紹介機関による相談を学内で開催する

など、就職支援に関する情報提供を行った。 

②外国人留学生、障がいのある学生に対する支援強化 

外国人留学生については、学年別キャリアガイダンスを実施し、留学生の就職活動に特化し

た情報提供を行った。さらに就職活動支援プログラムを実施し、外国人留学生を積極的に採用

している企業を紹介するなどの支援を行った。 

障がいのある学生については、働き方や就職活動の具体的な進め方等についての理解を深め

るために、学生と保護者を対象とした就職支援セミナーを開催する等の支援を行った。また、

障がい学生支援室と連携し、個々の実情に応じた支援を行うとともに、インターンシップへの

参加や支援を強化した。 

 

◆ライティングサポートセンターの設置について 

深草学舎（2015 年度開始）及び瀬田学舎（2007 年度開始）に加えて、2018 年 4月には、大宮

コモンズの開設に伴い大宮学舎においてもライティング支援を開始した。3 学舎での展開となる

ことから、運営体制や支援方策等の更なる充実を図るため、2018年4月にライティングサポート
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センター（以下、「センター」という。）を設置し、全学的な支援体制を整備した。 

①ライティングに関する相談対応 

センターでは、「学生の論理的に考える能力を養い、それに伴う表現力を高める」及び「学

生の読み書き能力の向上にとどまらず、分析力を高める」を理念とし、ライティングチュータ

ー（大学院生）が、学部生のレポートや卒業論文等の作成に関する相談に対応した。 

②教員との連携 

センターを統括するライティングスーパーバイザーは、教員からの依頼に応じて、レポート

課題に沿った対応を実施し、授業教室にてセンターの利用方法を説明したりするなど、ライテ

ィングに関する連携支援を行った。 

③ライティング支援資料の作成 

卒業論文やレポートに取り組む際に必要なアカデミック・ライティングの基礎を知るための

資料（レポートやレジュメの「書式見本」、「レポート作成のためのチェックシート」等）を充

実させた。これらの資料は相談対応時に活用したり、希望者に配付したりしている。 

 

5）教育・研究環境の充実について 

◆文部科学省「私立大学研究ブランディング事業」の展開について 

私立大学研究ブランディング事業の申請条件の変更にともない、新たな研究プロジェクトの申

請は中止せざるえなくなったが、既設の犯罪学研究センターにおいては、研究部門では 3 分野 9

ユニットの研究グループが各々の研究を推進した。教育部門では、新たな試みとして「Ryukoku 

Criminology in English」（全15回）を試行的に開講し、国際部門では、カーディフ大学（UK）

とエラスムス・プラス・プログラムによる交流に向けた準備を進めた。また、本事業の目的の一

つである発信力・広報力の強化について広報専門スタッフを配置し、主にホームページでのイベ

ント等情報発信に努めた。 

さらに学内公募研究プロジェクトとして新たに採択された5プロジェクトにおいても多様な研

究が推進された。 

◆大宮学舎東黌の開設について 

2018年4月より使用開始した東黌は、大宮キャンパスの中心となる講義室棟として、講義室・

演習室とともに、2016年4月に開設した歴史学科文化遺産学専攻の教学展開に必要となる文化財

科学室をはじめとした実習室等を整備している。また、ラーニングコモンズを整備し、学生の自

主的学修や、交流を促す空間を設けるとともに、文学部生の就職支援の充実を図るためにキャリ

アセンターを配置しており、大宮キャンパスで学ぶ多くの学生が東黌を有効的に活用している。 

◆学友会館跡地施設（仮称）の建設について 

学友会館跡地施設（仮称）は、これまでの課外活動の活動拠点としての機能に加え、地域との

連携をはじめ、ボランティア活動等、本学の様々な取組を学内や地域・社会に幅広く発信する拠

点として活用できるユニバーサルな施設、また、キャンパスアメニティの充実に資する施設とし

て整備する。 

2018年度には、既存学友会館の解体工事（4月～8月）を実施し、9月より新築工事に着手した。

また、レストラン事業者を選定し、オープンに向けた検討を開始するなど、2020年4月からの 

稼働に向けた準備を進めた。 

◆深草キャンパス学生生活支援施設（仮称）の建設について 

深草キャンパス学生生活支援施設（仮称）は、伏見区深草西浦町に新規に取得した土地に、留

学生寮や短期研修会場、宿泊機能を完備させることにより、学生、教職員をはじめ、卒業生、保
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護者等が幅広い用途で使用できる施設として整備する。 

2018年度3月に、施工業者の選定を行い、2019年6月より新築工事着手を予定している。 

 

6）教学充実方策について 

2016年度入学生からの学費改定に応じて、2016年度以降に実施する第5次長期計画第2期中期

計画アクションプランに即した、全学的もしくは各学部の教学展開にかかる新規事業の費用等に

対応した財源の枠組みとして、「Ⅰ全学教学充実費」「Ⅱ学部等教学充実費」「Ⅲ採択型学部等教学

充実費（龍谷IP<Ryukoku Inventive Program>）」の3つを定め、様々な教学充実方策を実施する

体制を構築し、事業を推進した。 

 

◆全学教学充実事業 

取組名称 取組主体等 

ライティングサポートセンターの設置 教学企画部 

大宮コモンズにおけるスチューデントコモンズの運営 文学部教務課 

障がい学生支援の充実 障がい学生支援室 

イングリッシュラウンジを活用した実践的な英語コミュニケーション力の養成 

グローバル教育推進センター 龍谷大学グローバルパスポート制度の導入 

グローバル・キャリア・チャレンジプログラム 

就職活動繁忙期に対応するキャリアカウンセラースタッフの増員 
キャリアセンター 

外国人留学生の就職活動支援高度化プログラム 

新たな無線LAN環境の整備 情報メディアセンター 

 

◆学部教学充実事業 

取組名称 取組主体等 

今後の教学展開検討に向けた現状分析調査 

文学部 
文学部歴史学科文化遺産学専攻シンポジウムの開催 

文学部における新たな学修支援の構築 

文学部学生の動向調査 

経済学部における授業内ピア・サポーター制度の導入 
経済学部 

経済学部における海外研修プログラムの実施 

情報機器とグループウェア導入が「チームワーク」の質的向上に及ぼす有効性－「社

会人基礎力」を養成するためのゼミ運営プログラム（合同型演習）を通じて－ 
経営学部 

キャリア啓発科目の開設 

法学部 

「大学基礎力レポートⅡ」の実施 

法学部アクティブラーニング系科目の充実強化 

法学部「法政ブリッジセミナー」に係る教育補助員の配置 

法学部学生の卒業後の進路選択を展望した模擬試験の実施 

南京大学金陵学院（中国）との学生交換協定に基づく学生交流プログラム 
政策学部 

グローカル人材育成にかかるグローカルフォーラムへの参加 

理工学部 Intensive English Program 
理工学部 

理工学部 教学改革計画の策定に係るステークホルダー調査 
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社会学教育 Restart Program ─カリキュラム改革・FD・PRの三位一体型教育制度改

革に向けて 
社会学部 

地域活性化コンペによる新たな教育モデルの確立 

キャリア支援の組織的強化（社会学部） 

1年生のためのキャリアアップガイダンス 

短期大学部 

こども教育多目的室の活用事業 

砂川学区災害時要支援者救援のためのフィールドワーク 

国際福祉・地域福祉を体験的に学ぶためのフィールドワーク 

生と死、命を考える教育プログラム 

 

◆龍谷IP事業 

取組名称 取組主体等 

英語力の向上を目指す多読指導 瀬田教学部 

地域協働と学科・専攻横断による実践的学修プログラムの構築－人文知を活かした新

たな社会活動の試み－ 
文学部 

南京大学金陵学院（中国）との学生交換協定に基づく学生交流プログラム 政策学部・ 

政策学研究科 地域連携型教育（CBL）プログラムのモデル化および質保証の実質化 

グローバル登龍門プロジェクト 国際学部 

理工学部・農学部 公募推薦入学者を対象とした入学前課題の実施 理工学部・農学部 

理工学部グローバル人材育成を目指すＡＳＥＡＮ体感プログラム 理工学部 

教学重点型学部広報プログラム：「学びの本質」を考える人材の育成 社会学部 
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２ 建学の精神の普及・醸成に関する事項 

 

本学の建学の精神である「浄土真宗の精神」は普遍であり、この建学の精神を具現化するとこ

ろに本学の存在意義がある。このため、建学の精神に根ざした教育のあり方として、「真実を求め、

真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる学生の育成を掲げ、これに基づいて学び、実践す

ることができるよう、「正課教育における展開」「法要・行事、文書による普及」「学生活動の支援」

を中心とした事業を実施した。学生を対象とした事業として、必修科目「仏教の思想」の授業に

おいて、建学の精神の啓発冊子をサブテキストとして活用するとともに、新入生オリエンテーシ

ョンにおける本願寺への参拝、仏教活動奨学金制度などを活用した「悲しみと希望の芸術祭」や

「龍谷ヒューマンライブラリ」など、さまざまな学生活動を支援し活性化を図ったほか、フォト

エッセイの募集・表彰など学生の関心を高めるための事業を実施した。また、人権啓発・環境整

備の取組として、「人権に関する基本方針」や「性のあり方の多様性に関する基本指針」のもと、

特に、性的指向や性自認に関わらず多様性を認めあうキャンパスをめざし、「だれでもトイレ」の

整備や、茶話会「SOGI カフェ（そじかふぇ）」の開催、国際シンポジウムの開催、卒業生執筆に

よる冊子の発行、学外イベントへの出展や講師の派遣等を実施した。なお、これらの取組が評価

され、LGBT などのセクシュアルマイノリティへの取組の評価指標「PRIDE 指標 2018」において、

最高賞の「ゴールド」を受賞した。 

◆授業における建学の精神の学びの推進 

全学生必修の科目である「仏教の思想」を開講し、その授業において、建学の精神普及冊子「龍

大はじめの一歩」をサブテキストに用いることにより、本学の建学の精神を全学生に周知した。

また、龍谷大学付属平安高等学校の生徒を対象に高大連携授業を実施した。 

◆法要・宗教行事の取組  

主に次の法要・行事を行った。①仏教儀式による入学式、卒業式、成人のつどい、新入生本願

寺参拝。②降誕会法要、報恩講法要、新年法要、朝の勤行、月例法要。③公開講演会、学長法話、

東日本大震災追悼法要。 

◆文書による普及の取組   

建学の精神普及冊子「龍大はじめの一歩（日本語、英語、中国語）」、講演・法話集「りゅうこ

くブックス」、エッセイ集「宗教部報りゅうこく」、「宗教部カレンダー」を作成し配布した。また

インターネットなどのメディアを使って実施した取組を紹介した。 

◆学生の自主活動などを通じての普及・醸成 

主に次の事業を実施した。①学生による「花まつり」「創立記念降誕会」行事の開催、「学生法

話」開催支援。②仏教活動奨学金による音楽などのイベントや自主的研究などの学生活動支援。

③性的指向・性自認に関する学生グループへのサポート。 

◆人権に関する取組の推進 

主に次の事業を実施した。①全学・学部別人権研修会の実施、人権冊子「共是凡夫」「白色白光」

の全学生への配付。②「だれでもトイレ」の整備（65箇所）。③性について話し合う「SOGIカフ

ェ」の開催、地域人権イベントへの出展・講師派遣。 
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３ 教育に関する事項 

 

本学の教育理念・目的である「建学の精神に基づき『真実を求め、真実に生き、真実を顕かに

する』ことのできる人間を育成する。」の実現に向けて、各種事業に取り組んだ。 

2018年度は、2016年度に策定した「学生の主体的な学修意欲を喚起するスキーム」の一環とし

て、全学的に3つの方針（「卒業認定・学位授与の方針（DP）」・「教育課程編成・実施の方針（CP）」・

「入学者受入れの方針（AP）」）の見直しを行い、「DP」及び「CP」について、2019 年度入学生か

ら適用することを審議・決定した。また、今後、3 つの方針を起点とした教学マネジメント体制

の構築・強化を図っていく方向性を確認した。 

教学の国際化という観点からは、グローバル教育推進センターを中心とした留学プログラムの

展開に加え、教養教育カリキュラム改革の一環として、言語科目（英語、初修外国語）の見直し

を行った。また、留学生の日本語教育の在り方についての総合的な検討に着手した。 

大学院においては、2017年度に検討した「大学院改革委員会」報告をもとに、全学教学政策会

議において検討の方向性及び検討スケジュールを確認し、大学院教学会議と連携して全学的な大

学院改革案の検討を行った。 

 

３－（１） 学部・大学院教育等について 

 

1－1）文学部 

文学部は、歴史学科文化遺産学専攻の開設により、2016年度から7学科6専攻となった。建学

の精神である「浄土真宗」の精神に立脚した教育理念・目的の達成と人文学の発展のために、新

東黌での教学展開や学修支援も加え、現行の教育内容をさらに改善・充実させ、2018年度は主に

以下の事業を実施した。 

◆きめ細やかな学修支援体制の整備 

 2017年度から学部教学充実費を活用して実施している文学部学生の動向調査の状況から、これ

まで実施している単位僅少者面談指導の効果的な方法について検討を行った。また、2014年度か

らカウンセラーと連携して第1セメスターの基礎演習の時間に実施している「メンタルヘルス講

座」も継続し、きめ細やかな学修支援体制の整備に努めた。 

◆学科・専攻横断型実践的学修プログラムの構築 

2017年度から開講している学科・専攻横断型授業「文学部共通セミナー」の実施により、大宮

キャンパス界隈を紹介するフリーペーパーの2冊目を作成した。さらに、2018年度から実施して

いる龍谷IP事業では、地域協働に着目した体系的な学科・専攻横断型実践的学修プログラムの構

築を行い、2019年度からの授業展開の準備を整えた。 

◆広報活動等の積極的展開 

文学部の教育・研究活動を広く公開するために、積極的にホームページ更新を行った。また、

オープンキャンパスでは、大宮・深草の両キャンパスで広く文学部の魅力を伝えることに努めた。

さらに、東黌完成記念シンポジウムを開催し、多くの学外者に大宮キャンパスを知ってもらう機

会となった。 
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1－2）文学研究科 

文学研究科は、教育・研究の高度化、国際化、個性化という観点にたち、多様化する社会の諸

問題を解決する手段の探求と人文学の学術研究の発展に貢献することを目標としている。こうし

た目標のもと、2018年度は主に次の事業を展開した。 

◆FD活動の促進による教育・研究指導体制の充実 

大学院担当教員が、研究科における教学課題への認識を深め、教育活動の改善・向上に向けた

方策を検討すべく、文学研究科FD委員会を5回実施し、活動の促進を図るとともに、カリキュラ

ムアンケート（一部設問を改訂）を引き続き実施し、大学院生の実態把握にも努めた。 

また、文学研究科 FD 研究会では、「教員活動自己点検結果にかかる組織的活用の実質化」を  

テーマに学生アンケートの結果分析を実施し、一部の専攻より課題、改善点を中心とした事例報

告及び FD 委員が実際に入力した内容をサンプリングとして使用し、2019 年度に向けての改善を

深化させる機会として開催した。 

◆臨床心理相談室（クリニック）を活用した大学院教育 

2018 年度臨床心理士資格試験は、修了生 13 名が受験し、10名が合格し（合格率 76.9％）、初

めての実施となる公認心理師試験においては、2017年度修了生14名が受験し、11名が合格した

（合格率78.6％）。また、2018年4月から新たに公認心理師受験資格課程に対応したカリキュラ

ムを導入し、同課程養成においても、クリニックを活用した大学院教育を展開した。 

◆東国大学校をはじめとする学術機関との国際的学術交流の促進 

11月20日～21日にかけて、「現代社会と仏教倫理」をテーマに、東国大学校仏教大学仏教学部

教授・許南結氏による交換講義を実施し、主に真宗学・仏教学専攻の大学院生を中心に延べ 119

名が交換講義を受講した。本講義の実施により、東アジア地域における仏教分野の学術研究・教

育活動を一層促進し、日韓の学術交流の振興を図ることができた。 

また、ハワイでの海外研修を実施し、海外の仏教事情あるいは真宗伝道の実情を見聞し、理解

を深め、国際的視野から研究するとともに、研究成果を国内外に発信することのできる高度専門

職業人の養成を図った。 

◆「京都・宗教系大学院連合」加盟による宗教系科目の単位互換及び研究交流の実施 

京都を中心とした宗教系大学院間において、宗教・宗派の垣根を越えた宗教系科目等の単位互

換を実施し、本学学生6名が他大学提供科目（延べ13科目）を受講した。 

◆学生募集・広報活動の充実 

キャリア選択の一つとして大学院進学も視野に入れられるように、入学試験の出願期間前に大

学院進学ガイダンスを5回開催するとともに、学外者にも本研究科の取組や魅力を浸透させるべ

く、大学院オープンキャンパスを8月に開催した。これらのイベントでは、文学研究科の概要説

明、入試説明、大学院生による発表等を行い、大学院進学者の確保に努めた。 

また、2018年度より新たに研究科独自のポスターを作成して、72校179学部等へ送付し、他大

学への広報強化を図った。 

 

1-3）実践真宗学研究科 

実践真宗学研究科では、浄土真宗の教理・教義を基礎として複雑化・多様化する現代の諸問題

に実践的・具体的に対応しうる宗教的実践者の養成を目標としている。こうした目標のもと、2018

年度は主として次の事業を展開した。 

◆「臨床宗教師研修」の実施 

 本研修の設置から5年目を迎え、社会人の受講も2015年度から引き続き可能となっている。研
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修の中枢をなす「臨床宗教師総合実習」には5名（在学生2名・社会人3名）が参加し、東北地

方の被災地、保育園・デイサービス統合施設、ビハーラ病院・緩和ケア病棟等での全体研修の他、

会話記録についての研修や、福祉施設、神戸赤十字病院等での特別実習、あそかビハーラ病院や

常清の里における個別実習も行った。 

 また、1月17日には「臨床宗教師の挑戦」と題してシンポジウムを開催し、講演会、パネル討

論と併せて、「臨床宗教師総合実習」の報告会を行った。 

◆実践真宗学研究科創設10周年記念行事と公開シンポジウム 

実践真宗学研究科 10 周年記念事業の一環として、5月 31 日に「世界の苦悩に向き合う智慧と

慈悲」をテーマに、ハーバード大学神学部大学院ジャネット・ギャツォ氏及びチャールズ・ハリ

シー氏の講演による国際シンポジウムを大宮学舎清和館で開催し、当日は約150名の参加者があ

った。また、12 月 13 日には「私は何処から来て何処に行くのか」をタイトルに、精神科医名越

康文氏の記念講演や「実践真宗学とは？～原点に返り、挑戦する。～」をテーマに、現役生、修

了生、教員による公開シンポジウムを行い、約300名の参加者があった。それ以外の記念行事と

しては、10年を振り返る学生活動の展示、REC記念講座、修了生を迎えての懇親会、記念冊子の

作成等を行った。 

◆国際交流の推進 

 海外伝道の意義を歴史的・教学的視点から学修するため、北米拠点（RUBeC）を中心とした海外研

修に、3 名の学生を派遣した。また、大韓民国東国大学校との交換協定の一環として、11 月 20

日・21日に大宮学舎にて東国大学校仏教大学仏教学部教授許南結氏の講義を開催した。多くの院

生、教員が参加し、仏教文化について見識を深める機会となった。そして、11 月 27 日に開催し

た「宗教者間対話実習」では、ｷﾘｽﾄ教 NCC 宗教研究所の ISJP（Interreligious Study in Japan 

Program）に参加しているEU圏留学生を招いて成果発表を含む交流会を開催し、多くの院生、教

員が参加した。 

◆特別講義の実施 

 大嶋健三郎氏（あそかビハーラ病院院長）、青木龍也氏（浄土真宗本願寺派カナダ教団総長）を

はじめとする臨床宗教師や海外伝道等に関わる有識者による特別講義を実施し、現代の諸問題に

取り組む宗教者のあり方についての研鑽を深めた。 

◆「京都・宗教系大学院連合」加盟による宗教系科目の単位互換及び研究交流の実施 

 実践真宗学研究科は 2012 年度に「京都・宗教系大学院連合」への加盟が認められ、2013 年度

からは単位互換制度、研究者の人的交流、研究会、公開シンポジウムの開催等の実質的な取組を

行っている。2018年度は、5科目を他大学に提供した。 

 

2－1）経済学部 

経済学部では、建学の精神に基づいて、経済学が培ってきた基礎的理論や社会の経済的諸現象

を論理的に分析する能力を修得し、さらに国際的･地域的な多様性を理解し、課題の発見と解決に

努める人間を育成することを目的としている。このことを踏まえ、2018年度は主に次の事業を実

施した。 

◆初年次教育における学習支援の充実 

学部独自で作成した「学修ガイド」に基づく組織的な教育を実施することにより、経済学部で

の学習に必要な論述能力を体系立てて身につけるとともに、演習や講義におけるレポート作成能

力や論述課題にスムーズに対応できる能力を醸成した。また、指定校及び付属高等学校等を中心

に入学前教育の充実を図った。 
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◆授業内ピア・サポーター制度の実施   

授業内において、学部生が受講生を支援する「授業内ピア・サポーター制度」を引き続き実施

し、受講生、教員、ピア・サポーター三者で授業を創り上げるとともに、アクティブ・ラーニン

グの積極的な推進、深化を図った。また、受講生だけでなく、ピア・サポーター自身の成長にも

寄与する学びの形を展開した。 

◆自習補助教材の活用と外部検定試験の導入による学士力の向上 

コア科目「マクロ経済学」「ミクロ経済学」に関する学習サポート用に、自習補助教材を作成し、

インターネットによる学習環境を経済学部生全員に提供した。加えて、受験料全額補助として外

部検定試験（経済学検定試験＜ERE＞）を実施し、学生が同科目に関する日頃の学習成果を把握す

ることで、より効率的に学習計画を立てやすい環境を構築した。また、成績優秀者に対する「経

済学部長奨励賞」授与制度を継続して実施した。 

◆国際化を推進するための新たなプログラムの実施 

2018 年度より、経済学部独自の新たな短期海外研修プログラム（グアム）を開始した。2018

年度は 15 名（1、2 年次生）の受講生が夏期休業期間を利用してグアム大学を訪問し、語学・座

学・フィールドワークを一体的に学修することにより、国際感覚・思考力を養った。 

 

2－2）経済学研究科 

経済学研究科では、経済学を専攻とする研究者や、経済学に通じた専門職業人等の人材育成を

図るとともに、教育・研究の更なる国際化、高度専門的職業人育成等のニーズに応えるため、下

記のとおり取組を行った。 

◆新カリキュラムの導入（修士課程） 

修士課程において、2018年度から新カリキュラムを導入した。このことにより、院生は、従来

よりも一層体系的な科目履修が可能となり、きめ細かい研究指導を受けられるようになった。 

◆奨学金（フィールド調査補助を含む）の更なる周知 

各種奨学金やフィールド調査補助制度を学内外に広く周知し、学内進学奨励給付奨学金の志願

者が2017年度より増加するなど、一定の成果があった。 

◆多様な人材の受け入れ 

これまで国外の様々な地域から留学生を継続して受け入れてきた。2014年度からは、JICA主催

の「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABE イニシアティブ）プログラム」

によるアフリカからの留学生を継続して修士課程に受け入れており、2018年度においても英語の

みで修了できるプログラムを実施した。 

 

3-1）経営学部 

経営学部では、経営学の理論を修得させることに加えて、実践的かつ実学的素養を身につけさ

せることを教育理念とし、激しい時代の変化に対応でき、社会から信頼される経営人を育成する

ことを目的としている。このことを踏まえ、2018年度は主に以下の事業を実施した。 

◆新カリキュラム改革施行のための具体的準備 

2018年度は新たに新カリキュラム実施委員会を発足させ、鋭意議論を重ねた。DP・CP・APに関

しては、「3つの方針見直し作業部会」において文案の検討を重ね、最終案を検討中である。新カ

リキュラムは2020年度から本格実施予定のため、できるだけスムーズに移行できるように、2019

年度において実施可能な部分や試行可能な部分を先行して展開することによって、調整項目の洗

い出しを行うことを決定した。 
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◆DP･CP･APの再構築 

 DP･CP･APに関しては、2017年度に全学教学会議のもとに設置された「3つの方針見直し作業部

会」において文案の検討を重ね、再編案を策定した。それを受けて、2018年度は新カリキュラム

実施委員会において新カリキュラムを検討する中で、DP、CP、APの具体的な最終案をカリキュラ

ム改革の最終答申に盛り込むべく、精力的に検討を重ねた。 

◆キャリア形成支援の充実 

1年次生から4年間の学生生活を通じたキャリア形成支援を図るため、キャリア委員会のコーデ

ィネートによるキャリア情報提供会を開催した。正課内では、「現代金融論」において、現役の

銀行員による特別講演を開催した。また、正課外では、特に1・2年次生を対象に「内定者に聞く！」

シリーズとして、「自己分析・自己PRの方法」や「業界研究・企業研究の方法」と題する、内定

保有者（4回生）による座談会を複数回実施した。 

◆学部が主体となった広報活動の刷新 

経営学部のカリキュラムや様々な活動を情報発信するため、2018年度は新カリキュラムにおい

て先行実施している「合同型演習」の取組など、オープンキャンパスを通じて広報するとともに、

それらの活動をホームページやブランドセンターに掲載し、魅力ある学生・教員の活躍や取組と

して積極的に発信した。また、新カリキュラムの「戦略性」を前面に押し出した内容に学部独自

パンフレットや学部ホームページを刷新するための検討をスタートさせた。 

 

3-2）経営学研究科 

経営学研究科は、建学の精神を踏まえつつ、経営学研究者の養成とともに経営学の高度で専門

的な知識を会得し、現代社会の要請にこたえる専門的職業人を育成することを目的としたカリキ

ュラム編成を行っている。2018年度は、主に以下の事業を実施した。 

◆新カリキュラムのあり方の検討開始 

2018年度は大学院新カリキュラム検討委員会を発足させ、コース再編や新しいコースのあり方

などの諮問に対する答申が出された。これまでよりも学部カリキュラムとの有機的連関が意識さ

れており、今後は2019年度に向けて大学院新カリキュラム実施委員会を発足させ、答申内容の実

現可能な部分について実施案の検討を開始することとなった。 

◆学内推薦入試広報の充実 

学内推薦入試を積極的に活用した在学生の出願促進につなげていくため、出願資格の基準の一

部を緩和する等の見直しを行った。また、学部3・4年生を対象とした経営学研究科説明会を開催

し、大学院学内進学奨励給付奨学金（予約採用型）の周知に努めた。 

◆外国人留学生を対象とした就職支援の充実 

外国人留学生が在学生の大半を占め、その多くが日本での日本企業への就職を希望している。

そこで、2018年度も研究科独自のインターンシップ科目を開設し、就業体験の機会を確保すると

ともに、実業界から講師を招聘して講演会を実施する等、就職支援の一層の充実を図った。 

 

4-1）法学部 

 法学部では、建学の精神に基づいて、日本国憲法の理念を基礎に、法学と政治学の教育・研究

を通じて、広い教養と専門的な知識をもって主体的に行動し、鋭い人権感覚と正義感のもとに自

ら発見した問題を社会と連携して解決できる、自立的な市民を育成することを教育理念・目的と

している。この教育理念・目的を踏まえ、2018年度は主に次の事業を実施した。 
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◆キャリア啓発科目の新設  

法学部生のキャリア啓発を目的とした科目「特別講義 L」を新設した。この科目では、学術交

流協定先の京都弁護士会や法学部同窓会法曹支部と連携を強化し、大学卒業後の進路選択に直結

する実践的な講義を行い、法学部生の職業観や就業意識の底上げを図った。 

◆初年次・低年次教育の充実  

初年次・低年次教育をさらに充実させるべく「基礎演習」（第 1 セメ）・「法政入門演習」（第 2

セメ）に加え、「法政ブリッジセミナー」（第3セメ）を履修指導科目として開講した。これによ

り、入学から卒業まで4年を通したきめ細かい少人数教育の充実を図った。 

◆双方向型授業・アクティブラーニング系科目の充実 

「基礎演習」や「演習」に加え、アクティブ・ラーニング系科目「法政アクティブリサーチ」

をより一層充実させ、学生の主体的な学修環境を整備するとともに本学法学部独自性の強化を図

った。 

◆法学部広報の更なる展開 

法学部広報委員会をはじめとする広報体制の充実を図り、法学部の教育・研究活動や各種イベ

ント、学生・教員の活動等を積極的に広く社会へ発信した。また、学生広報スタッフLeD’sと協

働したホームページを充実させ、ゼミでの取組・雰囲気等を発信した。 

 

4-2）法学研究科 

法学研究科では、「真実を求め真実に生きる」という建学の精神と日本国憲法の理念を基礎に、

法学・政治学の領域で高度な研究・教育を通じ、世界と地域で活躍し、共生（ともいき）の社会

を担う、人権感覚に溢れた研究者及び専門職業人の養成を教育理念・目的としている。この教育

理念・目的に基づき、2018年度は主に以下の事業を実施した。 

◆カリキュラムの検証 

社会人等、大学院で学ぶ学生の多様なニーズに対応すべく、入学予定者及び在学生から要望等

の調査やヒアリングを行い、現行カリキュラムの検証を実施した。 
◆地域公共人材総合研究プログラムの充実 

プログラムの共同運営を行う政策学研究科及び経営学研究科との連携を深化させ、法学研究科

の特色を生かした科目提供を行った。また、協定団体との意見交換を実施し、プログラムの更な

る充実を図った。 

◆奨学金制度運用の充実 

学生が安心して研究に取り組むことができるように、学内進学奨励金（予約採用型）及び大学

院奨励給付奨学金制度の課題検証を行った。また、大学院進学説明会における奨学金制度の案内

やポータルサイトへの掲載等により、積極的に情報発信を行った。 

 

5-1）理工学部 

理工学部独自のグローバル教育プログラム及び高大接続を狙った入学前から初年次を繋ぐシー

ムレスな教育プログラムについて、2020年度に控えている先端理工学部の開設を視野に入れなが

ら、更なるプログラムの充実と魅力の発信に注力した。 

◆各種プログラムの実施によるグローバルマインドの醸成 

①短時間・高頻度の欧米型英語学習プログラム「Intensive English Program」、②ベトナム・

シンガポールでの企業見学や、現地での問題解決型学習（PBL）等を実施する「ASEANグローバル

プログラム」、③米国シリコンバレーの日系企業での、約3週間の「グローバル人材育成プログラ
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ム」を実施。理工学部生のグローバルマインド醸成を図った。 

◆入学前から初年次をつなぐICTを活用した高大接続教育の充実 

ICT を活用し、専願制推薦入試及び公募推薦入試の合格者を対象に、入学前学修支援と、入学

後のプレースメントテスト、学期ごとの到達度テストを通して高大接続におけるシームレスな教

育を展開。理工系基礎学力の定着を進めた。2018年度は農学部と連携し、「数学」に加え「理科」

についてもプログラムの拡充を図り、他大学との差別化を狙った。 

◆カリキュラム改革に向けた具体案の策定  

2020年度からの新カリキュラム運用をめざし、分野横断型の学びを可能にしたプログラムの構

築、超スマート社会の実現を意識した教育課程、学生のキャリア形成や主体的な活動を促す教育

課程の設計について検討を行った。 

◆積極的な広報の展開 

理工学部で実施した様々な事業、各教員の研究成果、日々の学生の活躍を積極的に広報展開し

た。特に学生広報チームによるSNSを利用した積極的な発信により、2020年度に控えた先端理工

学部の開設など、高校生や社会に向けた高頻度な情報発信に注力した。 

 

5-2）理工学研究科 

理工学研究科では、グローバル化が加速する社会情勢を見据え、更なる国際化の促進に資する

取組を行った。 

◆多様化する現代社会に求められる人材育成をめざしたカリキュラム改革の検討 

大学院におけるカリキュラム充実の一方策として、2017年度に引き続きデザイン思考ワークシ

ョップを開催した。講師には、スタンフォード大学d.schoolで学び、カリフォルニア大学バーク

レー校を中心にデザイン思考の講師を務めているChristina Jenkins氏を招き、21名が参加した。 

◆海外協定校との教育研究活動にかかる交流の促進 

2018年度は理工学研究科で前期2名、後期4名の交換留学生を受け入れた。出願前のマッチン

グを徹底することを交換協定締結先に依頼し、スムーズな受け入れができるよう改善を図った。

送り出しについては、派遣留学プログラムを積極的に広報した結果、2018年度は計4名を海外協

定締結校（ブレーメン応用科学大学、ボローニャ大学）へ交換留学生として派遣した。また、上

海師範大学数理学院、雲南大学信息学院と新たに学生交換協定を締結し、協定校を16校に拡大し

た。 

◆RUBeC演習の継続実施 

 2018年度は16名の大学院生が「RUBeC演習」を受講した。プログラム参加学生は、ネイティブ

スタッフや海外経験豊富な理工学部教員から英語のプレゼンテーションや論文の書き方等の指導

を受け、国内外で通用する研究発表能力を培った。また、現地の企業を訪問し、プロジェクトの

企画・運営方法について、具体的な開発事例を学んだ。 

 

6-1）社会学部 

社会学部は、建学の精神に基づいて、多様な価値観が錯綜する現代において、人が営む共同体

である「社会」のあり方を学び、人と人、人と組織や社会との関わり方やそこで発生する諸問題

の分析・解決の視点と手法を身につけた人間を育成することを教育理念・目的としている。この

ことを踏まえ、2018年度は主に次の事業を実施した。 

◆社会共生実習の運用 

 学科横断型の基幹科目に位置づける「社会共生実習」で5つのプロジェクトを実施した。担当
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教員の専門や人的ネットワークに基づく幅広いフィールドにおける社会問題等の実態調査とその

解決に向けた取組を学び、成果報告会開催及び成果報告書作成を行った。 

◆キャリア支援の組織的強化（教学充実費）の実施 

2017年度に整理したデータベースを活用し、卒業生の活躍状況の調査を行い、在学生と卒業生

の接点を設けた。卒業生、在学生及び社会学部教員を対象とした第2回ヒアリング会を実施し、

全国から卒業生を集め、学部教学やキャリア教育のあり方について議論した。 

◆教学重点型学部広報プログラム（龍谷IP）の実施 

社会学部の教学内容に重点をおいた取組として、社会学部在学生による「広報学生班」を組織

し、「学びの本質」を考える視点を身に付けるための各種広報活動を行った。具体的には、ホーム

ページへの記事掲載や、取材内容を複数のパネルにして学内で展示した。 

 

6-2）社会学研究科  

社会学研究科は、建学の精神に基づき、高度な専門性と実践生を兼ね備えたバランスのとれた

高度専門職業人、研究者及び教育者としての能力をもつ人材の養成を目的としている。2018年度

は、この目的達成に向けて主に以下の事業に取り組んだ。 

◆カリキュラム改革の継続：既存開講科目の検証と整理 

 引き続きカリキュラム改革と既存開講科目の検証を行い、大学院生の多様なニーズに対応した

カリキュラムを編成すべく、研究科構成員の専門分野を踏まえ開講科目の更なる充実を図った。 

◆東アジアプロジェクトの推進 

2018 年度まで社会学研究科と東アジアの複数の大学との間で締結していた留学生受け入れに

係わるプロジェクトを発展的に解消し、海外の大学との新たな協定に向け、南アジア地域の大学・

日本語学校に対し調査を行った。 

◆広報活動の強化 

社会学研究科のホームページを更新し、学内外に研究科の情報を発信した。また、2019年度入

学生向けの大学院パンフレットを作成し、定期的な入試説明会や各種イベントで配布し、大学院

進学に係る広報活動を行った。 

 

7-1）国際学部 

国際学部完成年度の2018年度は、各年次の専攻科目や演習科目の配置が完了することとなり、

各学科における専門教育に力を注いだ。そのことにより、異文化への理解と敬意を深めるととも

に、自文化についての発信力を養い、グローバル化が加速する時代において、柔軟な思考と批判

的精神をもって対応できるコミュニケーション能力と問題解決能力の養成に努めた。 

◆キャリア教育・支援の強化                                                

キャリア支援としては、各業界研究会や企業経営者による講演会をキャリアセンターと協働で

開催したほか、学部長やキャリア主任などの専任教員による企業訪問も積極的に行い、キャリア

支援の強化に努めた。 

◆学部広報活動の強化 

両学科において、教育・研究活動及び各種イベント等を幅広く社会へ発信した。なかでも、キ

ャリアセンター及び入試部と協働で「CAREER BOOK」を作成するなどし、1期生の就職・進路先に

ついて重点的に広報した。 

◆新カリキュラムの検討 

国際文化学科では、最終年度の演習や卒業論文のあり方を検討し、現行カリキュラムの総合的
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検証を行うとともに、多文化共生社会を生きる学生に対して、世界と日本の相互交流を重視しつ

つ、芸術的側面、実務的側面など多様な観点から学生のニーズに応えうるプログラム、「国際ツー

リズムプログラム」を2019年度より展開することについて検討した。 

◆更なるグローバル教育の充実 

グローバルスタディーズ学科では、原則2年次に1セメスター以上の留学を必修としているが、

2018年度卒業生については、全員がこの要件を満たした。また、これまで約半年間のプログラム

のみであった提携留学先の充実を行い、アルバータ大学（カナダ）との協定を締結し、2019年8

月より約1年間の派遣を実施することとなった。 

 
7－2）国際文化学研究科 

 国際文化学研究科は、グローバリゼーションという大きな社会変化の内容を適切に把握・理解・

対応できる人材の養成を目標としており、2018年度は、2019年度に予定している新研究科の開設

準備等、主に次の事業を実施した。 

◆国際学研究科の開設準備                                                

国際学部（2015年4月開設）と連動したカリキュラムを実現すべく、2019年4月の国際学研究

科（修士課程・博士後期課程）開設をめざし準備を進め、正式に認可された。 
◆活発なFD活動による研究交流機会の確保                              

学内外の研究者との研究交流を主としたFD活動を実施し、研究科全体の研究力向上、教育への

還元に努めた。また、研究領域の近い文学研究科、政策学研究科、社会学研究科を中心とした他

研究科との研究交流も検討を始めた。 

◆他大学との研究交流の更なる推進                                        

2015 年度以降継続して実施している山口県立大学大学院国際文化学研究科との相互交流を発

展させ、日本国際文化学会と連携のうえ、京都大学大学院文学研究科、神戸大学大学院国際文化

学研究科、山口県立大学大学院国際文化研究科、桃山学院大学大学院文学研究科の学生との研究

交流を行った。 

 

8-1）政策学部  

 政策学部では共生の理念を持ち持続可能な社会をめざす人材の育成を目的として、能動的学修

を取り入れたカリキュラムを展開し、理論と実践を融合させた教学の充実を図った。あわせて、

初年次から一貫したキャリア教育及び支援の強化を行った。また、本学部の教学内容や取組を積

極的に発信し、認知度を高めるための広報活動を一層充実させた。 

◆能動的学修を柱とした教学の更なる充実 

「政策実践・探究演習」をはじめ、政策学部で開講している様々なアクティブ・ラーニング科

目やPBL科目について、付置センターである地域協働総合センターと連携しながら科目の充実を

図るとともに、地域や産業界との連携を深め、学生の能動的な学びの支援をより一層行った。 

◆CBL（コミュニティ・ベース・ラーニング）プログラムのモデル化 

 政策学部で実施しているアクティブ・ラーニングやRyu-SEI GAP等の課外活動をもとに、学生

と地域の両者が課題解決の当事者として双方向で学びあえる CBL（コミュニティ・ベース・ラー

ニング）プログラムのモデル化を検討し、「初級地域公共政策士」資格制度及び本制度に基づき開

発されている「グローカルプロジェクトマネジャー」との連動を図った。 

◆キャリア教育の強化 

自ら卒業後のキャリアを描くことができる職業意識・能力の高い学生を育成するため、理論と
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実践を融合させた多様なカリキュラムを階層的に展開し、初年次からキャリアに対する意識を醸

成した。日経TEST、SPI試験対策、公務員試験対策の実施やキャリアセミナーの開催、ゼミを通

じた支援活動等を積極的に行った。 

◆「チーム政策」による動きのある広報活動の強化 

「チーム政策」の一員である政策学部生で構成されるイベントスタッフと連携し、学生の視点

を踏まえた動きある広報活動を展開した。さらに政策学部の特色であるPBLやイベントをホーム

ページ等で積極的に情報発信し、広報活動の更なる強化を図った。 

 

8-2）政策学研究科 

2018年度は、修士課程に30名（若手学生21名、社会人院生9名）及び博士後期課程に5名が

在籍した。若手学生と社会人学生が共に学ぶことによる現場での政策課題のリアリティを高め、

政策立案・政策実施能力を有する高度の専門的職業人及び研究者を養成すべく、2018年度は主に

以下の事業に取り組んだ。 

◆新カリキュラムの推進とキャリア教育の強化                                   

 2016年度から地域公共人材総合研究プログラムがスタートしたことにより、政策学研究コース

と NPO・地方行政コースの 2 コースによる魅力あるカリキュラムの充実を行った。さらに、キャ

リア教育では、早期に進路説明会を開催し意識付けを行うとともに、就職支援対策の強化を心が

けた。 

◆「地域公共政策士」資格制度の拡充                                   

 2015年度から実施している「地域公共政策士」資格制度の新たな教育プログラムを安定的に運

用し、初年次から資格取得に向けた動機付けを積極的に行った。また、資格取得希望者の増加を

めざして認証を行う一般財団法人地域公共人材開発機構と連携しながら、本資格制度の広報活動

に取り組んだ。 

◆社会人の学びの支援                                    

 2015 年度に文部科学省の「職業実践力育成プログラム（BP）」として認定された 3 つの「履修

証明プログラム」について、科目等履修制度を利用しながら安定的に運用した。また、「教育訓練

給付制度」も引き続き運用しながら、社会人が系統的かつ学びやすい制度を整備し、広報した。 

◆募集・広報活動の積極的展開                                    

 政策学部をはじめとする学部生へ向けた学内推薦入試説明会を4回実施した。また、ホームペ

ージ・広報誌等において情報を発信し、募集・広報活動を行った。また、地域公共人材総合研究

プログラムの協定締結団体（自治体、NPO、経済団体等89団体で構成）や地方議会・議員等に対

しても、教学内容の理解が深まるよう広報活動を展開し、本研究科への出願促進を図った。 

 

9-1）農学部 

開設4年目を迎え、引き続き、文部科学省の認可申請書に則したカリキュラムを履行した。人

類が直面する「食」と「農」に関する諸問題に向き合い、持続可能な社会の実現に貢献し、建学

の精神に基づいた、生命・資源・食料・経済に関わる問題に対して農学の立場から正しい判断が

できる人材の育成を目的とした農学教育を行った。 

◆カリキュラムの推進・充実 

「食の循環」（農作物の生産･加工･流通･消費･再生に至る一連のプロセスから構成されたシステ

ム）をコンセプトとした教学を展開した。4 学科必修の農場での実習を取り入れた「食の循環実

習」や「農学部インターンシップ」、「海外農業体験実習」など、地域資源の活用や国際協力など

の学問分野に関わる専門科目の充実を図った。また、農学部一期生は講義や実習、演習で修得し

た知識･技能･体験をもとに「特別研究」を集成した。 
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◆農学部の社会認知度向上に向けたPR活動の展開  

社会的認知度向上事業として11の事業を実施した。高校生向け「アグリカフェ」事業を通して

高大連携の強化を図り、また（株）ローソンを始め、企業と連携した商品開発や農場で収穫した

「龍谷米」や「龍谷の実」の販売など、学生の主体的な学修態度を醸成するとともに、農学部に

おける教育、研究の成果を広く社会に発信した。 

 

9-2）農学研究科 

「食」や「農」に関わる諸課題が深刻度を増しつつあることに鑑み、高度な知識・技能を有し、

高い倫理観と使命感を持って「食」や「農」をめぐる諸課題の解決に取り組むことのできる高度

専門職業人、研究者を育成すべく、以下のような事業に取り組んだ。 

◆「食」や「農」に関わる高度専門教育の実施 

開設初年度は、開講した授業科目ごとに内容を精査し、改善を検討した。また、大学院生がフ

ィールド調査を行う際に、補助費の給付を行い、大学院生の研究環境の充実を図った。 

◆多様な人材の受入 

潜在的に学び直しのニーズを持った社会人に対して、長期履修制度を導入し、社会人のリカレ

ント教育を行った。特に、現場で役立つ実践的な研究成果を得られるよう、きめ細やかな履修相

談を実施した。 

◆入学者の確保と入試広報の拡充 

学内推薦入学試験を実施し、農学部に在学する、研究意欲が高く、「食」や「農」をめぐる諸課

題の解決に対する使命感をもった学生の確保を行った。 

 

10）学部共通コース 

学部の枠組みを超え、学生の興味・関心に基づく科目を系統的に受講できる学部共通コース（国

際関係コース・英語コミュニケーションコース・スポーツサイエンスコース・環境サイエンスコ

ース）では、各コースの教育理念・目的に沿った教育活動を展開した。 

◆国際関係コース                                   

本コースでは、「特別演習Ⅰ」（第4セメスター開講）を履修する学生を対象に、異文化理解の

促進、日々の研究成果の共有、ゼミ間の交流促進等を目的とした「異文化交流会」を開催した。

また、学生の海外留学を支援し、2018年度においても交換留学を中心とした派遣留学プログラム

に学生が積極的に参加した。 

◆英語コミュニケーションコース                                   

本コースでは、学生の英語力に応じた少人数教育の実施、海外の大学との共同授業の実施、積

極的なFD活動の展開、外部試験（英語コミュニケーション能力判定 テスト（CASEC））による学

修成果（英語能力）の把握・可視化等を行った。また、これらの取組に加え、2018年度には、学

生の学修状況に応じた面談の実施、履修体系図（カリキュラムマップ等）の作成に着手した。 

◆スポーツサイエンスコース       

本コースでは、カリキュラム改革に向けたFD研究開発プロジェクトに取組、学生の自発的・積

極的な学びを促進するための科目について具体的な検討を進めた。また、学部共通コース運営委

員会において、各学部の意向を踏まえた上で、本コースの理念・目的、学生に保証する基本的な

資質・能力、教育課程編成・実施の方針について検証と見直しを図った。 

◆環境サイエンスコース        

本コースでは、現場での体験・観察を重視し実習を多数展開していることから、実習における
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安全対策の向上を目的としたFD研究開発プロジェクトに取組、学内に成果を共有した。また、コ

ース生全員が「eco検定」（環境社会検定試験）の受験に取り組んだほか、自然環境復元協会の「環

境再生医」認定校として、学生の資格申請を行った。 

 

11）研究科間の連携による展開 

＜地域公共人材等総合研究プログラム＞ 

「地域公共人材総合研究プログラム」では、法学研究科、政策学研究科、経営学研究科で共同

し、2018年度事業として主に以下の事業に取り組んだ。 

◆カリキュラムの更なる展開                                

 研究科の垣根を越え、複数の教員、社会人院生、学部卒院生で運営される「地域公共人材総合

研究特別演習」をはじめ、地域公共人材を育成するための特色ある科目を開講した。また、夜間

開講の科目だけでなく、隔週開講科目やクォーター科目を配置し、社会人の履修に配慮した多様

なカリキュラムを展開した。 

◆地域連携協定団体との協定及び連携強化 

 地域連携協定団体（89団体）との協働によって、専門的な職業人の養成を担う大学院教育の展

開に努めた。協定先懇談会では、大学院教育の紹介、社会人院生の募集及び協定先インターンシ

ップ受入に関する周知、各団体の情報交換等を行い、相互理解と交流を深めるとともに、「グロー

カル通信」の発信や協定先訪問等によって連携強化を図り、協定団体からの出願者を受け入れた。 

◆修了生の追跡調査及びネットワークの強化                           

 修了生メーリングリストを活用した本プログラムの公開講演会情報の発信や「グローカル通信」

送付による情報提供などにより、修了生・在学生・教職員等のネットワークの強化を図った。 

 

＜大学院アジア・アフリカ総合研究プログラム＞ 

法学研究科・経済学研究科・国際文化学研究科で共同運営する「大学院アジア・アフリカ総合

研究プログラム」では、2018年度事業として主に以下の事業に取り組んだ。 

◆総合的なフィールド調査の促進                             

本プログラムの特徴である実践的な地域研究を推進するため、研究支援施策として「フィール

ド調査補助費制度」を整備しており、2018年度はプログラム所属生5名が本制度を活用して国内

外でのフィールド調査に取り組んだ。また、それらの調査結果については、研究フォーラムにお

いて成果報告を行い、研究科の枠を超えた交流・研究の充実を図った。 

◆研究フォーラム・講演会の開催                            

研究フォーラムとして、プログラム所属生によるフィールド調査報告・研究計画報告を行うと

ともに、「アジア・アフリカ地域研究を通して見えてくるもの」をテーマとして、学外講師による

講演会を開催した。 

 

12）短期大学部 

社会福祉学科では、編入学準備プログラム導入後初めての指定校編入学試験の被推薦者の選考

を行った。指定校編入学試験をめざす成績上位の学生の多くは編入学準備プログラムを受けてお

り、プログラム導入によって学生のモチベーションの向上につながった。 

こども教育学科では、2 学年ともに 135 名の定員となったため、それに対応した実習教育指導

ならびに各授業の充実を図った。 
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◆「社会福祉学科」の教学展開 

コース制を廃止し、新たな社会福祉実習教育体制によって実習を実施した。また、学生の適切

な進路選択につながるように、入学直後の導入教育を充実させた。 

◆「こども教育学科」の教学展開 

135 名定員に対応した適切な実習教育指導を実施し、学生の情報共有や各教員の専門性を活か

した授業を行った。また、FD研修会において、講義、演習など多様な担当者の立場で授業の工夫

や課題を発表し合い、各授業の充実に向けて情報交換を行った。 

 

13）全学的な取組について 

＜教養教育センター＞ 

本センターでは、2015年度からスタートさせた現行の教養教育カリキュラムの課題と改善方策

について検討を重ねた。2019年度からは、完成年度を迎えた国際学部と農学部を含めて、本学の

教養教育の理念・目的である「専門性を身につけた教養人の育成」に資する新たなカリキュラム

をスタートさせることとなった。 

 

＜スチューデントコモンズ＞ 

「学生による『学び』の創造と交流の空間」をコンセプトとしたスチューデントコモンズの充

実を図ることで、学生の主体的な学修活動を支援した。 
◆ライティングサポートセンターによるライティング支援 

本学におけるライティング支援は、これまでキャンパスごとに展開してきたが、大宮コモンズ

の開設を機に2018年度からライティングサポートセンターを設置し、全学的にライティング支援

を実施した。 

◆メディア機器の貸出・技術サポート 

学生・教職員へのメディア機器（ノート型PC、iPad、プロジェクター等）の貸出・技術サポー

トを行った。 
 

14）法科大学院修了生支援 

本学法科大学院修了生を支援するため、法科大学院修了生支援委員会の下、司法試験の受験に

向けた各種支援を実施した。 
◆法務研修生制度の継続 

2017年度から設置している法務研修生制度を継続し、法務研修生に対して施設を開放するとと

もに、教員や弁護士による学習指導を実施した。 
◆学習支援の継続 

法科大学院において実施していた学習相談員制度を活用し、教員による法務研修生に対する学

習支援を継続した。また、弁護士による法務研修生支援講座を開講し、論述指導を実施した。 
◆就職支援の継続 

進路変更を希望する修了生を支援するため、キャリアカウンセリングを実施した。
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３－（２） 高大連携に関する取組について 

 

本学では、「高大連携の基本方針」を踏まえ、有機的な協力関係のもと、付属平安高等学校（以

下、付属校）へ教育連携プログラムの提供及び教育連携校（北陸高等学校・崇徳高等学校・神戸

龍谷高等学校・相愛高等学校）との連携事業を展開した。また、滋賀県・京都府・大阪府・奈良

県の公立・私立の高等学校28校と高大連携に関する包括協定に基づく教育連携も展開し、“学び

の接続”と“キャリアの接続”を図った。 

 国の進める高大接続改革では、新たな入学者選抜の在り方が注目を集めている中、本学では、

高校生の学ぶ意欲を高めることに主眼をおいた高大連携事業を展開することに注力した。 

 また、浄土真宗本願寺派と連携しながら、全国各地に設置されている24法人68校（うち高等

学校が20校）の宗門関係校で構成される龍谷総合学園加盟校と緊密な連携を図り、教育プログラ

ムのあり方や龍谷総合学園全体のブランド力を向上させる為の提案を行った。 

 

1）龍谷大学付属平安高等学校・中学校の教育展開  

◆法人統合に基づく教育連携強化                         

2018年度より3つのパイロット事業（建学の精神に触れる授業、課外活動ライフスキルプログ

ラム、社会人基礎力の向上）を実施し、多方面における高大接続教育の可能性について検討を進

めた。 

◆「高大連携教育プログラム」の改善・充実                

各学部の特色を活かしたプログラムをさらに充実させ、生徒が本学進学後に大学教育へスムー

ズに移行できるよう、「学力の3要素」を身に付けられる取組を実施した。また、高大一貫のキャ

リア形成を目的として保護者と生徒を対象としてキャリアガイダンスを実施した。 

◆付属校との交流機会の充実 

これまで実施してきた「合同FD懇談会」や「学部別連携推進懇話会」、さらに付属校教員と本

学教職員との多様な意見交換が日常的にできる担当部署間での検討会議の充実を図り、付属校と

本学の相互の信頼関係を深め、円滑な高大連携を図った。 

 

2）教育連携校・関係校との教育連携 

◆教育連携事業の実施                              

 宗門関係校の中で、教育連携に関する協定を締結している。北陸高等学校、崇徳高等学校、神

戸龍谷高等学校、相愛高等学校に対して、進路意識の醸成と大学進学に向けた動機付けを狙いと

した新たなアクティブ・ラーニング型模擬講義や進路ガイダンス、大学見学会及び保護者を対象

としたキャリアガイダンスを実施した。 

◆教育連携校学習課題・教育連携校オリエンテーションの実施                        

2017年度に引き続き、教育連携校推薦入試で合格し、本学への進学が決定した生徒を対象とし

た教育連携校オリエンテーションを開催した。本学入学後を見据えた学びの接続を図るとともに、

教育連携校の生徒同士の交流や本学教員・学生との交流を深める機会を提供した。 

◆宗門関係校との教育連携プログラムの展開 

宗門関係校における教育連携プログラムを発展させるため、積極的に高校を訪問し、協議を重

ねた。また、連続講義（岡山龍谷高等学校）やアグリカフェ（敬愛高等学校、東九州龍谷高等学

校）等、試行的にプログラムを展開した。 
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◆「龍谷アドバンスト・プロジェクト」への協力 

龍谷総合学園が主催する「龍谷アドバンスト・プロジェクト」は、全国の加盟高等学校を対象

として開催され、e-Learningによる事前学習やプレゼンテーションコンテストを含む合宿研修で

ある。本学は、中核校として企画・運営に参画し、会場の提供や講師及び学生サポートスタッフ

の派遣を行った。2018年度は、新たに引率教員向けの研修を提供した。 

 

3）高大連携協定校との教育連携 

◆本学の教育資源を活用した多様な高大連携事業の推進 

 2018年度も高大連携協定校に対して生徒の学習意欲を喚起し、より適切な進路選択に寄与でき

るよう「機械学習体験講座」を開催した。 

◆学生との交流機会の設定 

高等学校生徒にとって近い存在である大学生との交流は、高大連携事業の中でも参加者からの

評価が高いことから、滋賀県立米原高等学校における留学生との交流等を積極的に実施した。 

◆高大連携協定校の特色作りの支援 

新学習指導要領で新設される「総合的な探究の時間」について、先行的に実施している京都府

立桂高等学校と協力体制を図り支援を行った。2019年度以降もさらに発展した協力・支援体制を

築いていく。 

◆高大連携事業の検証と改善 

 各高大連携協定校と展開している高大連携事業が、高校生の確かな学力を育成し、学習意欲の

喚起とより良い進路選択に繋がっているかを、診断カード（アンケート）等を用いて検証した。

今後は、この検証結果をもとに高等学校との意見交換を行い、高大連携事業の改善を図る。 

 

4）その他の連携事業 

◆教育委員会等との連携                                

 滋賀県教育委員会が、滋賀県内の高等学校生徒を対象に開催した「県立高等学校生徒を対象と

する大学連続講座」において、地域貢献の一環として、農学部から講座を提供した。 

また、滋賀県立玉川高等学校へ学校評議員として高大連携推進室長を派遣した。 

◆出張模擬講義の実施                                  

 本学は、高大連携協定校以外の高等学校に対しても出張模擬講義を実施しており、2018年度も

高等学校等からの要請に基づき、専任教員や高大連携フェロー（高大連携担当講師）が分担・協

働して積極的に実施した。2018 年度は関西を中心とした 73 校で実施し、大きな実施規模を維持

した。 

 

３－（３） 教員養成に関する取組について 

 

教職課程の質の保証と向上を図るため、2018年度入学生から教職課程登録制を導入し、登録学

生には教職課程履修料の納入を求めることとなった。教職課程への登録は2年次から行うことか

ら、2018年度には、学生への制度説明及び周知を行った。関連して、教職課程における進路支援

や教員採用試験対策指導を行う教職進路指導員を 2019 年度から配置することに向けた準備を行

った。 

また、教育職員免許法改正に伴う教職課程再課程認定申請を行い、全学部・研究科において認

定を受けた。申請にあたっては、新法適用に向けた対応・検討を行い、カリキュラムの改善、授
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業の質的向上を図るとともに、学内外関係機関との連携を深める等、教職課程がさらに充実する

よう努めた。 

さらに、課程認定大学の社会的責任として、引き続き、教員免許状更新講習を実施した。 

 

1）中学校・高等学校など学校教員養成に関する取組 

◆教員採用試験支援体制の充実                              

各キャンパスにおいて、小論文・面接指導、グループ討議の練習等を積極的に行い、丁寧かつ

きめ細やかな指導を実施した。教員採用試験前には、各自治体及び教科に対応した指導を行うと

ともに、様々な情報提供を行う等の支援を行った。 

 
2）小学校教諭免許状取得支援制度に関する取組 

◆指導体制の強化                                

 教職課程担当教員が学生の学修状況等を確認しながら個別に履修指導を行った。また、小学校

教員をめざす学生を集めて交流する場を設けた。学年を超え、学生同士が様々な情報交換を行う

ことで、各自が抱える不安が解消されるよう取り組んだ。 
 
3）連合教職大学院に関する取組 

◆積極的な広報の実施                                   

１年次の教職課程説明会から本制度について触れるとともに、4 年次の説明会では、教職大学

院の教員及び本学卒業生で教職大学院在学中の学生によるカリキュラム内容、キャンパスライフ

等に係る説明を行い、学生が必要とする情報提供を行った。その結果、2018年度においても本学

から教職大学院に学生を送り出すこととなった。 

 

4）教員免許状更新講習に関する取組 

◆特色ある講習の充実                                    

全学的な取組として、各学部の特色・専門性を活かし、様々な校種・免許種に対応した多様な

内容の講習を開講した。2018 年度は、必修領域2講習、選択必修領域8講習、選択領域55講習

を開講した。 

◆広報活動の積極的展開                                

近畿圏を中心とした各学校・教育委員会へ募集要項を直接送付するとともに、本学Webサイト

を活用した広報活動を行った結果、2018年度にはこれまでにも増して、多くの受講生を受け入れ

ることとなった。 

 

5）外部交流に関する取組 

◆外部機関との連携推進 

各府県教育委員会担当者による公立学校教員採用試験の説明会を、各キャンパスで複数回実施

し、教育委員会との連携を深めた。また、校友会職域支部「教龍会」と教職をめざす在学生との

実践報告会及び交流会を2018年12月に実施し、協力体制の構築を図った。 
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３－（４） 教学充実に関する取組について 

 

本学の教学課題の解決や国の高等教育政策・補助事業の動向等を踏まえた全学的な取組及び全

学への波及効果が期待できる取組を支援するため、龍谷GP（Ryukoku Good Practice） 事業及び

龍谷IP（Ryukoku Inventive Program）事業を推進した。 

 

◆龍谷IP事業による取組 

2016～2018 年度龍谷 IP 事業に採択された取組を推進した。また、新たな教学シーズの掘り起

こしと学内における教育改革・教育改善に向けた意識の向上を図るため、2019 年度龍谷 IP 事業

の公募を行い、4件（第1期1件、第2期3件）の取組を採択した。 

 

【2016年度龍谷IP採択取組】 

＜第1期＞取組期間：2016年度～2018年度 

取組主体 
連携学部・ 

研究科等 
取組名称 

理工学部 - グローバル人材育成を目指すASEAN体感プログラム 

理工学部 農学部 公募推薦入学者を対象とした入学前課題の実施 

社会学部 - 教学重点型学部広報プログラム 

政策学部・ 

政策学研究科 
- 

「龍谷大学政策学部と南京大学金陵学院化学与生命科学学

院との学生交換協定」に基づく学生交流プログラム 

 

【2017年度龍谷IP採択取組】 

＜第1期＞取組期間：2017年度～2019年度 

取組主体 
連携学部・ 

研究科等 
取組名称 

政策学部・ 

政策学研究科 
- 

地域連携型教育（CBL）プログラムのモデル化および質保証

の実質化 

 

【2018年度龍谷IP採択取組】 

＜第1期＞取組期間：2018年度～2020年度 

取組主体 
連携学部・ 

研究科等 
取組名称 

文学部 - 
地域協働と学科・専攻横断による実践的学修プロ

グラムの構築 

国際学部 
①グローバル教育推進センター 

②キャリアセンター 
グローバル登龍門プロジェクト 

教養教育 

センター 
図書館 英語力の向上を目指す多読指導 
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【2019年度龍谷IP採択取組】 

＜第1期＞（取組期間：2019年度～2021年度） 

取組主体 
連携学部・ 

研究科等 
取組名称 

法学部 キャリアセンター 
社会人メンター制度導入のためのパイロットプロ

ジェクト 

 

＜第2期＞（取組期間：2019年度～2021年度） 

取組主体 
連携学部・ 

研究科等 
取組名称 

理工学部 - グローバル人材育成を目指すASEAN体感プログラム 

理工学部 農学部 公募推薦入学者を対象とした入学前課題の実施 

政策学部・ 

政策学研究科 
- 

「龍谷大学政策学部と南京大学金陵学院化学与生命科学学

院との学生交換協定」に基づく学生交流プログラム 

 

◆龍谷GPによる取組 

2016 年度龍谷 GP に採択された取組を推進するとともに、当該取組の進捗状況や成果について

大学ホームページや成果報告会等を通して、広く社会に情報発信した。 

 

【2016年度龍谷GP採択取組】 

取組期間：2016年度～2018年度 

取組主体 連携学部・研究科等 取組名称 

法学部 - 法学部版アクティブラーニング推進事業 

 

◆高等教育に関する情報の収集・提供 

大学を取り巻く社会情勢をはじめ、国の文教政策動向や他大学が取り組んでいる教育改革・改

善の事例等を収集し、本学の教育改革・改善に資する高等教育関連情報を各学部・研究科等に提

供した。 

◆文部科学省補助事業に対する取組 

各学部・研究科をはじめ関係部局に対し本学における特徴的な教学取組の調査を行い、内閣府

や文部科学省が公募する補助事業への申請について採択型教学充実推進委員会において検討した。 

 

３－（５） ＦＤに関する取組について 

 
学修支援・教育開発センター（以下、「センター」という。）では、教員個人及び各学部・研究

科等が行う教育改善活動と連携を図りながら、全学的な視点から大学教育の質保証に向けた教育

活動の改善・充実に努め、本学におけるFDを推進するとともに全学的な学修支援を行った。こう

した活動を通じて FD の実質化を図るとともに、本学の教育力向上のため、センター自らも各種

FD事業を企画・実施した。 

◆教育改善の促進                                 

「学生による授業アンケート」を学期初め・学期半ば・学期末に実施した。学期末の授業アン
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ケートは、manaba course（授業支援システム）上で実施し、またその結果を分析し、全学的に課

題の共有を行った。 

◆教育開発の推進                                

FD事業として、2件の指定研究プロジェクトを推進した。また、自己応募研究プロジェクトを

7件採択し、教員個人又はグループ等の研究を支援した。これらの取組を学内に公開し、FD活動

の共有を図った。 

◆学修支援の充実                            

 学生の主体的な学修を促進する環境作りを通して、学修支援機能を充実させた。また、学生の

諸活動について、その過程や成果を管理・蓄積できるよう、e-ポートフォリオの全学的な展開に

向けて検討し、複数学部が導入することを決定した。 

◆他大学等との連携推進    

全国私立大学FD連携フォーラム、関西地区FD連絡協議会、大学コンソーシアム京都、全国高

等教育研究所等協議会が主催する総会等へ参加し、他大学との連携を深めるとともに、各種情報

収集を行った。 
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４ 研究に関する事項 

 

第 5次長期計画第2期中期計画の4年目となる2018年度は、2016年度文部科学省「私立大学

研究ブランディング事業」に採択された「犯罪学研究センター」の研究事業、及び現在、文部科

学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に採択され展開している研究事業を始め、様々な

研究活動を推進した。 

一方、文部科学省が打ち出す私学助成の方向性が近年大きく変化する中で、本学らしい特色あ

る研究の推進と外部資金獲得に繋げるための研究基盤を整備するために、新たな政策及び施策の

検討も開始した。 

また、研究事業計画の柱である「研究評価制度」「研究推進のための外部資金の獲得」「研究成

果の社会に向けた発信力強化」「研究支援体制の整備と新展開」について、施策の更なる展開を進

めた。 

 

1）研究高度化推進事業の推進 

◆私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の推進 

現在「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に採択され展開している既存の3つの研究プロ

ジェクトを推進した。特に、本事業として最終年度となる「地域公共人材・政策開発リサーチセ

ンター（LORC）」については、これまでの研究成果の政策実装化を行い、福知山市等5者連携（産

官学金連携）による再生可能エネルギー事業による地域活性化を行うこととなった。 

◆私立大学研究ブランディング事業の推進 

私立大学研究ブランディング事業の申請条件の変更に伴い、新たな研究プロジェクトの申請は

行わず、「犯罪学研究センター」の研究プロジェクトを推進した。同センター教育部門では、新た

な試みとして「Ryukoku Criminology in English」（全15回）を試行的に開講した。国際部門で

は、カーディフ大学（UK）とのエラスムス・プラス・プログラムによる交流を開始した。また、

本事業の目的の一つである発信力・広報力の強化について広報専門スタッフを配置し、主にホー

ムページでのイベント等情報発信に努めた。 

◆国際的仏教研究拠点の形成 

世界仏教文化研究センターは、国内外の大学・研究機関と締結した協定等に基づき、各研究部

門及び各研究センターは国際シンポジウムや公開講座等の研究活動を活発に行った。研究叢書 6

冊、研究論叢1冊及びE-journal1冊を発行し、研究成果として公表した。 

◆研究高度化推進事業の推進 

「私立大学研究ブランディング事業」の申請条件の変更により、本学から申請を予定していた

研究プロジェクトは申請に至らなかった。外部資金導入型研究プロジェクトは、国の方針による

影響が大きく、安定的な研究基盤を構築することが困難であることから、本学の特色ある研究を

生み出し推進するため、独自の研究基盤整備に向けた検討を開始した。 

 

2）研究評価制度 

◆研究プロジェクトの外部評価実施 

本学の外部評価の方針に則り、2018年度は以下のとおり実施した。 

・里山学研究センター（私立大学戦略的研究基盤形成支援事業） 
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・アジア仏教文化研究センター（私立大学戦略的研究基盤形成支援事業） 

・犯罪学研究センター（私立大学研究ブランディング事業） 

・古典籍デジタルアーカイブ研究センター（学内資金指定事業型研究プロジェクト） 

・アフラシア多文化社会研究センター（学内資金指定事業型研究プロジェクト） 

 

3）研究推進のための外部資金の獲得 

◆外部資金の獲得 

科学研究費（以下、「科研費」という。）の獲得のため、学内説明会の3キャンパス複数開催、 窓

口相談体制の強化、申請サポート制度の拡充等を精力的に行った。しかしながら、国の科研費審

査制度の大幅変更に加えて、「若手研究者」や「国際共同研究」への支援に力点が置かれた審査が

行われた結果、科研費の獲得額は、研究代表者採択分が約2億5,600万円、研究分担者分が約7,000

万円（いずれも直接・間接経費を含む）となった。 

 

4）研究成果の社会に向けた発信力強化 

◆研究者データベースの公開 

研究者データベースについて、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）のresearchmapとの

同期化により最新の情報への更新を行いつつ、引き続き本学Webサイト上にて情報を公開してい

る。 

◆情報の発信強化 

前項のresearchmapとの同期化に加え、本学の研究所・研究センターのWebサイトの更新を行

い、充実を図った。また、Web サイトの「News」等の更新頻度を高め、研究活動・成果を積極的

に公開し、研究にかかる情報発信を推進した。 

 

5）研究支援体制の整備と新展開 

◆研究支援体制の充実 

科研費獲得方策の過去5年間の総括を行い、更なる獲得に向けて、効果が高かった獲得方策を

継続（一部強化）し、加えて新たな獲得方策を新設するなど研究支援制度の拡充を図った。また、

教員等の研究者自身が学外研究資金の研究費の執行状況や残高確認を容易に確認できるように、

学外研究資金管理ソフトの閲覧機能を提供し、研究支援体制の充実を図った。 

◆研究不正防止の推進 

研究支援の一環として、現状の課題を踏まえ、「研究費等の不正使用防止計画及び研究活動にお

ける不正行為防止計画」を更新した。また、同計画に基づき、改めて学内の指針、方針、諸規則

等の関係性を整理し、「研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する基本方針」を制定した。 
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５ 社会貢献に関する事項 

 

本学では、第5次長期計画において社会貢献にかかる基本方針として掲げている「社会の要請

に応じて、産業界や行政、NPO、NGO等と連携を図りながら、社会人等に対して、生涯にわたる多

様な学びの機会を提供するとともに、研究や社会連携活動を通じて持続可能な社会形成に寄与す

る」ことの実現に向け、龍谷エクステンションセンター（REC）を軸に事業を展開している。 

RECでは、①企業・地方自治体などからの技術相談や共同研究等に取り組む「産官学連携事業」、

②地域活性化をめざし地域の課題解決に取り組む「地域連携事業」、③一般市民を対象に公開講座

を提供する「生涯学習事業」、④大学の施設・設備を社会に提供する「施設開放事業」、⑤学生の

起業家精神の涵養をめざす「学生ベンチャー育成事業」、⑥地域社会が抱える福祉課題の解決を目

的とする「福祉フォーラム事業」を活動の柱として取り組んだ。 

知的財産センターは、知的財産の発展・管理を行い、REC と連携して技術移転を図りつつ、学

内外の良好な知財サイクルの達成をめざし、学内外の関連機関と連携を強化しつつ、大学が有す

る資源を活用して地域社会との協働による相互の発展に向けて、社会貢献活動に取り組んだ。 

 

１）産官学連携事業の展開（REC） 

◆ RECビジネスネットワーククラブ（BIZ-NET）の活性化 

 産官学連携事業の基盤である会員制企業組織「REC BIZ-NET」では、主に本学研究シーズをもと 

にテーマ設定した「BIZ-NET研究会」を計8回開催、技術者向けのリカレント講座「RECイノベー 

ションカレッジ」を計2回開催するなど、産官学連携による研究プロジェクトの創出につとめた。 

◆研究シーズの発掘と学外研究資金の積極的な活用 

主に理工学部、農学部における研究シーズの把握や発掘に努めて、広く発信し、企業等との   

マッチングを図った。また、より高度な研究活動を行うこと及び研究成果の社会実装を可能とす

るために学外の施策等を把握し、様々な研究資金を獲得し、その活用に取り組んだ。 

◆各種機関との連携事業の実施 

産官学連携事業を円滑に進めるため、行政や自治体、産業支援機関、経済団体、金融機関等の 

各種機関とのネットワーク構築に努めている。主に滋賀・京都・大阪の各地域におけるネットワ

ークを活用し、各種機関との取組を継続・強化するとともに、とりわけ本学が連携協定を締結す

る機関と、種々の連携事業を実施した。 

 

２）地域連携事業の展開 

◆「地域に根ざした大学づくり」の推進                                   

「学まち連携大学」促進事業（京都市・大学コンソーシアム京都）の支援により、地域連携を 

推進する事業を全学的に展開した。具体的には、学生がうどんづくりをきっかけとして地域住民

と交流する「町家deうどん」を年2回開催した。また、京阪ホールディングス株式会社と「京阪

沿線活性化プロジェクト」を実施し、ゼミでの参加や公募により集まった多様な学部の学生チー

ムが、それぞれの視点で地域活性化のプランの策定に取り組んだ。 

◆深草町家キャンパスの活用推進                                    

学生が地域の子どもたちに学習する機会と場所を提供する「京町家学習会」や地域活性化を目 

的とした学生団体「京まちや七彩コミュニティ」による恒常的な活用のほか、「京阪沿線活性化プ
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ロジェクト」の公募学生チームの活動拠点としても活用した。 

◆受託講座・リカレント講座の開講 

独立行政法人国際協力機構（JICA）から受託し、開発途上国の研修員5名を対象に、コミュニ

ティ参加型の開発を促進することを目的として、集団研修「地方自治体行政強化（参加型地域開

発）」を実施した。 

◆社会連携推進資金の活用                                   

龍谷ソーラーパークの収益を活用した学生活動支援制度「龍谷チャレンジ」制度により、学生 

の主体的な地域連携活動を支援した。 

 

３）生涯学習事業の展開 

◆生涯学習講座「RECコミュニティカレッジ」の開講                                 

 本学がキャンパスを置く深草、大宮、瀬田、大阪梅田の各キャンパスと東京において、本学の 

特徴である「仏教・こころコース」、「文化・歴史コース」をはじめ計8コースで年間約380講座

を開講した。延べ9,000人を超える方が受講し、多くの方に系統的かつ継続的に学べる場を提供

することができた。 

◆小学生対象講座の開講 

 小学生対象の「龍谷ジュニアキャンパス」及び「夏休み子ども理科実験・工作教室」を開講し、 

延べ約1,200名の子どもたちが参加した。本学教員やサークル所属の学生が講師となり、親しみ 

ながら教員の専門性や学生の高い技術や知識を伝えることで、学びの楽しさを伝える貴重な場を 

提供することができた。 

◆「龍谷講座」の開講 

前期は、『西域文化研究』創刊60周年記念講座として、「知の宝庫としてのシルクロード」（3 

講座）を開講した。後期は、本学のSDGs（持続可能な開発目標）への取組の一環として「誰一人

取り残さない社会を創ろう－SDGsの目指す社会と私たち－」(4講座）を開講した。これら7講座

の展開により650名近くの受講があった。また、学外自治体・団体等との連携講座として、2017

年度に引き続き、滋賀県との連携講座「びわ湖の日 滋賀県提携龍谷講座in大阪」や野村證券と

の連携講座「経済・金融入門講座」を開講した。このほか、新たに京都信用保証協会との連携講

座「大廃業時代－中小企業が生き残るには－」を開講した。 

 

４）施設開放事業の展開 

◆レンタルラボ入居企業への支援 

 RECホールに設置している企業向けの貸し研究室であるレンタルラボ（全20室）は、85％以上 

の高い入居率を維持し、広く活用された。入居企業を支援するインキュベーション・マネージャ 

ーを交えて企業のマネジメント支援を行うなど、入居企業の事業拡大に努め、企業の巣立ちを後 

押しするとともに、イベント時での広報等、新たな企業の入居促進にも取り組んだ。 

         

５）学生ベンチャー育成事業の展開 

◆教育事業「龍（ドラゴン）起業塾」の開講 

 アントレプレナーシップ（起業家精神）の涵養を目的とした教育プログラム「龍起業塾」（ 

ブラッシュアップ講座含む）を10月から12月にかけて5回開講した。「龍起業塾」では、起業に 

必要な知識やプレゼンテーションスキルを身に付け、実践的に活動できる人材の養成に取り組ん 

だ。 
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◆イベント事業「プレゼン龍（ドラゴン）」の実施 

 本学在学生を対象とするビジネスプランコンテスト「プレゼン龍（ドラゴン）」を開催し、新規 

の学生ベンチャービジネスの開拓を図った。また、高校生を対象にした「ビジネスアイデアコン 

テスト」には、全国から763件の応募があり、高校生らしいビジネスアイデアを導き出し、発表 

する機会を提供した。 

◆インキュベーション（起業支援）事業への対応 

 創業支援ブースに、2017年度プレゼン龍で受賞したチームが入居し、起業した。また、創業 

支援ブースの利用を推進するため、卒業生の入居も可能となるよう制度変更を行った。 

 

６）福祉フォーラム事業の展開 

◆社会福祉機関との連携強化 

本学教員に加え、地域の社会福祉協議会や福祉施設等に所属する幅広い分野のフォーラム委員 

とともに、地域社会や福祉現場の現状やニーズに応じた諸事業を実施した。それぞれの事業では、

様々な立場の人との「共生」、「協働」といった福祉フォーラムの理念に基いた事業を展開した。 

◆シンポジウム等の開催 

2018年度「福祉フォーラム」では、高齢者や障がい者、子ども・若者の孤立をテーマに「孤立 

と支え-つながりは回復する」と題して講演会及びシンポジウムを開催した。関連する専門職や地

域住民約80名が参加した。また、「共生塾」では、「農福連携と地域社会との共生」と題して講演

会及びパネルディスカッションを開催した。当日は行政・福祉職・農業生産者・多数の学生の参

加もあり、多分野の方に向けて農福連携の取組を学んでいただくことができた。 

 

７）知的財産に関する取組 

◆発明の「発掘、出願、権利化」 

 学内における研究シーズを発掘し、特許出願、審査請求等に繋げることで、積極的に本学の研

究成果を権利化した。2018年度は、特許出願16件、審査請求9件を取り扱い、4件の特許が成立

した。 

◆発明に対する啓発活動 

新規採用教員への個別説明や、知的財産ニュースレター、月報等での情報提供を通して、教職

員の知的財産活動への理解が進むよう取り組んだ。また、学生に対しては、弁理士を講師とした

知的財産セミナーを、公開講座として深草学舎と瀬田学舎で開催した。 

◆技術移転の活動 

本学の知的財産を、関西私立大学知的財産連絡協議会やRECとの連携のもと、「新技術説明会」、

「イノベーションジャパン2018」等に出展した。また、外部機関等のホームページに公開特許出

願を掲載するなどし、社会への情報発信に努めた。 
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６ 学生支援に関する事項 

 

６－（１） キャリア教育・就職支援について 

 

2018年度の雇用・就職環境は景気拡張期間が続き、大卒者の求人倍率は前年度をさらに上回っ

た。しかしながら企業等による採用活動では、例年同様に厳選採用が行われ、経団連で取り決め

た「採用選考に関する指針」を遵守することなく、早期からインターンシップによる実質的な採

用活動を行う企業が続出するなど、学生はこれらの影響を受けながら就職活動を行うこととなっ

た。 

このような状況を踏まえ、キャリアセンターでは、第5次長期計画の重点施策の一つとして位

置付けている「キャリア教育」及び「進路・就職支援」について、2012年度に策定した「キャリ

ア支援の方針」にもとづき、学生の主体的な進路選択、希望する進路の実現に向けて支援を行っ

た。 

「キャリア教育」では各学部と連携し、講義やゼミにキャリアセンター職員が出向いてキャリ

ア・ガイダンスを行うなど、各学部の特性に応じて支援を行った。また「進路・就職支援」では

企業との関係構築の強化に取り組むとともに、学生が希望する進路を念頭に置き、大手企業をは

じめ、優良な中堅・中小企業と学生との出会いの場を増やすために「学内合同企業説明会」、「業

界・企業研究会」等を開催した。 

また、多様化する選考方法に対応するべく、新たな取組として「筆記試験対策の必須化」、「経

済同友会版インターンシップ」を実施するとともに、学生の多様な就業意識の形成に係るアセス

メントテスト調査の新設を決定し、学生の成長実態を把握することによって、その結果をキャリ

ア教育及び就職支援施策に活用するべく、各学部と連携した取組を推進した。 

さらに、キャリアセンター職員の学部（学生）担当制を継続し、学生個々の状況を踏まえた「face 

to face」の面談を重視したきめ細やかな進路・就職支援を行った。 

 

1）就職活動の支援 

◆学生の状況に応じた就職・進路支援の推進 

キャリアセンターが運用する「就活状況把握システム」により、全卒業年次生の就職・進路状

況を集積し、学生一人ひとりの希望進路と進捗状況に応じて面談を実施した。さらに学生の進路

志向・活動状況を把握するべく学期ごとにWebアンケート調査を行い、学生のニーズに応じたガ

イダンスやイベント等を企画・実施するなど、きめ細やかな就職・進路支援を行った。 

◆就職試験対策「筆記試験編」 

就職試験の第一関門と言われる「筆記試験」対策として、新たにWeb模擬テスト受験必須化へ

の取組や解説会を開催した。加えて学内での一般常識模擬試験、対策講座（有料）を実施した。

対策講座の受講者数は1,494名となり、2017年度比145.2%であった。 

◆就職試験対策「面接編」 

face to face面談に加え、1対1の模擬面接や少人数での集団面接対策・グループディスカッ

ション対策を実施した。キャリアカウンセラー有資格者がface to faceできめ細かな面接実施後

のフィードバックも行い、本番に向けた支援を行った。 
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◆学生への情報提供の充実 

本学の就職支援サイトである「龍大就職ナビ（龍ナビ）」に、企業訪問や来訪企業から収集した

情報を「とっておき企業情報」に掲載することに加え、SNS を新たに活用した。また、キャリア

センター職員が人事担当者の「生の声」としてセミナーを実施し、情報提供を行った。 

◆企業との関係強化 

東京オフィスの人的資源を活用しつつ、大阪オフィスとも連携を行い、主要400社への訪問活

動を推進した。また、業界研究会や学内合同企業説明会へは採用意欲の高い堅実な企業を招聘し、

学生との接触機会を創出しつつ学内における企業研究の活性化に努めた。 

◆UJIターン就職支援の充実 

新たに京都府との就職協定を締結し、京都ジョブパークへの訪問活動に伴う情報交換や推奨企

業の情報提供など協力関係を強化した。また、全国29自治体を集めた学内UIターンイベントや

他大学とも連携した協同イベント（静岡県及び石川県）も学内で実施した。 

◆卒業生支援の充実 

卒業生支援センターにおいて、個別カウンセリングを中心に就職支援セミナーや卒業生対象合

同企業説明会、求人紹介、ICTスキルを身につけるためのプログラムなどを実施した。登録者140

名、合同企業説明会については、12回開催し、のべ154名が参加した。支援状況としては、約58％

の決定率となった。 

◆保護者との連携強化 

保護者会（親和会）と連携・協力し、全国保護者懇談会（29会場）において、就職状況説明や

保護者との個別面談を実施した。また就職協定締結県での開催の際は、現地自治体関係者を招聘

し、UJI ターンに関する現地情報等の提供を行うだけでなく、現地自治体関係者のブースを設け

個別相談を実施した。 

 

2）キャリア教育（キャリア・ガイダンス）の充実 

◆初年次向けキャリア・ガイダンスの充実 

学生が高い学修意欲と目的意識を持ち、明確な将来のビジョンが描けるよう、新入生オリエン

テーションにおいて、キャリア・ガイダンスを実施した。本学独自の低年次向けキャリア形成読

本『マイキャリアノート』の活用や、キャリアサポーター（新2回生）の協力を得ながら、低年

次の段階からキャリア形成に対する意識の涵養を図った。 

◆2年次向けキャリア・ガイダンスの実施 

学生自らが1年間の学生生活を振り返り、改めて目標を設定し、その実現に向けて正課授業や

正課外活動に取り組めるよう、学部と連携し、学部教育の特性に応じたキャリア・ガイダンスや

キャリア形成支援プログラムを実施し、職業観や勤労観の醸成を図った。 

◆各学部と連携したキャリア教育の展開 

各学部と連携し、学部教育の特性に合わせて、「学生生活の充実の必要性」「主体的な学びの重

要性」「働くことの意義や目的意識」といった職業観や勤労観の醸成と自己を見つめ直す機会の提

供を目的としたキャリア・ガイダンスを実施した。 

 

3）インターンシップの展開 

◆協定型インターンシップの積極的な開拓と充実 

全学共通のキャリア教育として協定型インターンシップを実施した。本学の専任教員が少人数

ゼミ（各クラス10名程度）を担当し、参加学生はグループワークを主体とした事前・事後学修に
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取り組んだ。就職活動直結型の超短期インターンシップが急増し、多くの団体がそれらに注力す

る中、95社と多くの団体が本学学生の受入を承諾した。 

◆多様なインターンシップの情報提供 

4月にインターンシップガイダンスを実施した。これまでのキャリア教育を目的としたインタ

ーンシップの紹介に留めず、就職活動直結型インターンシップについても解説し、学生がそれぞ

れの目的に合うインターンシップへ参加できるよう、情報を提供した。 

◆自己応募型インターンシップに参加する学生への支援 

各団体から寄せられる自己応募型インターンシップ情報を随時、龍大就職ナビにて公開するだ

けでなく、ビジネスマナー講座を実施し、インターンシップ参加に向けての準備機会を提供した。    

またインターンシップに参加するにあたり、本学と団体で協定締結や調整が必要なものについて

は、その手続きを行い、学生の主体的な学びを支援した。 

 

4）キャリア支援講座の展開 

◆学生・社会のニーズに対応した資格系対策講座の提供 

学生・社会のニーズに応じた資格取得を支援するため、「宅地建物取引士講座」「旅行業務取扱

管理者講座」「ITパスポート試験対策講座」「エアライン就職対策講座」等の講座を専門予備校等

への外部委託による有料講座として学内で開講した。開講に際しては、学生が参加しやすい時間

や、経済的負担に配慮するとともに、委託業者と連携して学生の資格試験合格やキャリアアップ

の向上に努めた。なお、キャリア支援講座（公務員講座を含む）の受講者数は1,243名であった。 

◆公務員講座の充実 

公務員試験対策講座として「専門試験対策」「教養試験対策」「警察官・消防官試験対策」「ス

タート講座」を開講した。講座では、筆記試験対策だけではなく、近年の人物重視の採用傾向を

踏まえた個別・集団面接対策や集団討論対策等をカリキュラム化した。さらに、筆記試験合格者

に対しては、希望受験先に応じた模擬面接を実施する等、個々の状況に即したサポートを行った。

なお、公務員講座の受講者数は466名であった。 

 

６－（２） 学生生活・課外活動支援について 

 

学生生活支援、経済的支援、課外活動支援を推進するとともに、2018年度は、2019年度以降を

見据えた各種事業の推進を図った。具体的には、学友会館の建て替えに伴い学友会のあり方が転

換期を迎えようとする中で、今後の学友会活動のあり方をどのように考えるか学生と協議を重ね

るとともに、マネジメント体制や部則、会計手続きの整備について支援を行った。また、2019年

度に創立380周年記念事業として、在学生等の帰属意識を向上させる取組を実施すべく、課外活

動応援プロジェクトを発足した。 

 スポーツ・文化活動強化センターでは、重点・強化10サークルを対象として実施している「ラ

イフスキルプログラム」が軌道に乗ったことを踏まえ、セミナーの更なる充実化を図るとともに、

課外活動の技術面だけではなく人間的成長をも促すプログラムの実施に努めた。 

 奨学金制度に関しては、国が行う高等教育無償化制度を見据え、2020年度以降の奨学金のあ

り方について協議を開始した。 
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1）学生生活に関する相談・支援 

◆安全な学生生活への導入 

4 月の学生生活ガイダンスにおいて、快適で有意義な学生生活を送れるように、トラブルを未

然に防ぐ方法や適切な対処方法等を記載した冊子を新入生全員に配布して注意喚起を行った。ま

た、学内外から注意事項等の連絡が寄せられた際には、随時ホームページやポータルサイトを通

して学生に周知した。 

◆なんでも相談室・こころの相談室                                

学生部内にある「なんでも相談室」では、学生の様々な悩みが深刻化する前に対応し、適切な

アドバイスをするとともに、必要に応じて、保健管理センターの「こころの相談室」や関連部署

と連携した支援を行った。 

◆トラブル防止に向けた対応（飲酒・カルト・マルチ商法・薬物乱用等）                             

学友会各局団体が参加する各種ガイダンスにおいて、学生部による講演を行い、学生生活を送

る上での注意事項を説明した。また、飲酒に関わる危険性を認識し、飲酒事故を防ぐための対応

策を学ぶべく、新入生勧誘活動を行う全学生団体を対象とした飲酒マナー講習会や、夏期休暇前

には飲酒事故防止研修会を開催した。あわせて、飲めない・飲まないことを表明する「缶バッジ」

を作製し、飲酒マナーの徹底に向けた啓発活動を行った。 

◆ソーシャルメディア利用における危機管理 

新入生オリエンテーションや学生部主催の説明会等において、SNS を利用する際の注意点や危

険性を説明した。学外からの提供情報に基づき、問題のあるSNSの投稿を行った学生に対しては、

呼び出して個別指導を行った。 

 

2）経済的支援（奨学金など）の充実 

◆経済的支援を目的とした奨学金                           

「家計奨学金」については、予算額を増額の上、2017 年度より83名多い427 名に 200,000 円

または100,000円を給付した。アカデミック・スカラシップ（予約採用型）は当初予算額を大き

く超過し、2017年度より105名多い147名に給付した。 

◆学費延納・分納制度及び短期貸付金制度の運用  

学費納付の延納・分納を申請できる制度を運用し、学費の一括納入が難しい学生に対する支援

を行った。また、一時的に諸般の事情により生活費等が不足する場合の緊急的な救済制度である

短期貸付金制度を活用し、支援を行った。 

◆自然災害被災学生を対象とした奨学金 

学業継続の支援を目的とする「災害給付奨学金」については、台風20号、平成30年7月豪雨、

大阪北部地震で半壊以上の被災者や自宅火災による被災者合計7名に給付した。 

 2014年度から開始した日本学生支援機構が行う自然災害被災者に対する給付支援金「JASSO支

援金」に1名の学生を申請し、採用された。 

 大阪府北部地震での本学被災学生の多くは半壊以下であったため、被災認定区分「一部損壊」

を対象とする親和会見舞金が受け皿となり、2018年度は109件の見舞金が支給された。 

 

3）課外活動の支援  

◆課外活動基本理念に基づく施策                           

「課外活動は正課授業とあいまって大学教育の重要な一環である」という基本理念に基づき、

課外活動は人格形成・人間形成を醸成する重要な「教育」の場であるとの方針のもと、正課と課
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外を両立できる学生を育成すべく各種支援業務を実施した。 

◆課外活動強化策の推進 

学生部、スポーツ・文化活動強化センターが中心となり、経済支援、広報支援等のきめ細やか

な支援を行い、課外活動サークルの強化・活性化を図った。また、年間9回のライフスキルプロ

グラムを実施し、人間的成長を促進するためのセミナーやワークを開催した。 

◆課外活動施設の積極的利用の促進                              

課外活動専用施設「専精館」や南大日グラウンドなどを活用し、多様な利用を促進した。その

他、課外活動用スクールバスの運行等を行い、課外活動の活性化と学生生活の充実を図った。 

◆学友会団体への経済的支援の実施 

課外活動の活性化により、多くのサークルが大会への出場や定期演奏会等を行い、その活動に

対し積極的に経済的支援を行った。また、優秀スポーツ選手奨学金や課外活動等奨学金、萩原海

外派遣学生奨励金･助成金等を対象者に給付した。 

◆課外活動指導者の研修 

重点・強化サークルの指導者やトレーニングスタッフが集い、情報共有や指導力の向上を目的

とした研修会「コーチサミット」を開催し、課外活動基本方針の徹底や指導力の向上、並びに情

報共有を行った。 

 

4）課外教育の展開 

◆新入生フレッシャーズキャンプの実施                                 

「建学の精神の普及・醸成及び学生生活を有意義に送るための支援」を目的に、全新入生を対

象とした新入生フレッシャーズキャンプを実施した。新入生の友だちづくりやクラス・学年を超

えた人的ネットワークづくりを支援し、意識向上や帰属意識の醸成を図った。 

◆学生の自由な発想の涵養や自主活動への支援を意図した事業の実施 

学生の主体的活動の促進に向け、「龍谷チャレンジ」を実施し、2018年度もRECと連携を行い、

「自主活動部門」と「社会連携・社会貢献活動部門」を設けた。学生部では、2 団体に活動経費

の支援と助言を行った。 

 

5）学生行事の支援 

◆学友会主催「フレッシャーズキャンプ」「リーダーズキャンプ」等活動への支援                              

宗教局・体育局・学術文化局が実施した「フレッシャーズキャンプ」において、課外活動を行

う上での心構え等を指導した。また、同団体が実施する「リーダーズキャンプ」では、クラブ運

営のあり方を指導する等の支援・助言を行った。 

◆「吹奏楽コンサート」への支援                                 

近隣の小学校・中学校・高校の吹奏楽団体と本学学友会吹奏楽部とのジョイントコンサートで

ある「夕照コンサート」を開催し、各地元団体及び地域住民の交流を推進した。また、地域戦略

事業の一環として実施している吹奏楽フェスタを大阪・徳島・岡山・奈良で開催し、本学の認知

度向上に貢献した。 

◆「創立記念降誕会」「顕真週間」「龍谷祭」「学術文化祭」等への支援                              

 「創立記念降誕会」「龍谷祭」「学術文化祭」等の学生行事に対して助言や指導を行うとともに、

資金面を含む総合的な支援を行った。 
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6）学生自治活動の支援 

◆学生が主体の大学づくり                                    

中央執行委員会や学友会各局団体等との定期的な意見交換を通じて、学生のニーズを把握する

とともに、学生の意見や要望が大学運営に反映される環境づくりに努めた。 

◆全学協議会の実施                                   

学生が正課や学生生活に関する意見や要望を伝える全学協議会では、100 名を超える学生側・

大学側の代表者が出席し、学内の課題の把握と、今後も学生と大学が対話をする重要性が確認さ

れた。  

 

６－（３） 障がいのある学生の支援について 

  

2014 年 10 月に障がい学生支援室を設置して以来、障がいのある学生が合理的な配慮を受ける

ことができる体制づくりを進めてきた。支援室を利用する学生は年々増加傾向にあり、支援内容

も多様化する中、コーディネーター3 名体制（各学舎 1 名）で支援コーディネートにあたってい

る。修学上の配慮に関わる各種調整に加え、入学前からの一貫した相談支援にも注力し、オープ

ンキャンパスにおける相談応対、本学へ入学を決めた生徒との事前相談等を行うなど、早期から

支援ニーズの把握に努め、入学後の円滑な支援につなげている。 

◆障がいのある学生の支援ニーズ把握とコーディネート 

入学決定後に入学前相談を行い学生の支援ニーズの把握に努め、入学後も学生の特性に合わせ

て、修学支援に関わる教職員、関連部署と綿密な情報交換や連携で、学生の支援ニーズを踏まえ

た支援ときめ細かいコーディネートに努めた。 

◆障がいのある学生への支援に係る啓発                           

障がいのある学生支援に対する理解を深めることを目的として、啓発パンフレットを作成・配

布した。また、教職員を対象に「障がいのある学生のキャリア支援の現状と課題」をテーマに、

情報共有及び理解を深めることを目的に研修会を実施した。 

◆学生スタッフの育成と学生同士の交流促進 

情報保障や生活介助等のために大学が雇用した学生スタッフは152名であり、テイカー養成講

座や交流会を実施した。また、利用学生・支援学生が中心となって「共生のキャンパスづくり」

シンポジウムを開催し、放送局や手話サークルに協力してもらい、深草（113名）、瀬田（53名）

の参加があった。 

 

６－（４） ボランティア活動の支援について 

 

ボランティア・NPO 活動センターは、ボランティア活動を「建学の精神」の具現化の一つとし

て位置づけ、思いやりと責任感のある豊かで行動的な人間を育成することを目的として活動して

いる。国内外の高等教育機関、浄土真宗本願寺派、地方公共団体、各種NPO・NGOをはじめとする

市民活動団体、そして京都市、大津市をはじめとする地方公共団体等と連携、交流を深め、学内

外における様々なボランティア活動の振興が図れるよう事業を実施した。さらに、京都市社会福

祉協議会、大津市社会福祉協議会とは協力、連携し、災害時のボランティア活動に備えた事前研

修や訓練の機会を学生に提供した。そして、災害発生時に安全かつ円滑にボランティア活動に参

加できるよう環境整備に努めた。 
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大規模自然災害被災地域への支援活動においては、8 年目を迎える東日本大震災の復興支援活

動として宮城県石巻市雄勝町にて8月（22回目）と9月（23回目）に活動を行った他、平成30

年 7 月豪雨の復興支援として 8 月に岡山県倉敷市真備町に赴き活動を行った。また、4年目を迎

える福島県スタディツアーを2月に実施した。 

 

1）東日本大震災等の復興支援活動 

◆被災地での活動と報告会 

8 年目を迎える東日本大震災復興支援活動を宮城県石巻市雄勝町にて 8月と 9月に実施し、学

生と教職員合計63名が活動した。また、平成30年7月豪雨においても8月に岡山県倉敷市真備

町にて合計19名が復興支援活動を行い、各活動の報告会を計6回開催した。 

◆その他の学内での活動                              

京都市社会福祉協議会と連携のうえ、災害ボランティア講座（実践講座）を本学で開講し、15

名が受講した。また、東日本大震災復興支援活動に参加した学生が災害や復興について考える展

示とワークショップを開催し、2回のワークショップで合計47名の参加があった。 

 

2）ボランティア活動の振興 

◆ボランティアリーダーの育成                             

学生の日常的な活動に繋げることを目的として、課外では5月に「ボランティア入門講座」（90

名参加）、8月と2月に「ボランティアリーダー養成講座」（合計88名参加）を、正課では教養教

育科目特別講義「ボランティア・NPO入門」（94名受講）を開講した。 

◆海外・国内でのボランティア活動の体験                           

長期休暇中の体験学習プログラムとして、海外は学外NGO等が主催する4企画（インドネシア、

中国、スリランカ、台湾）、国内は本学教員が企画・引率する1企画（福島県）と地域NPO等の協

力を得て企画した1企画（滋賀県）を行い、計47名が参加した。 

◆大学と地域社会とをつなぐボランティアコーディネーションの展開                              

地域団体等との関係強化を図り、様々な事業への参加を促進したことにより、サークルを含む

多くの本学学生が地域でボランティア活動を行った。また、人材育成の取組として「ボランティ

アコーディネーション力3級検定」を実施し、合格率は77％であった。 

◆センター活動広報の強化                                  

本学学生、教職員へのボランティア促進や学内外でのセンターの認知度向上を目的として、SNS、

メールマガジン、ホームページ、広報誌「龍谷」、本学ポータルサイト、ニュースレター、学内立

看板等、各種広報媒体を駆使し実施事業の情報提供を積極的に行った。 

◆学生スタッフとの協働と学生スタッフへの支援                      

センターの運営において学生スタッフ一人ひとりが積極的かつ充実感を持って参画できるよう

教職員と協働して取り組んだ他、年3回の合宿、月1回の定例会議、週1回の定例ミーティング

等を通して知識やスキルの向上、人間的成長等を図れるよう支援に努めた。 

 

６－（５） 国際教育・国際交流について 

 

本学では、第5次長期計画で掲げた2020年の龍谷大学像である「学生・教職員のそれぞれが、

国際的な交流や共同研究を行い、教育・研究の国際化をさらに進め、多文化共生キャンパスを展

開する」の実現に向けて、2014年7月に「龍谷大学国際化ビジョン2020～世界に響きあうRyukoku
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の実現に向けて～」を策定し、本学の更なる国際化・グローバル化に向けた新たな取組を推進し

ている。 

具体的には、「全学グローバル教育推進会議」において、「2018（平成30）年度グローバル化・

国際化推進にかかる基本方針について」を策定し、基本方針に基づき、学生交換協定校及び国際

交流一般協定校の拡大、グローバル人材育成プログラムの開発及び実施、グローバルパスポート

制度の導入によるグローバルコモンズの利用促進、さらには2年目となる「グローバル・キャリ

ア・チャレンジ プログラム」において、低年次からグローバルマインドを醸成し、本学のグロ

ーバル化のコアとなる人材の育成に努めた。 

 

1）グローバル教育の充実 

◆「グローバル・キャリア・チャレンジプログラム」の実施 

2年目となる「グローバル・キャリア・チャレンジプログラム」で、低年次生（1・2年次）を

対象に、PBL（Project based Learning）形式による学修、対象企業訪問（見学等）、成果発表会

を通じて、本学グローバル化のコアとなる人材の育成に努めた。 

◆グローバルコモンズの充実 

グローバルパスポート制度を活用し、留学生語学アドバイザーによる「英会話個人レッスン（深

草）」、「イングリッシュラウンジ（瀬田）」など各種プログラムへの積極的参加を促した。また、

TOEICなどの語学試験対策の書籍の充実を図った。 

◆グローバル人材育成プログラムの開発 

国際交流一般協定校ナンヤン・ポリテクニック（シンガポール）と開発した「ビジネス英語＆

グローバルビジネス入門」、「海外インターンシップ入門」を実施し、11名の学生が参加した。 

                        

2）海外ブランチ「龍谷大学バークレーセンター：Ryukoku University Berkeley Center」の活用 

◆Berkeley Intercultural English Program（BIE Program）の実施 

「英語」「Community Service Learning（ボランティア）」「講義」を組み合わせた本学独自の留

学プログラムBIE Programを実施した。Semester Program（Spring、Fall）、5-Week Program（Summer、

Spring）の4プログラムで合計83名の学生が参加した。 

◆RUBeC演習（理工学研究科のプログラム）の開講 

本学理工学研究科がカリフォルニア大学デービス校(UC Davis)との連携により、「東洋の倫理観

に根ざした国際的技術者養成」を目標とする「RUBeC演習」（大学院科目）を2018年度もRUBeC

において開講し、理工学研究科修士課程の大学院生12名が履修した。 

◆米国仏教大学院（Institute of Buddhist Studies[IBS]）における「龍谷講座」の実施 

IBSとの協定に基づき、毎年本学から教員を派遣している。2018年度も教員を派遣して「龍谷

講座」を開講した。 

 

3）海外ブランチ「龍谷大学ハワイオフィス」の活用 

◆仏教研究所（Buddhist Study Center[BSC]）における春季セミナーの実施 

BSCとの覚書に基づき、毎年本学から教員を派遣している。2018年度も教員を派遣して春季セ

ミナーを開催した。 

◆海外英語研修［ハワイ］の実施 

ハワイオフィスを拠点として、教養教育科目「海外英語研修（ハワイ）」を、2月に3週間学生

交換協定校であるハワイ大学マノア校で実施し、40名の学生が参加した。 
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4）海外の大学等との交流 

◆新規協定校の開拓 

協定交渉を積極的に進めた結果、学生交換協定校数は32か国 108 大学と、2017 年度比6大学

増となった。また、国際交流に関する覚書（一般協定）の締結も積極的に進め、協定校数は 13

大学・機関増の合計41か国151大学・機関となった。 

◆短期受入プログラムの展開 

学生交換または国際交流一般協定校であるナンヤンポリテクニック（シンガポール）、祥明大学

校（韓国）、南京大学金陵学院（中国）、逢甲大学（台湾）からの短期プログラムを受け入れた。 

◆Japanese Experience Program in Kyoto（JEP Kyoto）の展開 

交換留学生のためのプログラム“JEP Kyoto”の充実を図った。日本語習熟度別の6クラス編成

で、バランスのとれた日本語能力の養成に努めた。また、日本語未履修者の交換留学生のための

英語プログラム“JEP-E”科目群では、14名の交換留学生が受講した。 

 

5）留学生別科の展開 

日本語能力別の3クラス編成で、本学の学部・大学院の進学を目的とした日本語能力の養成を

めざし、進学に特化したカリキュラムにより留学生別科生の日本語能力養成に努めた。 

 

6）外国人留学生の教育・生活支援 

◆留学生寮の運営 

「りゅうこく国際ハウス」、「大宮荘」、「龍谷会館」、「向島学生センター」の4寮に、常時200

名程度の留学生を受け入れた。「りゅうこく国際ハウス」では、日本人等の入居枠を設定し、常時

10名程度が留学生との共同生活をし、それを通じて国際性の涵養に努めた。 

◆奨学金制度の運用 

日本学生支援機構「海外留学支援制度（短期派遣・受入）［双方向協定型］」に、本学交換留学

プログラムが追加採択され、所定基準を満たした交換留学生に月8万円の奨学金を給付した。こ

のほか、学費援助奨学金や外国人留学生特別奨学金の給付も行った。 

◆留学生住宅保証の活用 

大学等に籍を置く外国人留学生の住宅確保を、連帯保証人が不要な形で支援することを目的と

して2010年度からスタートした「京都地域留学生住宅支援制度」は、9年間で256名の利用があ

った。 

 

7）「京（みやこ）グローバル大学」促進事業採択事業の展開                                  

2016（平成28）年度に採択された3事業（外国人留学生獲得に向けた取り組み、留学生別科推

薦入試指定校の拡大、英語コースの創設）に取り組んだ。 
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７ キャンパス等充実に関する事項 

 

７－（１） 施設・設備・備品等について 

 

本学における施設・設備・備品等の整備については、長期財政計画と各キャンパスの立地条件

を踏まえ、以下の方針に基づき、整備を行った。 

 

教育研究等に係る施設設備に関する整備方針 

本学の教育研究等に係る施設設備について、以下のとおり計画的に整備する。 

１．キャンパスコンセプトに基づいた計画的整備 

各キャンパスの教学展開や立地条件等の特性を活かしつつ、大学全体として相互に連携す

るキャンパスを計画的に整備する。 

２．知的創造を生み出すコミュニティ空間の創出 

学生と教職員のコミュニケーションを促進し、学習をサポートする空間を創出する。 

３．機能性の確保 

教育・研究・社会貢献活動の多様化やユビキタス環境の進展に対応できる施設を整備する。 

４．キャンパスアメニティの実現 

学生のライフスタイルを考慮した憩いの空間を創出する。バリアフリー、ユニバーサルデ

ザイン、緑化等に配慮し、すべての利用者にやさしい環境を整備する。 

５．地域との共生 

地域コミュニティの中心となるキャンパスを実現する。 

６．危機への対応 

災害等に対応できうる危機対応型のキャンパスを整備する。 

７．安全性の確保 

安全・防災のため、計画的に耐震補強工事等を実施し耐久性のある施設を順次整備すると

ともに、防犯や衛生を考慮した環境を整備する。 

８．省エネルギーの実現 

地球環境に配慮し、省エネルギーや省コストを実現する合理的な施設設備を整備する。 

９．キャンパス・ファシリティマネジメント体制の整備 

長期財政計画の下、土地取得や建物の償却期間等を考慮した総合的なファシリティマネジ

メント体制を構築し、中長期的な経営戦略として教育研究等環境を計画的に整備する。 
 

1）深草キャンパスにおける施設・設備・備品等の整備 

◆紫英館熱源設備の更新 

設置から38年が経過し、経年劣化が進んでいる紫英館の空調設備（冷温水機6台のうち1台）

更新工事を実施した。 

◆紫英館ファンコイルユニットの更新 

設置から38年が経過し、経年劣化が進んでいる紫英館内に設置するファンコイルユニット（6

階、5階の一部）更新工事を実施した。 



59 

 

◆21号館GHPの更新 

設置から20年が経過し、経年劣化が進んでいる21号館の407・408教室のGHP更新工事を実施

した。 

◆紫英館大会議室机の更新 

経年劣化が進んでいる紫英館大会議室の机を更新し、可動式のテーブルを導入することで、用

途に応じて会議室をより機能的に使用できるようにした。 

 

2）大宮キャンパスにおける施設・設備・備品等の整備 

◆西黌受水槽更新工事の実施 

設置から31年が経過し、経年劣化が進んでいる西黌受水槽の更新工事を実施した。 

◆清和館冷却塔更新工事の実施 

 設置から25年が経過し、経年劣化が進んでいる清和館冷却塔の更新工事を実施した。 

 

3）瀬田キャンパスにおける施設・設備・備品等の整備 

◆瀬田キャンパス改修工事の実施 

経年劣化及び予防保守が必要な施設・設備の改修・更新を実施した。主な工事としては、建築

系では図書館屋上防水工事、8号館非常用出口新設工事、2号館トイレの改修（リニューアル）工

事を行った。設備系では図書館の発電機更新、実験棟の受変電設備変圧器更新工事を行った。 

◆照明更新工事の実施 

 1号館・2号館・3号館・4号館・実験棟の廊下等の共用部の既存照明（蛍光灯・白熱電球）を

LED照明に更新した。図書館については、全館の既存照明をLED照明に更新した。本事業の実施

により、照度向上及び省エネ等の効果が得られる。 

◆龍谷荘（瀬田）改修工事の実施（10年計画の8年目） 

合宿所である龍谷荘において、経年劣化に伴う施設・設備の改修・更新を実施した。主な工事

としては、3階内装改修工事、3階・2階トイレ改修工事等を実施した。本事業の実施により、建

物の延命化に加え、利用者に快適な利用環境を提供することができる。 

◆農学部堂農場屋外トイレの設置 

農学部堂農場に屋外トイレを新設した。従来は農場の近辺にトイレが無く、学生にとって長時

間の滞在が困難であった。本事業の実施により、農場の利便性が向上することから、教育・研究

活動の更なる活性化に繋がる。 

 

４）その他の施設・設備・備品等の整備（各キャンパス以外の施設） 

◆南大日グラウンド人工芝取替                                    

設置から11年が経過し、経年劣化が進んでいる南大日グラウンドの人工芝のうち、特に劣化が

著しいメイングラウンド側の取替工事を実施した。 

 

７－（２） 情報システム関係について 

 
新たな無線 LAN 環境の整備や普通教室のマルチメディア機器更新等の基盤整備によって、教

育・研究活動におけるICT利用環境の更なる充実を図った。 

事務システムに関しては、教学システム、Web サービスシステム、キャリアシステム等のハー

ドウェア環境を統合・集約した総合仮想環境のリソースを増強し、情報環境基盤の更なる安定稼
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働に努めた。 
 

1）総合的基盤整備 

◆新たな無線LAN環境の整備 

 老朽化した無線LANアクセスポイントを更新するとともに、学内における無線LAN利用可能エ

リアの拡張と高密度利用時における無線LAN利用の安定化を目的に、無線LANアクセスポイント

を大幅に増設し、新たな教学手法の構築・展開の推進支援と授業外学習者への質の高い学修空間

の提供及び学生・教職員の諸活動の更なる充実を促進する基盤となる無線LAN環境を整備した。 

 

2）教育環境の整備  

◆教室用マルチメディア機器整備  

普通教室のマルチメディア機器について、2017 年度から開始した 5 ヵ年の年次計画に沿って、

老朽化したプロジェクターを更新し、ブルーレイプレーヤーの新設及びHDMI入力の増設等、教育

活動基盤の充実を図った。 

◆eラーニングシステム「moodle」の学内仮想化基盤への移行 

eラーニングシステム「moodle」の安定的・継続的なサービス提供のため、moodleサーバーを

学内仮想化基盤へ移行した。 

 

3）事務システムの整備 

◆ポータルサイトの機能強化 

学内の様々なサービスやWeb情報資源にアクセスするためのプラットフォームであるポータル

サイトの安定稼働及び利用者の利便性向上のためプログラムを改修し、機能強化に向けた取組に

努めた。 

◆総合仮想基盤への新たなハードウェア統合及び安定稼動の維持 

2017年度のキャリアシステム（龍ナビ）に続き、2018年度は保健管理システムのハードウェア

環境を統合するとともに、リソースを増強し、情報環境基盤の更なる安定稼働に努めた。 
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８ 広報活動に関する事項 

 

2010年度より全学で推進している第5次長期計画（5長）のもと、広報活動の基盤となる広報

基本戦略を定め、大学広報機能の強化・充実に向けた施策とブランディング活動の推進に取り組

んでいる。2018年度は、5長後半期の大学の諸活動を効果的かつ継続的に発信するため更新した

新たな広報基本戦略に基づき、学内の広報基盤整備及び情報発信力の強化・充実を図った。特に、

各学部との連携を深め、学生や教員の主体的な活動等を積極的に発信するなど「教育力の高さ」

をPRするとともに、各部署が独自の広報計画を策定し、各ステークホルダーを意識した戦略的な

情報発信を行った。また、2017年度に引き続き、モバイル端末からの閲覧に対応した大学Webサ

イトのリニューアルを進めた。 

 

1）ブランディング活動について 

◆対外的なブランド発信力強化 

「教育力」をテーマにした学生と教員による『You, Challenger プロジェクト』を実施した。

各学部が実施している特長ある教育の取組について学長室（広報）が密着し、その内容をWebや

SNS等で発信、3月には龍谷大学付属平安高校で成果報告会を実施し、その様子を動画で発信した。

「主体的に活動する学生」や「本学の教育力の高さ」を広く社会へ発信し、更なる龍谷ブランド

イメージの醸成を図った。また、対外的なブランドの発信力の強化に向け、モバイル対応を意識

したWebサイトのリニューアルを進めた。 

◆龍谷ブランド浸透活動の継続展開                               

 学内構成員がブランドコンセプトを理解し実践すること、またインナーコミュニケーションの

強化・充実を図るため、各部署の広報担当者を対象としたセミナーを行った。そして、ブランド

浸透Webサイト『Brand Center』において、日々の行事、学生・教員の活躍する姿、メディアへ

の掲載状況、大学の基本情報等を発信することで、広報活動に係る情報共有と教職員間のコミュ

ニケーション活動を促進した。 

 

2）広報基盤整備について 

◆インナーコミュニケーションの強化・充実 

学長室（広報）が主体となり、情報の一元化と体系化を進め、また各部署の広報担当者を対象

としたセミナーやブランド浸透Webサイト『Brand Center』を活用し、計画的な情報発信に向け

たインナーコミュニケーションの強化を図った。 

◆各部局広報責任者･担当者の広報スキル強化・充実     

各部局の広報責任者や広報担当者を中心に、本学における広報実態や報道分析、Web アクセス

状況等をフィードバックしたほか、プレスリリースの作成に関する広報研修会を実施し、広報マ

インドの醸成を図った。 

◆各部局における広報目標及び年間広報計画の策定とPDCAサイクルの充実  

広報活動に対する各部署の理解促進と積極的な参画を図り、より効果の高い広報活動を実現す

るため、各部署の広報目標や広報計画を策定するとともに、期中の計画の見直しや実施総括を行

うなど PDCA サイクルの質的向上を図った。また、2017 年度に引き続き、各学部の特色ある取組

を発掘して情報発信できるよう、各学部長、各学部教務課と学長室（広報）が連携し、情報交換
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を重ねた上で「学部別広報計画」を策定するなど、発信情報の質的・量的向上を図った。 

◆デジタル環境の浸透推進 

デジタルメディアを取り巻く環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、大学Webサイトのリ

ニューアルに取り組み、コンテンツ強化や既存コンテンツの見直しを図り、またWebサイトの構

造・デザインの見直しを進めた。 

 

3）情報発信強化について 

◆認知度の向上等を図るための地域戦略事業の展開 

関西圏以外での認知度向上と新たな志願者の掘り起こし等を目的として、また、エリアブラン

ディング活動の一環として、「龍谷大学入試基本戦略2020」に基づき設定した重点地域（2018年

度：大阪、徳島、岡山、奈良）において、地域戦略事業を展開した。重点地域では、地元高校・

予備校への継続的な訪問により各校教員との良好な関係を構築するとともに、入試、高大連携、

地域貢献、就職という視点から様々なイベントを実施するなど、認知度向上に繋げた。 

◆マスメディアとの連携強化 

本学執行部とマスメディアとの懇談を通し、5 長の取組状況や、特色ある教育、研究活動に関

する情報を積極的に提供した。京滋地区及び大阪のマスメディアとの情報交換を定期的に行うと

ともに、首都圏のマスメディアとの関係構築強化を図った。 

◆デジタルメディアの強化  

スマートフォン等の急速な普及とともに、全世代においてSNSや動画視聴の利用が広がる状況

下、パソコンからの閲覧に軸足を置いたWebサイトから、モバイル端末からの閲覧に軸足を置い

たWebサイトへの移行を進めた。 

◆学内広報人材の積極的な活用 

 各学部の教育活動、研究活動をWebサイト等で動画配信するとともに、マスメディア等への積

極的な情報発信により、特色ある教員や学生の露出機会の向上に努めた。また、学生広報スタッ

フの広報スキルの強化と社会人基礎力の向上により、学生広報スタッフによるWebマガジンの定

期発行を行った。 

 

4）その他の広報活動 

◆青春俳句大賞の実施                              

2018年度は読売新聞社の協力で広報活動を強化し、全国各地から83,323句（44,677名）の応

募があった。継続して多くの作品が寄せられていることから、より一層、一般社会及び学校関係

者等への本事業の浸透及び本学の認知度向上に繋がった。 
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９ 学生募集に関する事項 

 

2018（2019入試）年度は、第5次長期計画第2期中期計画のアクションプランに基づき、次の

方針で学生募集活動の展開を行った。 

①各学部のアドミッション・ポリシーに合致した多様な入試方式・型を設定し、各学部が求め

る意欲ある学生の確保につなげた。 

②近畿圏を最重点エリアとし、北陸、東海、中・四国地区を重点エリアと位置づけ、エリアご

との方針に基づき募集活動に取り組んだ。 

③2018年度に完成年度を迎える農学部・国際学部の広報においては、同分野に特化した広報媒

体、進路説明会等への参画を強化し、重点的な広報活動を展開した。 

 

1）入学試験概要 

◆入試制度の拡充 

国際学部国際文化学科において、英語の配点比重を高くした独自方式を公募推薦入試と一般入

試に新たに導入した。また、国際学部・法学部・政策学部において、センター試験利用入試の募

集人員の増加や科目の見直し、新たな方式の導入を行い、センター試験利用入試の拡充を図った。 

◆地方試験会場の拡充 

公募推薦入試・一般入試において、姫路・阪神（伊丹）での試験会場の新設を含め、全国9か

所の試験地で試験実施日を拡充した。 

 

2）学生募集結果 

2018（2019入試）年度は、公募推薦入試は16,321件（対2017年度比105.0%）、一般入試は44,744

件（対 2017 年度比 104.8%）、大学入試センター試験を利用する入学試験は 11,007 件（対 2017

年度比117.9%）となり、2017（2018入試）年度に比べて全ての入試形態で志願者増となった。こ

の結果、公募推薦入試・一般入試・センター試験利用入試の合計志願者数は72,072件（短期大学

部含む）（対2017年度比104.8%）であり、全入学試験志願者数（9月入学生、大学院、留学生等

含む）は74,493件（対2017年度比106.6%）であった。 

 

3）入学志願者募集活動 

◆近畿圏における学生募集活動の強化 

近畿圏を学生募集の最重要エリアと位置付け、魅力ある大学としてさらに認知されるよう、全

学体制での高校訪問や通学圏における交通広告、ダイレクトメール、デジタルメディアによる情

報発信等、積極的な広報活動を展開した。 
◆デジタルメディアの積極的な活用 

動画やSNS等の多様なデジタルメディアを広報施策として活用した。2018年度はスマートフォ

ン向けのアプリを新規に開発・展開し、各種イベントや大学案内等と連動したコンテンツを展開

した。 

◆各種イベントの充実 

夏休み中のオープンキャンパス開催日程を増やし、高校生との接点強化を図った。また、大阪・

兵庫及びその他エリアから無料バスを運行し、来場者22,708名（対2017年度比110.3 ％）の参
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加を集めた。 

◆農学部及び国際学部における教育成果の発信 

2018年度に完成年度を迎える農学部・国際学部について重点的な広報を展開した。ダイレクト

メールやキャリアパンフレット等の告知媒体を通じ、高校生や保護者・高校教員に対して教育成

果や内定状況を積極的に発信し、評価の定着に努めた。 
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１０ 図書・学術情報に関する事項 

 

図書館は、本学の学習や教育、研究活動を支援するために、必要な学術情報を広汎かつ系統的

に収集・整理し、適切に保存管理を行い、学生及び教員・職員の利用に供した。 

図書館システムリプレイス時に導入された R-OCEAN（ディスカバリーサービス）については、

利用者アンケート結果を踏まえ、利便性の向上と検索機能の強化を引き続き図った。３館のナレ

ッジコモンズを拠点にミニ講義、オフィスアワー等を開催し、学習支援機能の充実を図るととも

に、学術機関リポジトリの継続的な運用や古典籍をはじめとする貴重資料のデジタル化を通して、

学術成果の社会還元を行った。 

図書委員会では、「電子系資料選定委員会」と「大型図書整選定員会」を設置し、図書費予算の

中・長期的な課題について、具体的な検討を行った。 

2018 年度は、8月 30日～31日に大宮学舎東黌を会場として、「第79回私立大学図書館協会総

会・研究大会」が開催され、会場校として円滑な大会運営を行った。 

 

1）図書・学術情報を活用した教育・学習支援 

◆ナレッジコモンズにおける学習支援                               

3 館に開設されたナレッジコモンズを中心に、学生の主体的な学びを支援するための活動を展

開した。教員によるミニ講義や読書会「本を語る夕べ」、オフィスアワー、ビブリオバトル、各種

学習支援関連セミナー等を実施した。 

◆蔵書構成の充実                               

「図書収書計画」に基づき学習用図書・基本図書等の充実を図るべく、学生を対象とした「購

入希望図書」制度や教職員を対象とした「推薦図書」制度も活用しつつ選書・収集を行った。さ

らに、学生選書ツアーを実施し、学生の関心に沿った資料収集も行った。 

◆情報リテラシー教育の充実                                   

情報検索講習会を計画的に実施し、学生の情報リテラシー能力の向上を図った。また、個別相

談形式の「ミニガイダンス」を実施し、学術情報の活用力の育成に努めた。 

◆利用者への広報活動                                  

Twitter の発信力を活かし、講習会などのイベント告知を前面にした広報活動を展開した。

『LIBRARY GUIDE』『来・ぶらり』『Libレポ』を定期刊行した。 

 

2）図書・学術情報を活用した研究支援 

◆電子ジャーナル等の利用環境整備                                  

 図書委員会に「電子系資料選定委員会」を設置し、既存データベースの見直し基準及び新規導

入データベースの選定について取りまとめた。また、一部の電子ジャーナルについては、契約方

法の見直しにより、予算の有効活用を図った。 

◆所蔵資料のデジタル化                              

古典籍を中心とする所蔵資料（貴重書、準貴重書、冩字臺文庫等）のデジタル化事業を積極的

に推進し、公開点数を増加することにより、教育・研究のためのデジタルデータ利活用促進と原

資料保存との両立を継続した。 
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◆学術機関リポジトリの運用                               

「学術機関リポジトリ運用要項」に基づき、本学の学術研究成果を積極的にデジタル化し、イ

ンターネット上に公開した。関係部署との連携・協力により、博士論文をはじめとする学術研究

成果の公表を行った。 

◆貴重コレクションの充実、整理と学外のデジタル化資料の活用                                 

貴重資料画像データベースの充実、古典籍資料の遡及、貴重書の修復等を継続して進め、国立

国会図書館デジタル化資料送信サービスの更なる活用も図った。また、図書委員会に「大型図書

選定委員会」を設置し、2019年度からの大型図書選定基準や募集要領等を整備した。 

 

3）図書・学術情報利用環境の整備 

◆新図書館システムによる利用者サービスの向上 

 R-OCEAN の普及に向け、機能の強化と実質化に注力した。スマートフォン活用による利用者サ

ービスを充実させるとともに、利用者アンケートの結果をもとに図書館システムや利用者サービ

スの向上を図った。また、MyLibrary 機能の効果的活用も視野に入れ、図書館ホームページを更

新した。 

◆適切な開館スケジュールに基づく運営 

 利用状況やニーズを継続的に把握しつつ、利用者の利便性を考慮した適切な開館スケジュール

に基づく運営に努めた。 

◆図書資料の適切な配架と保存環境の維持 

 3館の所蔵スペースを精査・勘案しつつ、図書資料の受け入れを計画的に実施し、適切に配架・

収蔵を行った。特に深草図書館では、紫光館分室閉室に伴う一部資料の移設を行った。また、３

館の資料保存環境について継続して把握し、その維持・向上を図った。 

 

4）図書・学術資料の公開と施設の開放 

◆展観等を通じた図書館資料の公開  

大宮学舎本館において、特別展観「大谷光瑞師の構想と居住空間」を実施し、本学所蔵の学術

資料・図書を学内外に広く公開した。深草・瀬田図書館でも所蔵資料等のミニ展観やライブラリ

ーサポーターによる企画展示等を行った。 

◆学外者への図書館開放 

REC 会員、卒業生等や高大連携に関する協定を締結している高校の生徒・教員に図書館を開放

し、社会連携事業を支援した。さらに、瀬田図書館では滋賀県下の中学生・高校生に対して、夏

期休暇中に図書館を開放した。 

◆図書館資料等のインターネット上での公開  

本学所蔵の学術的価値の高い資料や、本学構成員による学術研究の成果等について、インター

ネットを活用した社会還元を推進した。具体的には、古典籍のデジタルアーカイブ化や学術機関

リポジトリの充実に努めた。 

◆図書館資料等を活用した生涯学習講座の実施 

RECの生涯学習事業への図書館提携講座として１講座を実施した。提携講座の開講に際しては、

講座内容に関連する所蔵資料等のミニ展観（「長尾文庫に見る京都産業の歴史」）を同時開催し、

図書館の特色ある所蔵資料の公開と普及に努めた。 
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１１ ミュージアムに関する事項 

 

龍谷ミュージアム（以下「ミュージアム」という。）は、本学の教育・研究施設として各種の事

業を展開している。教育事業においては、全学必修科目「仏教の思想」をはじめ、博物館学芸員

課程科目などの正課授業や、文学部博物館実習生が企画・運営する「十二月展」など、多くの学

生がミュージアムを活用した。研究事業においては、研究プロジェクトの成果を展覧会や図録、

講演会など、様々な形で社会に発信した。展覧会事業においては、春季と秋季の特別展やシリー

ズ展（2期）を開催し73,783名が来館した。また、各展覧会では記念講演会やワークショップな

ど、展示内容に関連するイベントを開催した。これらの取組はマスコミにも取り上げられ、本学

の認知度向上に繋げることができた。 

 

1）教育活動について 

◆全学必修科目「仏教の思想」での活用 

 全学必修科目「仏教の思想」の担当教員と連携し、ミュージアム観覧及び課題レポート作成の

機会を提供した。その結果、延べ10,059名の受講生が展覧会を観覧した。 

◆博物館学芸員課程での活用                                   

ミュージアム教員が博物館学芸員課程科目「博物館経営論」「博物館展示論」「博物館実習」を

担当し、展示観覧やバックヤード見学、館園実習生の受入れ・指導を行った。また、文学部博物

館実習生による展覧会「十二月展」のミュージアム開催を支援（指導）するなど、当該課程での

ミュージアム利用を促進した。 

◆各学部専攻科目や教養教育科目等における活用                                   

 各学部の科目や演習等において、ミュージアム101講義室や展示資料を活用した授業の実施を

促進し、延べ1,260名の受講生が来館した。 

◆学外者への教育普及活動の推進                                  

 他大学の学生や、中学・高校の生徒による校外学習の受け入れを行うとともにRECをはじめと

した学内外の機関と連携し、社会人を対象にミュージアムの観覧を組み込んだ講座を開催するな

ど、学外に対する教育普及活動も積極的に展開した。 

 

2）研究・調査活動について 

◆研究プロジェクトにおける研究成果の発信                                    

 ミュージアムにおける研究活動を促進するための研究プロジェクトを展開し、その研究成果を

展覧会や記念講演会、スペシャルトーク（学芸員による解説）、図録などを通して広く社会に発信

した。 

◆学術資料に関する調査・研究活動及び収集活動                       

 本学所蔵資料や出陳資料の調査・研究、地方公共団体や寺院などからの依頼調査を行い、その

成果を所蔵者や関係機関に報告した。また、所蔵者からの申出及びミュージアムからの働きかけ

により、寄贈・寄託を受け入れ学術資料の充実に努めた。 
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3）シリーズ展・特別展について 

◆シリーズ展「仏教の思想と文化」の開催 

 ミュージアムのコンセプトである仏教の誕生からアジアへの広がり、そして日本での展開をわ

かりやすく紹介するシリーズ展を年 2 回開催した。これらの展示では、「近世京都の寺社参詣」、

「仏教美術のいきものがたり」といった親しみやすい特集展示のテーマを設け、来館者数の確保

に努めた。 

◆社会に向けて発進力のある特別展の開催 

春季には、仏教の開祖“お釈迦さん”に焦点をあてた特別展「お釈迦さんワールド－ブッダに

なったひと－」を開催した。本展では、近寄り難いテーマをより身近に感じてもらえるようにオ

リジナルキャラクターを設けたり、理解を助けるシアター映像や図録を作成した。秋季には特別

展「水木しげる 魂の漫画展」を開催した。本展は NHK プロモーションが企画に参画し、SNS で

の情報発信、フォトスポットの設置、著名人による記念講演会、妖怪アートフリマ「モノノケ市」

など、多様なイベントを実施することにより、家族連れを中心に幅広い年齢層の入館につながり、

4万人を超える来館者となり、入館者数が最も多い展覧会となった。 

 

4）地域での諸活動について 

◆地域活性化への取組 

「門前町まちかどコンサート」をミュージアムで開催し、本学一般同好会ジャズ研究会による

演奏会を行った。また、京都・梅小路みんながつながるプロジェクト主催の「梅小路キッズアー

トキャンパス」において、ワークショップ「妖怪ポストカードを作ろう！」を開催した。さらに、

本学農学部の学生や教員が生産・調製した小豆とうるち米を使用したあずき粥を門前町来訪者等

へふるまうなど、地域活性化に繋がる取組を展開した。 

◆隣接地区との交流事業                                  

 ミュージアムの立地している植柳学区の住民有志で組織する「植柳まちづくりプロジェクトチ

ーム」が主催するフリーマーケット「いちろく市」や「オリンde風鈴まつり」、「清掃活動」など

行事へ参画し、住民目線の門前町活性化事業に取り組んだ。また、植柳学区の自治連合会や隣接

する町内会が主催・計画する修学旅行生体験学習の受け入れなどに協力し、隣接地区との交流を

深めた。 

◆関係機関・団体を通じた活動の展開                                  

 京都市、京都市観光協会、京都商工会議所が主催する諸活動や事業（「京の冬の旅」、「GO GO 土

曜塾」、京都検定合格者への優待割引など）に参加した。また、2019 年 9 月に開催される「国際

博物館会議（ICOM）」京都大会の開催記念イベントに参加し、「シリーズ・学芸員のシゴト2 －想

いをカタチに ～展覧会ができるまで～－」を開催した。 
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１２ 総合的な取組に関する事項 

 

１ 矯正・保護総合センターについて 

 

矯正・保護総合センターでは、本学学生対象の特別研修講座「矯正・保護課程」及び社会人等

を対象にした「矯正・保護教育プログラム」（学校教育法に基づく履修証明プログラム）に関する

教育事業や矯正・保護分野に関する研究事業に加え、これらの事業の成果を社会に還元する社会

貢献事業を一体的に展開した。 

 

◆特別研修講座｢矯正・保護課程｣･｢矯正・保護教育プログラム｣の開講 

2018年度特別研修講座「矯正・保護課程」（本学学生対象）及び「矯正・保護教育プログラム」

（社会人等対象）の延べ受講者数は2,208名で、うち社会人等の受講者数は35名であった。近年、

学部における矯正・保護課程科目の卒業要件単位化を推進したことにより、深草学舎開講科目を

中心に受講者数が大幅に増えた。2018年度は教育の質保証の観点から大人数講義科目の解消に向

け、大宮学舎開講科目を再開し、開講コマ数を増やした。2017年度同様、リカレント教育を推進

するため、社会人受講者の確保に向け、保護司会を中心に矯正・保護関係団体等への広報活動を

強化した。 

また、講義内容をより深く理解するために毎年度夏季と春季に実施している施設参観について

は、夏季の開催日程等を見直し、126名の学生らが参加した。 

◆矯正・保護に関する学術研究の更なる推進 

各研究プロジェクトの2018年度活動計画及び今後の方向性等を踏まえ、矯正・保護総合センタ

ー研究プロジェクトを7つに再編した。各研究プロジェクトでは、適宜犯罪学研究センターと連

携を図りながら、国内外の研究者との交流を深め、研究拠点のネットワーク化をめざすとともに、

研究会やセミナー、シンポジウム等を適宜開催し、研究成果の公表に努めた。特に団藤文庫研究

プロジェクトにおいては、所蔵の貴重資料をデジタル化してWeb上で公開するなど、研究・教育

資料を社会に提供した。各研究プロジェクトの活動状況や成果等については、定期的に各研究プ

ロジェクトの代表らが矯正・保護研究委員会に報告し、プロジェクト間で情報共有を図った。 

◆社会貢献活動の更なる推進 

矯正・保護総合センターが行う教育・研究活動の成果等を広く社会に発信するため、センター

通信第11号を9月に発行するとともに、各事業の紹介や活動報告等をホームページに公開した。

12 月に市民向け講演会として、NPO 法人食べて語ろう会理事長の中本忠子氏を講師に迎え、第 8

回矯正・保護ネットワーク講演会を開催した。講演会には、260 名を超える方が参加した。その

他、本学校友会関係組織（ぎんなん会・桐友会）等の関係団体と研究交流等を行った。 
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１３ 自己点検・評価等に関する事項 

 
今や成熟社会となったわが国では、多世代からの大学教育への期待が高まりつつある。加えて、

価値観の多様化にともない大学の質（教育・研究の質）の維持・向上がますます重要となってき

た。 
本学は、自主・自立のもと、建学の精神に基づく個性豊かな特色ある教育・研究活動等を展開

し、有為の人間を育成するとともに、学術文化の向上や社会の発展に貢献することをめざしてい

る。 
そのため、本学独自の方法（2 つの視点）で、教育・研究の向上を図り、自らの活動を点検・

評価し、大学の質（教育・研究の質）を自ら保証（内部質保証）することが重要ある。一つは「機

関（組織）としての自己点検・評価」であり、もう一つは「教員個人の諸活動に対する自己点検」

である。このように2つの視点において、教育・研究水準の維持・向上に努めることで、内部質

保証システムを確立し機能させている。 

 

１３－（１） 自己点検・評価について 

 

「機関（組織）としての自己点検・評価」は、2011年度から毎年度継続して実施してきた。そ

の内容は、次のとおりである。 
①学内各組織がその諸活動について点検・評価を行い、「自己点検・評価シート（以下、評価

シート）」にまとめる。 

②全学大学評価会議が学内第三者機関として、学内各組織が提出した評価シートの評価を実施

する。 

③全学大学評価会議は、その評価結果を学内各組織にフィードバックする。 
この自己点検・評価活動を通じて明らかになった課題や改善点等は、各組織あるいは全学的な

態勢で改善に取り組み、教育・研究の質向上に努めている。なお、上記の活動状況は、大学ホー

ムページ（情報公表・大学評価）に公表することで、説明責任を果たしている。 
2018年度は、従来の組織のほか、新たに設置された「インスティテューショナル・リサーチ室」

「瀬田学舎安全管理室」を対象に加えて自己点検・評価を行った。また、評価シートの見直しを

継続して行い、本学に適した内容への改良に努めた。 

 

１３－（２） 教員活動自己点検について 

 

大学の根幹である教育・研究活動は、各教員の専門性、独創性等により支えられ、教員自らの

意思と責任で、自身の活動を点検し、教育・研究活動等の維持・改善・向上に取り組む必要があ

る。 

そこで、本学では、「教員個人の諸活動に対する自己点検」として、2012 年度から教員の自己

評価を基本とする「教員活動自己点検」を毎年度継続して実施してきた。その点検結果は、全学

的に定めた「点検結果の活用に関するガイドライン」に基づき、各教員、各組織が活用している。 

第5次長期計画第2期中期計画アクションプランでは、本制度の更なる活性化（実質化）のた
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め、教員所属の組織において「教員活動自己点検の手引き」を作成し、点検結果の組織的活用方

策を明文化した。 

2018年度は、組織的活用方策に則った各組織の活動の計画・実績の把握に取り組み、各組織に

おける点検結果の活用状況をより可視化することに努めた。なお、本取組については、2019年度

以降も継続して実施することが決定している。 

 

１３－（３） 第三者による評価について 

 

1）認証評価機関による評価 

学校教育法第109条ならびに学校教育法施行令第40条により、2004年度からすべての大学（含

短期大学）は7年に1度、認証評価機関による評価を受けることが義務づけられた。この認証評

価機関による評価は、大学の教育・研究活動等の質を保証（内部質保証）する仕組の有効性や信

頼性・妥当性を問うものである。したがって、認証評価機関から適合の認定を得ることは、ステ

ークホルダーのみならず、一般社会から信頼を得るうえで重要である。 

2018 年度は、次回（第 3期）認証評価の受審時期を 2020 年度、受審機関を（公財）大学基準

協会（以下、協会）とすることを決定した（含短期大学）。また、第3期認証評価に関する基本方

針を定め、受審スケジュールや実施体制を確認した。 

そのほか、前回認証評価（2013年度）結果に関する事項として、本学が提出した「改善報告書」

に対し、協会から「改善報告書検討結果」の通知を受領した。本通知の内容は全学で共有の上、

「引き続き一層の努力が望まれる事項」とされた課題については、自己点検・評価制度を活用し

ながら改善に繋げていくことが確認された。 
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１４ 人事に関する事項 

 

1）事務職員の人事制度改革 

大学に対する社会からの要請が高度化・多様化する中、本学事務職員は、その構成員として「自

覚」と「誇り」を持ち、常に社会から期待・信頼される大学創りに貢献することが求められてい

る。 

人事制度の運用において重要なことは、諸制度が全体としていかに有機的に連関し機能してい

るかにある。評価制度により自己の能力を把握し、研修や自己研鑽の成果を職務において発揮す

ることによって、資格が昇格し給与が昇給するといった循環の構築である。人事制度全体の効果

とそれぞれの人事諸制度の各機能の点検を制度の目的に照らしながら評価・改善し、機能するよ

うに推進している。 

2018年度に実施した主な能力開発の内容は、次のとおりである。なお、引き続き人事制度につ

いて検証し、総合的な制度の機能を高めることとする。 

◆評価制度 

2011 年度から全専任事務職員を対象として実施している評価制度については、制度の目的

（個々の職員の能力・資質＜強み・弱み＞を評価・把握する）が達成できているかどうか、常に

検証しながら、重点的に制度の充実に努めるよう実施した。 

2018年度は、これまでの運用等を踏まえて、制度にかかる問題点の洗い出しを行い、更なる改

善についての検討を行った。 

◆研修制度 

 入職 1～5 年目の職員を対象に、若手職員の基礎力及び実践力の向上を目的とした「初任者実

践研修」を新たに試行実施した。 

その他の職員に対しては、必要な知識や技能を修得し、職員の資質向上と自己のキャリア形成

を促すことで、業務の推進を図る人材を養成することを目的として、部署目標の達成に資する「組

織目標達成研修」及び「資格別研修」を継続して実施した。 

 管理職位者に対しては、「管理職研修」を実施し、職場環境の維持、向上及び管理職位者とし

てのスキル・知識の向上に努めた。 

また、学外派遣研修については、研修参加者による報告会を開催し、研修の成果を学内に還元・

共有するとともに、報告会参加者の受講意欲の向上につながる機会を設けた。 
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１５ 保健管理に関する事項 

 

保健管理センターは、診療所及びこころの相談室を開設し、学生及び教職員の健康（「身体的側

面」と「精神的側面：こころ」）の保持・増進にかかる業務を所管している。 

 診療所は、健康診断や診察などにより、学生及び教職員の健康（身体的側面）の保持・増進に

係る役割を果たした。 

 こころの相談室は、相談（カウンセリング）により、利用者の健康（精神的側面：こころ）の

保持・増進や支援の役割を果たした。特に、修学に困難がある学生に対しては、個人情報に配慮

しながら、関係者間での連携共同による支援の在り方を検討し、情報共有を行いつつ、学生支援

の充実に務めた。 

 

1）保健管理について 

◆予防を重点に置いた健康診断 

定期健康診断や特殊健康診断により、一次予防と二次予防に務めた。 

◆学内の健康的な環境づくり 

 感染症の予防と拡大予防、健康診断結果に基づく診察･相談、健康談話会の開催、さらに 2018

年度は、新たに教職員を対象とした健康増進プログラム（卓球）を実施した。 

◆こころの健康管理 

こころの相談室でのカウンセラーによる相談と支援に加え、なんでも相談室や障がい学生支援

室あるいはキャリアセンターと協力しながら利用者支援に取り組んだ。また、更なる支援の充実

を図るため、諸大学における支援の実情把握及び関係する研究会に参加し情報収集を行った。 

◆新入生の健康管理 

新入生については、学生定期健康診断を実施し、学生の健康状態を把握することに努めた。ま

た、フレッシャーズキャンプにおいては、看護師や臨床心理士が相談を受け、心身両面において

的確な対応を行った。 

 

2）診療について 

◆診療体制の整備 

継続して心身の健康に対応できるよう3学舎それぞれの診療所に内科及び精神科を開設し、学

医を配した。 

◆診療所開室時間外の対応 

診療所の診療時間外での診察や緊急対応ができるよう近隣医療機関（深草・大宮学舎近隣 25

機関、瀬田学舎近隣21機関）の情報を発信した。 
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１６ 首都圏・大阪における展開に関する事項 

 

1）首都圏における展開について 

◆学生の就職活動支援 

 近年の夜行バス利用の増加を踏まえ、オフィス内に仮眠コーナーを設置するなど、地元を離れ

て就職活動を行う学生への支援の充実に努めた。 

◆渉外活動の強化       

いわゆる「主要400社」を中心とする東京に本社を置く企業を訪問するとともに、省庁の審議

会傍聴などを行い、積極的な情報の収集や発信に取り組んだ。 

◆卒業生支援 

校友会東京支部及び神奈川県支部の活動をバックアップするなど、首都圏における卒業生支援

の充実に取り組んだ。 

 

2）大阪における展開について 

 大阪地域における本学の更なる知名度向上とブランドイメージの構築をめざし「大阪梅田キャ

ンパス」において多様な事業を展開した。主な事業は①在学生・卒業生に対するキャリア・就職

活動支援、②生涯学習事業の展開、③産官学・地域連携事業の推進、④入試広報活動、などであ

り、これらの事業を通じて年間26,569名（延べ数）が大阪梅田キャンパスを利用した。 

◆在学生・卒業生に対するキャリア・就職支援 

キャリアセンターと連携し、大阪地域における在学生・卒業生のキャリア・就職活動支援事業

を展開した。個別面談や学内企業説明会、経営者などと学生が直接対話できるセミナーなど特色

有るイベントを実施した。また、大阪に拠点を持つ重点企業・優良企業100社を選定し、企業訪

問や学内イベントへの招致などを行った。その際ヒアリングした採用動向や追加募集情報などは、

キャリアセンターと共有し学生支援に活用した。 

◆生涯学習講座の展開 

 REC と連携して、コミュニティカレッジや龍谷講座を開講した。仏教や文学・歴史・経済など

幅広い分野に、8,609 名（延べ数）が受講した。龍谷講座では、野村証券提供講座、明治大学や

滋賀県との連携講座を開講した。 

◆産官学連携事業の推進 

大阪商工会議所をはじめとした大阪・兵庫19地区商工会議所や大阪府中小企業家同友会、関西

経済連合会などと連携し産業界が求める人材の育成や採用の課題に取り組んだ。 

また、大阪府商工会議所女性連合会研究交流会での本学学長の講演、関西経済連合会アジアプ

ラットフォーム推進室によるRECセンター長へのヒアリングなど、産学連携のきっかけ作りを行

った。 

◆官学連携による生涯学習講座の展開 

「大学サテライトオフィス会」（大阪オフィス会）の世話人校として、「うめだカレッジ」（大阪

オフィス会と大阪市立総合生涯学習センター・大阪市北区の連携講座）を推進した。本学は8月

25 日に「人工知能の現状と将来―ＡＩブームから見えてくる人間の姿―」（理工学部 小堀聡教

授）を開講し、77名が受講した。 
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◆入試広報活動 

入試広報活動は入試部との連携により、大阪梅田キャンパス及び同ビル8階会議室において入

試直前対策講座、教員対象入試説明会、インターネット出願相談会を実施することで、大阪地域

における志願者獲得に努めた。また、大阪オフィスを拠点に入試部職員が、高等学校・予備校等

を訪問し学生募集活動を行った。 
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１７ 関係機関・団体との連携に関する事項 

 

1）校友会・親和会との連携  

校友会（卒業生組織）、親和会（保護者会）は、いずれもその設立趣旨に則り、龍谷大学の発展

に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的としている。毎年度、大学・校友会・親和会

の三者が連携した共催事業を展開している。 

◆校友会との連携 

学長をはじめとする大学執行部が、校友会各支部（56支部）の総会・支部事業等に積極的に参

加し、各支部の会員（卒業生）との交流を深めた。また、校友会主催の「龍谷大学 心の講座」

などの事業が展開される中で、大学と卒業生との繋がりを強めることに努めた。 

◆親和会との連携 

大学・親和会の共催による全国保護者懇談会の開催、保護者への成績表送付、各事業への助成

など、親和会からの協力を得ながら実施した。全国保護者懇談会のWeb受付システムは、申込者

数の56.1%が利用し、2017年度の利用率から10.9ポイント増え、保護者の利便性の向上に繋げた。 

  

2）学校法人が出資する事業法人との連携（龍谷メルシー株式会社） 

龍谷メルシー株式会社（本学100％出資事業会社。以下「メルシー」という。）と連携し、主に

以下の事業を展開した。また、同社からは、2018年度117,000千円の受配者指定寄付を受けた。 

◆間接業務のスリム化 

 2017年度に引き続き施設管理や清掃、スクールバスの運行管理業務等をメルシーに業務委託し

た。メルシーが窓口となり、品質面で維持・改善を図りながら、業務内容の見直しや業務委託先

との交渉を行うことで、経費を削減するとともに、各部局の事務が軽減され、人的資源の有効活

用にも繋がった。 

◆損害保険の充実 

 2017年度に引き続き、入学生を対象とした龍谷大学学生総合保障制度（学生こども総合保険）

の案内を行う一方、大学の火災保険等の損害保険契約の見直しや海外旅行傷害保険の包括契約を

行うことで、補償内容の充実と適正化を図った。また、学生向けとして、インターネットで簡便

に加入できる海外旅行保険や自転車保険等の広報を行い、利便性の向上を図るとともに、学生支

援の充実に努めた。 

◆学生サービスの向上 

 学生により良いサービスを提供するため、卒業式貸衣装の紹介や就職活動用証明写真撮影会を

実施した。実施に当たっては、関係部局と連携し周知を図ることで多くの学生の利用に繋がった。

また、昼食時のお弁当やキッチン・カーによる食事販売や瀬田キャンパスのカフェの運営等をメ

ルシーに委託することにより、学生の利便性向上を図った。 

◆その他の事業 

 メルシーが取り扱う宅配業者のメール便や宅配便を活用することで、大学の郵便費の削減に繋

がった。また、大学の地域戦略事業の吹奏楽コンサートの実施運営にあたり、各会場との事前打

合せや広告物の準備等の業務をメルシーに委託し、事務負担の軽減を図った。 

加えて、大学のブランディング事業の一環として、学長室（広報）と龍谷メルシーが連携し大

学オリジナルペットボトル（水）を開発・販売を行った。 
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3）浄土真宗本願寺派及び本山本願寺との連携 

本法人の設立理念や寄附行為からもわかるとおり、本法人の設立母体である浄土真宗本願寺派

及び本山本願寺との関係は重要である。本法人の発展に係る歴史的経緯を見ても、人的・経済的

な側面において浄土真宗本願寺派から様々な支援を受けており、今後も本法人が多様な展開を進

めながら社会的支持基盤を確立していくために、浄土真宗本願寺派及び本山本願寺と連携してい

くことが重要である。そのような認識のもと、各種事業を実施していくためには、連携をさらに

強化していくことが重要であり、2018年度においては、龍谷ミュージアムの運営、本山本願寺が

行う行事への学生参加、寺院インターンシップなど様々な事業において連携を深めながら推進に

あたった。 

 

4）龍谷総合学園との連携 

親鸞聖人の精神・浄土真宗の教えを建学の精神とする学園が、それぞれの個性を生かしつつ、

相互の連携を密にしながら発展することを目的に「龍谷総合学園」が組織されており、現在、24

学校法人68校（7大学、2短期大学、26高等学校、15中学校、4小学校、9幼稚園、1保育所、4

こども園）＜2019.3.31現在＞が加盟している。 

◆各種委員会等への参画 

加盟校の学校間連携に関する諸事業を統括するため、宗教教育専門委員会、教育専門委員会、

管理職協議会、龍谷アドバンスト・プロジェクト推進委員会などの各種委員会等が設けられてお

り、生徒・学生及び教職員の交流を通じ、龍谷総合学園と各学校の教育・学習活動の活性化を促

すための各種事業の企画・推進を図っている。2018年度においても、本学は龍谷総合学園の中心

校として、各種研修会、研究会、協議会等に積極的に参加し、龍谷総合学園の発展に寄与できる

よう努めた。 

◆龍谷アドバンスト・プロジェクトへの協力 

龍谷総合学園が実施母体である「龍谷アドバンスト・プロジェクト」への担当講師や、学生サ

ポーターの派遣、科目提供や合宿研修時の指導等の協力を行った。本事業は、高大連携事業とし

て、e-learningによる教育素材を活用しながら、学校間の相互連携・人的交流を図りつつ、生徒

の主体性を支援することを目的として実施されたものである。2018 年度は、8月 21 日～23 日に

本学、京都女子大学、本願寺聞法会館を会場として開催され、龍谷総合学園加盟校から生徒・教

員あわせて122名が参加し、プレゼンテーションコンテストに向けて熱心に取り組んだ。 

◆龍谷総合学園との教育連携体制の強化 

全国に広がる教育グループである龍谷総合学園の連携をさらに発展させるため、龍谷総合学園

内に教育連携事業検討委員会を設けられた。本学においても、同取組に積極的に参画すべく、総

合学園事務局（浄土真宗本願寺派社会部）とともに事務局業務を所管した。本学においては龍谷

総合学園担当の学長補佐を任命し、教育連携の新たなあり方や広報の仕組、「まごころある国際人」

の育成に関して、総合学園事務局と連携しながら検討を進めた。 

 

5）仏教系大学会議との連携 

本学が加盟している「仏教系大学会議」は現在61の大学・短期大学で組織されており、建学の

理念を仏教におく全国の仏教系大学が、それぞれの個性を尊重しつつ各大学間の連携を密にし、

各大学の充実発展を図るとともに高等教育機関としての社会的責務を遂行することを目的として

いる。  

本学は、1994年の設立当初より幹事校（愛知学院大学、大谷大学、高野山大学、駒澤大学、淑
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徳大学短期大学部、大正大学、兵庫大学、佛教大学、立正大学、龍谷大学）として参画しており、

幹事である学長が本会議の運営に主体的に携わっている。本会議は毎年度、研修会の開催、機関

紙「如是我聞」の発刊を行っており、2018年度においては、代表幹事校である大正大学を中心に、

高野山大学を研修担当校、佛教大学を研修会場担当校として「日本における仏教系大学の使命(ミ

ッション)を考える」をテーマに各事業を実施した。 

 

6）日本私立大学連盟との連携 

日本私立大学連盟は、私立大学の振興等を目的として設置された一般社団法人である。2018年

度においても、連盟事業（研修等）への参加だけでなく、日本私立大学連盟の方向性や情報を迅

速かつ的確に収集するために、本学教職員を運営委員等として積極的に派遣した。 

 ○ FD推進ワークショップ運営委員会（経営学部教授） 

 ○ キャリア・ディベロップメント研修運営委員会（研究部課長） 

 ○ 業務創造研修運営委員会（教学部課長） 

○ 国際連携委員会（国際学部教授） 

 

7）大学コンソーシアム京都との連携 

大学コンソーシアム京都（以下「コンソーシアム」という）は、「大学のまち・京都」の充実・

発展を目的に、主に大学間連携事業や産官学地域連携事業を展開する公益財団法人であり、京都

地域の48の大学と地方公共団体、経済団体が加盟している。本学は、コンソーシアムの設立当初

から加盟しており、2018年度においても、学生の多様な学習機会を設けるべくコンソーシアムの

各種事業を積極的に活用した。また、副学長が運営委員長に就任し、諸委員等の派遣や専任事務

職員の出向を通じて、コンソーシアムの運営や各種事業に主体的に関わっている。 
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１８ 大学の社会的責任（USR）に関する事項 

 

1）内部監査制度 

内部監査は、各部署が所管する予算が法令及び学内の規程等に準拠しかつ予算計上目的に照応

して適正に執行されているか否かを点検することにより、本学の経営管理の適正化とその向上に

資することを目的としている。監査は、毎会計年度に行う「定期監査」と、学長の指示に基づい

て随時行う「臨時監査」の2種類である。 

◆定期監査の実施 

定期監査は、「REC事務部（京都・瀬田）」及び「図書館事務部（深草･大宮･瀬田）」を対象に2016・

2017年度の業務遂行（予算執行を含む）の監査、及び「科学研究費補助金等（2017年度執行額）」

に対する監査を実施した。監査結果は、改善等の意見を付し報告書にまとめ学長に提出し、以降

は学長の指揮のもと検討・改善が進められている。 

◆臨時監査の実施 

臨時監査は、学長の指示のもと「1億円以上の契約案件」又は「2,000万円以上の特定１社との

随意契約案件」（5件）を対象とし、稟議書の決裁前に監査を実施した。全ての案件において適正

に事務処理がなされていることを確認し、その旨、学長に報告を行った。 

 

2）事業評価制度 

事業評価システムは、事業の成果を検証・評価すると同時に、事業の選択・重点化・再構築（ス

クラップ・アンド・ビルド）を目的としており、個々の事業の妥当性等を検証することにより、

その結果を翌年度以降の予算編成に反映させることで、限られた財源の有効かつ効果的な配分の

実現をめざしている。 

2018 年度は、「効果測定指標」に基づく評価基準を策定し、評価対象となる 181 事業に対して

事業評価を実施した。その結果、事業改善等が必要とされた事業（①・⑥の「改善」「廃止」、②・

③の「C」「D」、④の「2」、⑤の「3」）は、のべ54事業となった。これらの事業について、当該事

業担当部署に改善計画の策定・報告を求め、事業の改善等に努めるよう促した。 

 

対 象 評価／件数 

① 
○前年度の新規・大型事業（事業実施1・3・5年目以上の新規・大型事業、

事業実施2・4年目であるが前年度に事業が終了した新規・大型事業等） 

継 続：65事業 

終 了：19事業 

改  善：25事業 

廃 止： 5事業 

② 
○前年度決算にて執行残が 500 万円以上、または執行率が 80%未満となった

事業 

Ａ ： 10事業 

Ｂ ： 16事業 

Ｃ ： 14事業 

Ｄ ：  1事業 

③ 
○前年度決算にて収入科目で減収が 500 万円以上、または収入率が 80%未満

となった事業 

Ａ ：  0事業 

Ｂ ：  2事業 

Ｃ ：  2事業 

Ｄ ：  0事業 

④ ○前年度補正予算額が当初予算額と比べて40%以上増加した事業 
1 ： 3事業 

2 ： 0事業 
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⑤ ○前年度補正予算額が当初予算額と比べて40%以上減少した事業 

1 ： 1事業 

2 ： 2事業 

3 ： 0事業 

⑥ ○前年度事業評価において改善等を求められた事業 

継 続： 9事業 

終 了： 0事業 

改  善： 7事業 

廃 止： 0事業 

 

対象 評価の内容 

① 

⑥ 

継 

続 
事業を継続するもの 

終 

了 
事業が終了したもの 

改 

善 
事業継続にあたって事業内容や実施方法等の改善が必要とされるもの 

廃 

止 
事業を廃止するもの（一時的に休止するものも含む） 

② 

③ 

Ａ 
当該事業の目的を達成した上で、経営努力による積極的な事業見直しや、見積合わせ・入札

等により、経費削減施策が実施されたと判断されるもの 

Ｂ 
当初及び補正予算編成時に見通すことが困難であった事由によるもので、執行残が教育研究

活動や大学財政に及ぼす影響はないと判断されるもの 

Ｃ 
予算執行残の原因となった事業の未執行が、教育研究活動等に及ぼす影響はないが、予算及

び補正予算編成における精査等の改善が必要と判断されるもの 

Ｄ 
予算執行残の原因となった事業の未執行により、教育研究活動や大学財政に影響を及ぼすと

判断されるもの 

④ 
1 事業実施の結果から当初事業予算の補正が妥当であったと判断されるもの 

2 事業実施の結果から当初事業予算の補正が妥当であったと判断できないもの 

⑤ 

1 
当該事業の目的を達成した上で、経営努力による積極的な事業見直しの結果、当初事業予算

を減額補正したと判断されるもの 

2 
事業実施の結果から、やむを得ない事由により、結果的に当初事業予算の補正がなされたと

判断されるもの 

3 事業実施の結果から当初事業予算の補正が妥当であったと判断できないもの 

 

3）法令遵守の取組 

高い公共性・社会性を有する学校法人として、倫理及び社会通念に見合った大学運営を行うた

め、法令改正・社会状況の変化等に合わせ、逐次、規程整備及び研修会開催等の法令遵守の取組

を実施している。 

◆法務課及び法務アドバイザーの役割 

法務課では、各部署からの法律相談・法令解釈や規程整備に関する相談に対応した。また、法

的な危機管理体制の維持を目的に、2017年度に引き続き、法務アドバイザーとして週1回、弁護

士による本学への出張サポートを受けた。 

◆コンプライアンス推進に係る研修会等の実施 

法人内における不正・法令違反等の防止やハラスメントの防止を図るべく、コンプライアンス

の一環として、2018年度は管理職を対象に、ハラスメントの防止に関する研修会を実施した。 
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4）情報公開の取組 

情報公開に関する規程に基づき、本学Webサイトや各種冊子を通じて、法人情報及び教育情報

を、より積極的に発信・公表することに努めた。 

 

5）個人情報保護の取組 

個人情報の利用が著しく拡大していく社会的背景の中、学生、受験生、保証人及び卒業生等、

多くの個人情報を有する法人として、個人情報の保護は重要な責務であるとの認識のもと、「学校

法人龍谷大学個人情報の保護に関する規程」「情報セキュリティに関する規程」「学校法人龍谷大

学特定個人情報等の取扱いに関する規程」等に基づき、厳格な運用を行った。 

 

6）環境への取組 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正に基づき、法人が「特定事業者」、深草学舎

が「第一種エネルギー管理指定工場」に指定されたことにより、エネルギー使用量（原単位）を

毎年1％以上低減する必要がある。また、2011年度には京都府・京都市の地球温暖化条例が改正

されたことにより、エネルギー使用量（総量）を年 3％以上に低減することや環境マネジメント

システムの導入に向けた取組を開始することが求められている。加えて、電力については、東日

本大震災による電力供給事情から更なる節電が求められている。このような状況に鑑み、これま

で以上に省エネルギーを推進するとともに、エコキャンパスの実現に向けた取組を推進した。 

◆エネルギー管理体制の整備 

2010年度より年次計画で整備してきたBEMS（Building and Energy Management System）シス

テムを活用し、エリアごとのエネルギー使用状況を分析・解析し、エネルギー使用量の削減を推

進した。 

◆環境マネジメントシステムに基づく省エネルギーの推進 

エコキャンパス実現に向けた取組を一層強化するべく、深草キャンパスにおいて、認証取得し

た環境マネジメントシステム「KES（Kyoto Environmental Management System）」ステップ1に基

づき、エネルギー使用量の削減、紙の使用量の削減、ゴミの減量を推進した。 
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１ 2018（平成 30）年度に実施した主な事業 

 

◆プログレス・コースにおける主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の実践 

ベネッセ・コーポレーションと協働開発した探求学習／アクティブ・ラーニングのフレームワ

ークをプログレス・コース全クラスにおいて実践し、カリキュラム・マネジメント委員会による

PDCAサイクルを定着させた。 

◆プログレス・コースにおける「グローバル英語専修クラス」の運営 

高大連携室と龍谷大学国際学部等との連携のもとでカリキュラム・シラバスをデザインした「グ

ローバル英語専修クラス」を運営し、英語の基礎知識を活用する演習科目を増加することで、よ

り高いレベルの英語力を養成することに努めた。 

◆プログレス・コースにおける理数教育の新展開 

龍谷大学の理系学部への進学を志望する生徒を対象とする選択科目の「理数研究」において、

高大連携室と龍谷大学理工学部及び農学部との連携のもとで精査したシラバスに基づき、引き続

き教育を実践し、高大接続教育に資するものとした。 

◆中高一貫選抜・コース／選抜特進コースにおける学習・進学指導の充実 

 週6日制のカリキュラムに加えて、週3回のドラゴンゼミ（大学受験対策講座）や夏・冬期講

習を実施する等、学習・進学指導の充実を図った。また、各学年において複数回の模擬試験の結

果を分析し、一人ひとりに適切な学習計画を指導するなど、生徒の第一志望合格をサポートした。 

◆アスリート・コースにおける目標・目的に向けた取組 

 甲子園での「全国制覇」を目標に掲げるアスリートコース（硬式野球部）においては、第 100

回全国高等学校野球選手権京都大会で優勝し、京都府代表校として同甲子園大会に出場を果たす

など、活動を通じて、同コースの目的である「人間育成」に向けた取組を推進した。 

 

－龍谷大学付属平安高等学校・中学校に関する事項－ 
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２ 建学の精神の普及・醸成に関する事項 

 

付属平安高等学校･中学校は、浄土真宗本願寺派の宗門校として、教育基本法・学校教育法に従

い、中等普通教育及び高等普通教育並びに専門教育を施し、「特に仏教精神に基づく情操教育を

行う」ことを目的としている。 

学校生活を送る生徒たちの心にごく自然な形で染み込むように、「ことばを大切に」（正確な

言葉、やさしい言葉、ていねいな言葉）、「じかんを大切に」（今という時間、青春という時間、

人生という時間）、「いのちを大切に」（いただいているいのち、願われているいのち、支えら

れているいのち）の三つの大切を根底においた教育活動を展開している。 

 

◆必履修科目としての「宗教」 

学園生活を通して建学の精神の具現化を啓蒙し、豊かな人間性、夢や理想の実現に向かって生

きる力、志を持って自立していく為に必要な能力、よりよい社会を創っていく態度の育成に努め

るために、全学年において「宗教」を必履修科目としている。 

◆法要・式典・宗教行事の実施 

仏教儀式による入学式・卒業式、朝の仏参、月例法要（御命日法要）、花まつり、降誕会、成

道会、報恩講、涅槃会、物故者追悼法要等を行った。 

特に2018年度においては、4月23日に71歳でご逝去なさった同窓生の衣笠祥雄氏の追悼法要

を勤修した。走り書きのように記された一片の紙には私たちへの最後のメッセージが残されてお

り、『野球と共に出会った多くの師・友人に心より感謝申し上げます。素晴らしい人生を送るこ

とができました。ありがとうございました 衣笠祥雄』を伝え、在校生ならびに同窓生、教職員と

共に氏を偲ぶ時間となった。 

 また、11 月 23 日に秋の法要で、専如ご門主が「念仏者の生き方」の肝要四ヵ条に「私たちの

ちかい」についてのご親教を示された。「先人の方々が大切に受け継いでこられた浄土真宗のみ

教えを、これからも広く伝えていくことが後に続く私たちの使命であることを心に刻み、お念仏

申す道を歩んでまいりましょう」というお言葉通り、本校においても、朝の仏参、月例法要（御

命日法要）などを通じて、この現実社会でどのように生きていくのかということについて、中学

生・高校生と共に教職員も考える機会をもった。 
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３ 教育に関する事項 

 
浄土真宗本願寺派の宗門校として、仏教精神に基づく情操教育を根幹とする付属平安高等学

校・中学校は、建学の精神に基づく「ことばを大切に」「じかんを大切に」「いのちを大切に」の

“三つの大切”を根底におき、中学高等学校がそれぞれのコース・コンセプトに向けた教育活動

を展開している。 
中学は、高等学校の「一貫選抜コース」と教育課程を接続させた中高一貫教育を実践し、6 ヵ

年を通じて、心の教育を通じた社会で通用する人間づくりと第一志望の進路実現に向けたキャリ

ア・デザインを実践することにより、（難関）国公立大学及び有名私大の現役合格を目標としてい

る。 
高校における「プログレス・コース」は、龍谷大学に進学することを目標に高大連携教育プロ

グラムを実践し、219 名が進学した。「選抜特進コース」「一貫選抜コース」は（難関）国公立・

有名私大進学を目標に大学入試に対応できる学力を育成、国公立大学に23名が現役合格した。「ア

スリート・コース」は、全国制覇を目標に心・技・体・知の練成をめざし、第100回全国高等学

校野球選手権大会優勝、秋季高校野球近畿大会優勝などの戦績を残した。 

 
1)中学校における教育展開 

付属平安高等学校の「一貫選抜コース」と教育課程を接続させた中高一貫教育を実践し、6 ヵ

年を通じて、心の教育を通じて社会で通用する人間づくりと（難関）国公立大学及び有名私大の

現役合格を目標とする。生徒は毎朝、学習内容や行動を記録する「あゆみ」を提出、担任指導の

下、円滑な PDCA サイクルを展開している。また、23 のクラブがあり、その活動を通して、心身

を鍛えている。 

◆授業時間の確保と充実したサポート体制 

 週6日間制に加えて、7限目を利用したドラゴンゼミJr（週3回の国数英の特別授業）で十分

な授業時間と演習量を確保し、指導内容のインプットとアウトプットをバランスよく融合するこ

とによって生徒個々の理解度を深めつつ、進度を先取りするカリキュラムを進めた。また、夏期・

冬期講習、勉強合宿などを実施した。 

◆評価システム 

 5 教科についてより短いスパンで学習到達度を確認し、積み残しを解消するために、月 1 回の

ペースでステップアップテスト（SUT）を実施するとともに、前後期考査、模擬試験、各種検定等

を実施、eラーニングによる自立学習支援体制も活用し、定着を図った。 

◆グローバル化に対応する英語教育 

 4 技能のバランスを重視し、コミュニケーション・ツールとしての英語教育を実践した。ネイ

ティブ・スピーカーとのチーム・ティーチングとその成果を結実させた英語による発表会「English 

Day」を2月21日に実施した。 

◆理数教育の推進 
中1生は環境問題をテーマとして、琵琶湖の水質調査や生態系調査し、琵琶湖博物館を訪問し

た。中2生は名古屋市科学館、トヨタ産業技術記念館の見学と専門家の講義や指導を受けて発表

した。また、水族館、植物園との連携を通じて背景知識を深めた。 
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◆中高一貫教育の成果  

 中 3生全体の最終の平均偏差値（大阪進研）が3教科55、5教科54であった。また、60以上

が約3割という結果であり、「特進S」（1クラス）と「特進A」（2クラス）に編成した2年目の成

果が現れた。「全国学力・学習状況調査」（国語A、国語B、数学A、数学B）においても全教科と

も全国平均を上回った。 

 

2)高等学校における教育展開 

龍谷大学に進学することを目標にした「プログレス・コース」、（難関）国公立・有名私大進学

を目標にした「選抜特進コース」「一貫選抜コース」、硬式野球部の生徒で編成し、全国制覇を目

標にした「アスリート・コース」が、それぞれのコンセプトの達成に向けて、建学の精神を基盤

にした多様な取組を行った。 

◆カリキュラム・マネジメント委員会 
中高一貫コース（中1～高3）及び選抜特進コース（高1～3）の「模試分析会」及び一貫選抜・

選抜特進コースの高3生対象「進路指導分析会」の運営、プログレス・コースでは、新学習指導

要領における「探求」の授業を前提にした「新大学連携プログラム（高1対象）」を構築した。 

◆評価システム  
5 教科についてより短いスパンで学習到達度を確認し、積み残しを解消するために、月 1 回の

ペースでステップアップテスト（SUT）を中心として、到達度確認テスト、前後期考査、模擬試験、

各種検定等を実施、e ラーニングによる自立学習支援体制も活用し、学力の定着を図った。 

◆ICT教育推進委員会 
 導入3年目のmanabaシステムが全校に浸透した。また、電子黒板の導入に伴い、数学科、理科、

情報科をはじめ、様々な教科・授業で活用している。 

 
(1)プログレス・コース 
「龍谷アワー（学長講演）」、「キャンパス・ビジットⅠ・Ⅱ」、「理数研究」（選択科目）、「現代

を学ぶ」（選択科目）、「龍大数学スクーリング」（理系）、「入学前課題」等、多様な高大連携教育

プログラムを行い、219名が龍谷大学に進学した。 
◆グローバル英語専修クラス 
プログレス・コース（高 2）において「グローバル英語専修クラス」を運営し、龍谷大学高大

連携推進室や国際学部と連携・協議してとりまとめた骨子に基づくカリキュラム（シラバス）に

よる教育を実践した。 

◆理数教育推進委員会 
 理数教育推進委員会、龍谷大学高大連携室、理工学部、農学部と連携・協議してとりまとめた

骨子に基づき、高3選択科目「理数研究」のシラバス及びティーチング・メソッドを実践した。 
 
(2)選抜特進・コース／一貫選抜・コース 

 週6日制のカリキュラムだけではなく週3回のドラゴンゼミ（大学受験対策講座）や、夏・冬

期講習、春期合宿等を行った。合格実績（現役）は、国公立大学23名、関関同立55名であった。 

                                        
(3)アスリート・コース 

硬式野球部が第100回全国高等学校野球選手権京都大会で優勝、同甲子園大会では見事初戦に

勝利し、甲子園（春夏）通算100勝を記録した。また、秋季京都府高等学校野球大会第3位で近
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畿大会に進み、同大会を優勝。さらに近畿地区代表として神宮大会に出場した。 

 

3）10教科における取組（中学含む） 

各教科において次のことに取り組んだ。 

教科 主な取組の内容 

国語 校内読書運動、漢字検定の推奨（読書習慣の定着、背景知識の強化、読解力の育成、語彙力の

養成） 

社会 ニュース検定準2級90％以上の合格に向けた支援、公民オリジナル問題集の作成  

数学 
・センター記述対策の勉強会の実施、「理数研究」による基礎学力の定着 

・プレゼンテーション能力の養成、科学の甲子園、読書奨励、ICT化の推奨    

  

理科 センター試験の全国平均＋10点に向けた学習支援  

 

英語 

・英語によるコミュニケーション能力と受験学力の両立 

・幅広い背景知識の習得（アイデンティティー確立、自分の意見を持つ生徒の養成） 

・資格・検定試験に向けた自学自習の学習スタイルの構築にかかる支援 

宗教 「宗教」及び「宗教行事」等を通して本校生徒としての在り方を考える機会の提供 

体育 礼節を重んじ、建学の精神に即した行動が自然とできる規律の徹底  

音楽 音楽法要について学ぶ機会の提供  

美術 年間を通した制作活動（木彫制作［工芸作品、創作活動の一環］）  

書道 「生活の中の書」を二点取材・レポート（書への関心を寄せる、「こころ」を育てる）  

家庭科 市民性を育てる教科のあり方の実践：教科や校種を超えた場で積極的に発言する機会の提供  

 

情報 

・自分の意見をまとめる力の養成（情報の集積） 

・計画的な学習への取組の支援（進路、教科、学年と連携）⇒ マナビジョン、クラッシーの

活用 

・アクティブ・ラーニングの実践（生徒の目線にたった授業、指導等） 
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４ 生徒支援に関する事項 

 
学校行事、生徒会活動、部活動等を通して心身の健全な発育を促すとともに、豊かで充実した

学校生活を経験させることによって、自主的、自律的な生活態度を養い、有為な社会人としての

資質を育てる。社会の形成者としての自覚や忍耐力・責任感を養い、公共のマナーやルールを守

るなど、規範意識を身につけさせるとともに、他者の立場で物事を考える生徒の育成をめざして

いる。 

 

◆生徒会活動 

主体的な生徒の育成に向けて、登校時のあいさつ運動、美化点検、遅刻点検（「あじみそ運動」）

等を行った。また、学園祭（文化祭・体育祭）等の行事の企画・運営を行い、募金活動・各種セ

ミナー等へ積極的に参加した。 

◆クラブ活動 

中学校（約20 ｸﾗﾌﾞ）と高校（約40 ｸﾗﾌﾞ）が、共に部活動を通して心身を鍛えるだけでなく、

先輩後輩の関係性の中で人として大切なルールやマナーを学び生きる力を育んだ。 

2018年度において、高校では、校技である硬式野球部を筆頭に特技クラブ（陸上競技・卓球・

柔道・剣道・サッカー・フェンシング・バドミントン・軟式野球・吹奏楽）が全国大会等に出場

し好成績を残した。中学では、チアダンス部の全国大会での活躍や、フェンシング部が個人で世

界大会に派遣され、成人に混じった大会で好成績を出すことができた。 

◆カウンセリング 

新入生(中学)で欠席日数が多い生徒等について中高(小中)連絡会を実施し、情報を共有した。

平素より保護者・生徒のカウンセリングを行い、また外部機関（龍谷大学の臨床心理相談室、児

童相談所、医療・カウンセリング機関他）とも連携し、悩み等の解決に向けて慎重な対応を行っ

た。 

◆保健指導 

生徒健康診断（4月）、教職員健康診断（10月）、教職員産業医面談（12月）、運動部員（経

過観察者含む）心電図検診（3 月）等の定期検診を実施した。また、生徒・教職員の応急対応、

生徒対象健康相談（月1回）、宿泊研修・合宿前の健康調査、「ほけんだより」の発行及び感染

症等の保健衛生関連の予防啓発活動にも努めた。 

◆現況報告会 

各学年と生徒部が定期的に生徒に関する報告・連絡・相談を月1回のペースで行い、学級運営

に資する取組を行った。 
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５ 生徒募集に関する事項 

 
オープンキャンパス、学校説明会を開催し、建学の精神に基づく教育実践の成果、入学試験の

概要等を詳説するだけでなく、受験生参加型のイベントを盛り込むことによって、第一志望（専

願）の児童・生徒が増加するよう努めた。その他、イブニング相談会、出張講座、教育講演等、

本校が主体となって行う募集活動に加えて、京都府私立中高連合会等が主催する募集活動にも参

加した。 
 
◆オープンキャンパス  
 オープンキャンパスは、中学は7月と9月の年2回実施。5年連続で約400名が来校した。高

校は9月1回のみの実施で、5年連続で約2,000名が来校した。 

◆学校説明会その他 
  本校主催の学校説明会は、年4回（6月[高]、10月[中高]、11月[高]、12月[中高]）、京都府

私学中高連合主催のイベント4回（私学フェア4月[中]、6月[中高]、私学中高展9月[中高]、

私立中高入試相談会11月）、その他、教育関連業者主催の相談会等に年21回参加した。 

◆ドラゴンテスト 
11月に実施した中学受験生対象のプレテスト（本校作成の模試）における、受験生は800名を

超え、4 年連続で 700 名以上を達成するとともに、京都トップを維持することとなった。テスト

実施後、テスト返却会、算数講座も実施した。大手学習塾の上位層の受験増加を維持している。 

◆中学校の生徒募集結果 
 2019年度入試は総志願者数425名で倍率4.7倍となり、5年連続で400名を超えた。受験生層

のレベルは上がり、2014年以降、安定している。入学者数は定員90名に対し、103名となった。 

◆高校の生徒募集結果 

2018 年度入試の志願者数は、プログレス757 名、選抜特進230 名、アスリート29名となり、

総計1,016名となった。2016年入試以来、2年ぶりに志願者数1,000名を超え、一貫選抜を含め

た総入学者数は495名となり、2018年度の入学者数（418名）を上回ることとなった。 
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６ 施設等充実に関する事項 

 

付属平安高等学校・中学校のキャンパスの環境をより一層向上させるために、2018年度事業計

画において次の事項を掲げた。 

①各校舎空調機設備更新 

②頂礼館改修 

③グラウンド照明更新工事 

しかしながら、2018 年 9月に発生した台風 21号において体育館棟の大屋根が剥がれるなど、

複数の被害が生じたことから、当初の事業計画を一部変更せざるを得ない状況となった。 

このことを踏まえ、2018年度の実績については以下のとおりである。 

 

◆頂礼館改修工事の実施 

 課外活動の強化及び活性化を図ることを目的として、頂礼館のスペースをクラブボックスに用

途変更し、課外活動の新たな活動拠点として整備した。 

◆台風21号被害箇所の修復工事の実施 

①体育館棟大屋根・床修復工事 

暴風の影響で大屋根全体が剥がれる等の被害を受け、雨漏れにより体育室床全体が使用不能

となったが、新たに屋根や床を敷設し、3ヶ月後（2018年12月）には、授業及び課外活動が行

える状態に回復した。 

 ②各校舎等の被害箇所修復工事 

本館屋根の暴風による変形、体育館連絡通路屋根の破損、敷地外構フェンスの破損、クラブ

倉庫の損壊、駐輪場屋根の剥がれ、亀岡グラウンドの被害等の修復工事を実施し、回復した。  

◆グラウンド水銀灯照明のLEDへの更新化 

グラウンド水銀灯照明3機をLEDに更新する予定で進めていたが、グラウンド以外を含めた整

備が必要であると考えられることから、改めて総合的な計画を策定することとし、2018年度以降

にLEDへの更新に取り組むこととした。 
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７ 人事 （資質向上） に関する事項 

 

教職員の資質向上に向けて、全教職員が「トライアルプラン」（年間計画）を作成し、「相互授

業参観」「研究授業」「教員研修」を行い、スキルアップを図った。また、「学校評価」「授業満足

度評価」の振り返りを各分掌、学年で総括し発表、2019年度に備える取組を行った。 

新任者と担任経験が3年未満の教員に向けて、年2回(1日約 2時間)の研修を実施し、新任者

研修で学んだことも踏まえ、教育活動に於いて実際に感じた疑問点についてディスカッションを

交え、共有できるものを洗い出した。また、「ことば・じかん・いのち」という日常の心得を具体

的な現場の中に、どのようにして落とし込むかを考え「授業力と担任力」を身につけた。 

これらの研修は5年前より実施しており、実践的指導力と使命感を養うとともに、職務の遂行

に必要な研修であるといえる。 

 

 



91 

Ⅲ 財務の概要 

 

１ 学校法人龍谷大学の決算について 

学校法人龍谷大学の決算は、龍谷大学・龍谷大学短期大学部に係る決算と龍谷大学付属平安高等学

校・中学校に係る決算を統合して計上している。 

本法人における財政の管理・運営は、各学校が自律性の高い緊張感のある財政運営を行うことによ

り法人全体の安定した財政基盤が確立されることから、龍谷大学・龍谷大学短期大学部と付属平安高

等学校・平安中学校は独立採算による財政運営を基本として両校それぞれが厳格な財政管理を行うこ

ととしている。 

学校法人龍谷大学の2018年度事業活動収支決算の概要は、龍谷大学・龍谷大学短期大学部において

は「手数料」「寄付金」「補助金」等、平安高等学校・中学校においては「補助金」等の収入が増額

する一方で、支出においては、龍谷大学・龍谷大学短期大学部、平安高等学校・中学校の両校におい

て経費の節減に努めた結果、教育研究経費等が減額となった。 

その結果、事業活動収入は309億4千4百万円（前年度比3億8千2百万円増）、事業活動支出は

281億5千9百万円（前年度比2億8千5百万円減）となり、その結果、事業活動収支は27億8千4

百万円（前年度比6億6千6百万円増）となった。 

また、本法人の資産について、資産総額は1,530億2千2百万円、負債総額は162億7百万円とな

った。その結果、純資産（正味財産）は1,368億1千4百万円となり、前年度比27億8千4百万円の

増となった。 

なお、龍谷大学・龍谷大学短期大学部並びに付属平安高等学校・中学校における決算の詳細につい 

ては以下のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－2018（平成 30）年度決算の概要－ 
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資金収支計算書＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31 日＞

 

収  入  の  部
　　 決　　算

 学生生徒等納付金収入 23,943,518,000 23,889,075,977  54,442,023
 　　授業料収入 16,881,572,000 16,866,868,280  14,703,720
 　　入学金収入 1,283,670,000 1,283,690,000 △ 20,000
 　　実験実習料収入 755,032,000 750,814,217  4,217,783
 　　留学実習料収入 79,185,000 78,945,000  240,000
 　　施設設備資金収入 4,768,720,000 4,740,620,000  28,100,000
 　　その他の学生納付金収入 175,339,000 168,138,480  7,200,520

 
 手数料収入 1,669,974,000 1,771,434,436 △ 101,460,436
 　　入学検定料収入 1,645,451,000 1,747,980,000 △ 102,529,000
 　　大学入試センター試験実施手数料収入 7,951,000 8,481,456 △ 530,456
 　　試験料収入 695,000 1,339,000 △ 644,000
 　　証明手数料収入 15,877,000 13,633,980  2,243,020

 
 寄付金収入 540,696,000 607,550,624 △ 66,854,624
 　　特別寄付金収入 524,375,000 560,708,673 △ 36,333,673
 　　一般寄付金収入 16,321,000 46,841,951 △ 30,520,951

 
 補助金収入 2,523,080,000 2,866,886,046 △ 343,806,046
 　　国庫補助金収入 1,867,191,000 2,181,178,992 △ 313,987,992
 　　地方公共団体補助金収入 653,291,000 683,093,302 △ 29,802,302
　　 その他の補助金収入 2,598,000 2,613,752 △ 15,752

 
 資産売却収入 0 0  0

 
 付随事業・収益事業収入 470,674,000 445,158,328  25,515,672
 　　補助活動収入 123,923,000 120,768,348  3,154,652
 　　受託事業収入 201,069,000 190,497,731  10,571,269
 　　ＲＥＣ収入 102,084,000 96,447,354  5,636,646
 　　免許状更新講習料収入 13,074,000 13,134,000 △ 60,000
 　　龍谷ミュージアム収入 30,524,000 24,310,895  6,213,105

 
 受取利息・配当金収入 505,180,000 532,910,347 △ 27,730,347
 　　第3号基本金引当特定資産運用収入 18,349,000 32,350,474 △ 14,001,474
 　　その他の受取利息・配当金収入 486,831,000 500,559,873 △ 13,728,873

 
 雑収入 726,320,000 760,966,144 △ 34,646,144
 　　施設設備利用料収入 117,356,000 123,594,460 △ 6,238,460
 　　私立大学退職金財団交付金収入 397,860,000 402,112,800 △ 4,252,800
 　　京都府私学退職金財団交付金収入 15,660,000 16,905,400 △ 1,245,400
 　　印刷物売上収入 3,463,000 1,790,005  1,672,995
 　　知的財産収入 9,000 9,138 △ 138
 　　その他の雑収入 191,972,000 216,554,341 △ 24,582,341

 
 借入金等収入 0 0  0

 
 前受金収入 3,842,796,000 3,715,922,512  126,873,488
 　　授業料前受金収入 2,132,528,000 2,026,880,900  105,647,100
 　　入学金前受金収入 1,315,000,000 1,320,770,000 △ 5,770,000
 　　実験実習料前受金収入 101,037,000 97,243,900  3,793,100
 　　施設設備資金前受金収入 241,370,000 223,070,000  18,300,000
 　　留学実習料前受金収入 11,135,000 11,645,000 △ 510,000
 　　その他の前受金収入 41,726,000 36,312,712  5,413,288

 
 その他の収入 2,411,003,000 2,426,685,323 △ 15,682,323
    　　第２号基本金引当特定資産取崩収入 931,816,000 931,813,632  2,368
    　　施設拡充引当特定資産取崩収入 643,132,000 558,508,021  84,623,979
　　 その他の引当特定資産取崩収入 77,714,000 46,040,679  31,673,321
 　　前期末未収入金収入 642,667,000 641,719,359  947,641
 　　貸付金回収収入 115,644,000 144,843,532 △ 29,199,532
 　　保証金回収収入 30,000 30,000  0
 　　預り金受入収入 0 102,894,631 △ 102,894,631
     立替金回収収入 0 835,469 △ 835,469

 
 資金収入調整勘定 △ 4,346,547,000 △ 4,414,740,131  68,193,131
 　　期末未収入金 △ 690,386,000 △ 758,578,741  68,192,741
 　　前期末前受金 △ 3,656,161,000 △ 3,656,161,390  390

 

 前年度繰越支払資金 14,077,321,000 14,077,321,868 △ 868

収入の部合計 46,364,015,000 46,679,171,474 △ 315,156,474
※ ＲＥＣとは龍谷エクステンションセンター（Ryukoku　Extension　Center)の略である。

（単位：円）

科　　　　　目 予　　算 差　　異

１ 資金収支計算書 
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（単位：円）

支  出  の  部
　　 決　　算

 人件費支出 15,510,354,835 15,416,700,964  93,653,871
 　　教員人件費支出 9,879,488,000 9,846,495,113  32,992,887
 　　職員人件費支出 4,996,000,000 4,935,339,016  60,660,984
 　　退職金支出 634,866,835 634,866,835  0

 
 教育研究経費支出 7,658,843,802 7,293,304,406  365,539,396

 　　消耗品費支出 769,735,000 736,993,980  32,741,020
 　　光熱水費支出 568,512,000 515,007,542  53,504,458
 　　印刷製本費支出 217,239,000 203,997,961  13,241,039
 　　通信運搬費支出 150,740,000 147,241,579  3,498,421

 　　旅費交通費支出 439,919,000 398,099,451  41,819,549
 　　修繕費支出 286,772,000 270,455,436  16,316,564
 　　業務委託費支出 3,013,842,000 2,923,445,254  90,396,746
 　　損害保険料支出 14,604,000 14,258,711  345,289
 　　奨学費支出 783,432,000 760,579,148  22,852,852
 　　教育研究補助費支出 264,968,000 245,050,802  19,917,198
 　　学生補助費支出 156,944,802 156,944,802  0
 　　福利費支出 124,294,000 117,565,675  6,728,325
 　　広告費支出 48,662,000 46,504,372  2,157,628
 　　支払手数料・報酬支出 206,646,000 181,566,146  25,079,854
 　　賃借料支出 284,430,000 276,873,714  7,556,286
 　　会合交際費支出 31,778,000 25,281,790  6,496,210
 　　諸会費支出 47,711,000 44,968,075  2,742,925
 　　雑費支出 248,615,000 228,469,968  20,145,032

 
 管理経費支出 1,738,694,656 1,654,999,467  83,695,189
 　　消耗品費支出 31,552,000 26,001,606  5,550,394
 　　光熱水費支出 46,230,000 33,505,444  12,724,556
 　　印刷製本費支出 161,353,000 144,537,132  16,815,868
 　　通信運搬費支出 79,253,000 72,253,203  6,999,797
 　　旅費交通費支出 55,912,000 49,606,976  6,305,024
 　　修繕費支出 29,473,643 29,473,643  0
 　　業務委託費支出 788,877,652 788,877,652  0
 　　損害保険料支出 2,746,000 1,227,281  1,518,719
 　　補助費支出 10,989,000 9,817,571  1,171,429
 　　福利費支出 33,218,000 30,404,641  2,813,359
 　　広告費支出 251,001,000 226,070,077  24,930,923
 　　支払手数料・報酬支出 33,899,000 30,023,707  3,875,293
 　　賃借料支出 60,806,354 60,806,354  0
 　　会合交際費支出 17,279,760 17,279,760  0
 　　公租公課支出 48,257,000 48,196,854  60,146
 　　諸会費支出 17,611,000 16,681,319  929,681
 　　私立大学等経常費補助金返還金支出 1,920,000 1,920,000  0
 　　雑費支出 68,316,247 68,316,247  0

 
 借入金等利息支出 25,653,000 25,606,812  46,188
 　　借入金利息支出 25,653,000 25,606,812  46,188

 
 借入金等返済支出 513,424,000 512,324,000  1,100,000
 　　借入金返済支出 492,824,000 492,824,000  0
 　　学校債返済支出 20,600,000 19,500,000  1,100,000

 
 施設関係支出 1,860,977,735 1,791,133,573  69,844,162
 　　土地支出 266,107,735 266,107,735  0
 　　建物支出 554,032,000 487,631,980  66,400,020
 　　構築物支出 109,835,000 108,401,536  1,433,464
 　　建設仮勘定支出 931,003,000 928,992,322  2,010,678

 
 設備関係支出 777,970,000 627,756,206  150,213,794
 　　教育研究用機器備品支出 490,898,000 408,235,935  82,662,065
     管理用機器備品支出 2,938,000 2,514,240  423,760
 　　図書支出 253,089,000 191,199,431  61,889,569
　 　教育研究用ソフトウェア支出 12,874,000 7,635,600  5,238,400
     管理用ソフトウェア支出 18,171,000 18,171,000  0

 
 資産運用支出 3,718,489,508 3,718,489,408  100
 　　第２号基本金引当特定資産繰入支出 1,000,000,000 1,000,000,000  0
 　　施設拡充引当特定資産繰入支出 2,385,525,000 2,385,525,000  0
 　　退職給与引当特定資産繰入支出 90,380,000 90,379,900  100
 　　その他の引当特定資産繰入支出 235,584,508 235,584,508  0
 　　出資金支出 7,000,000 7,000,000  0

 
 その他の支出 667,618,114 471,859,443  195,758,671
 　　貸付金支払支出 248,260,000 57,536,800  190,723,200
 　　立替金支払支出 836,000 835,469  531
　　 前期末未払金支払支出 358,836,000 358,801,060  34,940
 　　前払金支払支出 54,686,114 54,686,114  0
 　　預り金支払支出 5,000,000 0  5,000,000

科　　　　　目 予　　算 差　　異
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（単位：円）

支  出  の  部
　　 決　　算

　　　  

【予  備  費】 (160,203,650)  

79,796,350 ／  79,796,350
 

 資金支出調整勘定 △ 267,512,000 △ 599,403,083  331,891,083
　   期末未払金 △ 228,162,000 △ 560,053,506  331,891,506
　   前期末前払金 △ 39,350,000 △ 39,349,577 △ 423

 
 翌年度繰越支払資金 14,079,705,000 15,766,400,278 △ 1,686,695,278

 

支出の部合計 46,364,015,000 46,679,171,474 △ 315,156,474

注記1 予備費の使用額は160,203,650円で、その振替科目および金額は次のとおりである。

人件費支出 退職金支出 7,571,835 円
教育研究経費支出 学生補助費支出 17,802 円
管理経費支出 修繕費支出 3,616,643 円
管理経費支出 業務委託費支出 39,797,652 円
管理経費支出 賃借料支出 2,571,354 円
管理経費支出 会合交際費支出 1,265,760 円
管理経費支出 雑費支出 1,894,247 円
施設関係支出 土地支出 1,171,735 円
設備関係支出 管理用ソフトウェア支出 9,990,000 円
資産運用支出 その他の引当特定資産繰入支出 77,747,508 円
その他の支出 前払金支払支出 14,559,114 円

科　　　　　目 予　　算 差　　異
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事業活動収支計算書＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 

（単位：円）

科　　 　　 　　    目

 学生生徒等納付金 　 23,943,518,000 　 23,889,075,977 　 54,442,023
　　 授業料 　 16,881,572,000 　 16,866,868,280 　 14,703,720
　　 入学金 　 1,283,670,000 　 1,283,690,000 △ 20,000
　　 実験実習料 　 755,032,000 　 750,814,217 　 4,217,783
　　 留学実習料 　 79,185,000 　 78,945,000 　 240,000
　　 施設設備資金 　 4,768,720,000 　 4,740,620,000 　 28,100,000
　　 その他の学生納付金 　 175,339,000 　 168,138,480 　 7,200,520

　 　
 手数料 　 1,669,974,000 　 1,771,434,436 △ 101,460,436
　　 入学検定料 　 1,645,451,000 　 1,747,980,000 △ 102,529,000
　　 大学入試センター試験実施手数料 　 7,951,000 　 8,481,456 △ 530,456
　　 試験料 　 695,000 　 1,339,000 △ 644,000
　　 証明手数料 　 15,877,000 　 13,633,980 　 2,243,020

　 　
 寄付金 　 540,706,000 　 594,342,459 △ 53,636,459
　　 特別寄付金 　 520,352,000 　 544,992,373 △ 24,640,373
　　 一般寄付金 　 16,321,000 　 46,841,951 △ 30,520,951
　　 現物寄付 　 4,033,000 　 2,508,135 　 1,524,865

　 　
 経常費等補助金 　 2,413,367,000 　 2,641,093,046 △ 227,726,046
　　 国庫補助金 　 1,757,478,000 　 1,956,735,992 △ 199,257,992
　　 地方公共団体補助金 　 653,291,000 　 681,743,302 △ 28,452,302
　　 その他の補助金 　 2,598,000 　 2,613,752 △ 15,752

　 　
 付随事業収入 　 470,674,000 　 445,158,328 　 25,515,672
　　 補助活動収入 　 123,923,000 　 120,768,348 　 3,154,652
　　 受託事業収入 　 201,069,000 　 190,497,731 　 10,571,269
　　 ＲＥＣ収入 　 102,084,000 　 96,447,354 　 5,636,646
　　 免許状更新講習料収入 　 13,074,000 　 13,134,000 △ 60,000
　　 龍谷ミュージアム収入 　 30,524,000 　 24,310,895 　 6,213,105

　 　 　
 雑収入 　 726,320,000 　 765,156,307 △ 38,836,307
　　 施設設備利用料 　 117,356,000 　 123,594,460 △ 6,238,460
　　 私立大学退職金財団交付金 　 397,860,000 　 402,112,800 △ 4,252,800
　　 京都府私学退職金財団交付金 15,660,000 16,905,400 △ 1,245,400
　　 印刷物売上収入 　 3,463,000 　 1,790,005 　 1,672,995
　　 知的財産収入 　 9,000 　 9,138 △ 138
　　 徴収不能引当金戻入額 0 4,166,368 △ 4,166,368
　　 その他の雑収入 　 191,972,000 　 216,578,136 △ 24,606,136

　 　

教育活動収入計 　 29,764,559,000 　 30,106,260,553 △ 341,701,553

科　　 　　 　　    目

 人件費 　 15,652,374,357 　 15,558,720,486 　 93,653,871
　　 教員人件費 　 9,879,488,000 　 9,846,495,113 　 32,992,887
　　 職員人件費 　 4,996,000,000 　 4,935,339,016 　 60,660,984
　　 退職給与引当金繰入額 　 776,886,357 　 776,886,357 　 0

　 　 　
 教育研究経費 　 10,642,080,802 　 10,269,168,206 　 372,912,596
　　 消耗品費 　 773,768,000 　 739,502,115 　 34,265,885
　　 光熱水費 　 568,512,000 　 515,007,542 　 53,504,458
　　 印刷製本費 　 217,239,000 　 203,997,961 　 13,241,039
　　 通信運搬費 　 150,740,000 　 147,241,579 　 3,498,421
　　 旅費交通費 　 439,919,000 　 398,099,451 　 41,819,549
　　 修繕費 　 286,772,000 　 270,455,436 　 16,316,564
　　 業務委託費 　 3,013,842,000 　 2,923,445,254 　 90,396,746
　　 損害保険料 　 14,604,000 　 14,258,711 　 345,289
　　 奨学費 　 783,432,000 　 760,579,148 　 22,852,852
　　 教育研究補助費 　 264,968,000 　 245,050,802 　 19,917,198
　　 学生補助費 　 156,944,802 　 156,944,802 　 0
　　 福利費 　 124,294,000 　 117,565,675 　 6,728,325
　　 広告費 　 48,662,000 　 46,504,372 　 2,157,628
　　 支払手数料・報酬 　 206,646,000 　 181,566,146 　 25,079,854
　　 賃借料 284,430,000 276,873,714 　 7,556,286
　　 会合交際費 　 31,778,000 　 25,281,790 　 6,496,210
　　 諸会費 　 47,711,000 　 44,968,075 　 2,742,925
　　 減価償却額 　 2,979,204,000 　 2,973,355,665 　 5,848,335
　　 雑費 　 248,615,000 　 228,469,968 　 20,145,032

　 　 　

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

２ 事業活動収支計算書 
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（単位：円）

科　　 　　 　　    目

 管理経費 　 1,849,915,435 　 1,764,140,863 　 85,774,572
　　 消耗品費 　 31,552,000 　 26,001,606 　 5,550,394
　　 光熱水費 　 46,230,000 　 33,505,444 　 12,724,556
　　 印刷製本費 　 161,353,000 　 144,537,132 　 16,815,868
　　 通信運搬費 　 79,253,000 　 72,253,203 　 6,999,797
　　 旅費交通費 　 55,912,000 　 49,606,976 　 6,305,024
　　 修繕費 　 29,473,643 　 29,473,643 　 0
　　 業務委託費 　 788,877,652 　 788,877,652 　 0
　　 損害保険料 　 2,746,000 　 1,227,281 　 1,518,719
　　 補助費 　 10,989,000 　 9,817,571 　 1,171,429
　　 福利費 　 33,218,000 　 30,404,641 　 2,813,359
　　 広告費 　 251,001,000 　 226,070,077 　 24,930,923
　　 支払手数料・報酬 　 33,899,000 　 30,023,707 　 3,875,293
　　 賃借料 　 60,806,354 　 60,806,354 　 0
　　 会合交際費 　 17,279,760 　 17,279,760 　 0
　　 公租公課 　 48,257,000 　 48,196,854 　 60,146
　　 諸会費 　 17,611,000 　 16,681,319 　 929,681
　　 私立大学等経常費補助金返還金 　 1,920,000 　 1,920,000 　 0
　　 減価償却額 　 111,088,000 　 109,008,617 　 2,079,383
　　 雑費 　 68,449,026 　 68,449,026 　 0

 徴収不能額等 605,808 605,808 　 0
　　 徴収不能額 605,808 605,808 　 0

　 　

教育活動支出計 　 28,144,976,402 　 27,592,635,363 　 552,341,039

　　 教育活動収支差額 　 1,619,582,598 　 2,513,625,190 △ 894,042,592

科　　 　　 　　    目

 受取利息・配当金 　 505,180,000 　 532,910,347 △ 27,730,347
　　 第３号基本金引当特定資産運用収入 　 18,349,000 　 32,350,474 △ 14,001,474
　　 その他の受取利息・配当金 　 486,831,000 　 500,559,873 △ 13,728,873

　
 その他の教育活動外収入 0 0 　 0

　 　

教育活動外収入計 　 505,180,000 　 532,910,347 △ 27,730,347

科　　 　　 　　    目
　 　

 借入金等利息 　 25,653,000 　 25,606,812 　 46,188
　　 借入金利息 　 25,653,000 　 25,606,812 　 46,188

 その他の教育活動外支出 0 0 　 0
　 　

教育活動外支出計 　 25,653,000 　 25,606,812 　 46,188

　　 教育活動外収支差額 　 479,527,000 　 507,303,535 △ 27,776,535

　　 　　 経常収支差額 　 2,099,109,598 　 3,020,928,725 △ 921,819,127

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異
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（単位：円）

科　　 　　 　　    目

 資産売却差額 　 0 　 0 　 0
　 　

 その他の特別収入 　 161,075,000 　 305,031,873 △ 143,956,873
　　 施設設備寄付金 　 4,023,000 　 15,716,300 △ 11,693,300
　　 現物寄付 　 47,339,000 　 63,522,573 △ 16,183,573
　　 施設設備補助金 　 109,713,000 　 225,793,000 △ 116,080,000

　 　

特別収入計 　 161,075,000 　 305,031,873 △ 143,956,873

科　　 　　 　　    目

 資産処分差額 　 535,503,521 　 531,224,709 　 4,278,812
     建物処分差額 405,914,979 405,914,979 　 0
　　 構築物処分差額 　 45,855,000 　 45,854,545 　 455
　　 教育研究用機器備品処分差額 　 65,128,000 　 60,849,643 　 4,278,357
　　 管理用機器備品処分差額 　 2,773,765 　 2,773,765 　 0
　　 図書処分差額 　 15,689,880 　 15,689,880 　 0
　　 車輌処分差額 141,897 141,897 　 0

　 　 　
 その他の特別支出 　 10,440,000 　 10,440,000 　 0
    過年度修正額 　 10,440,000 　 10,440,000 0

特別支出計 　 545,943,521 　 541,664,709 　 4,278,812

　　 　　 特別収支差額 △ 384,868,521 △ 236,632,836 △ 148,235,685

(87,515,923) 　 　

152,484,077 ／ 152,484,077

　 1,561,757,000 　 2,784,295,889 △ 1,222,538,889

△ 2,942,077,000 △ 2,717,899,080 △ 224,177,920

△ 1,380,320,000 　 66,396,809 △ 1,446,716,809

△ 17,934,708,000 △ 17,934,707,698 △ 302

基本金取崩額 0 0 　 0

△ 19,315,028,000 △ 17,868,310,889 △ 1,446,717,111

（参考）

30,430,814,000 　 30,944,202,773 △ 513,388,773

　 28,869,057,000 　 28,159,906,884 　 709,150,116

注記1 予備費の使用額は87,515,923円で、その振替科目および金額は次のとおりである。

人件費 11,447,357 円
教育研究経費 学生補助費 17,802 円
管理経費 修繕費 3,616,643 円
管理経費 業務委託費 39,797,652 円
管理経費 賃借料 2,571,354 円
管理経費 会合交際費 1,265,760 円
管理経費 雑費 2,027,026 円
徴収不能額等 徴収不能額 605,808 円
資産処分差額 建物処分差額 1,877,979 円
資産処分差額 管理用機器備品処分差額 495,765 円
資産処分差額 図書処分差額 13,210,880 円
資産処分差額 車両処分差額 141,897 円
その他の特別支出 過年度修正額 10,440,000 円

事業活動収入計

事業活動支出計

退職給与引当金繰入額

〔予備費〕

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

翌年度繰越収支差額

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異
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貸借対照表＜2019（平成31）年3月31日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資　産　の　部

固定資産 136,424,521,944 135,469,129,879   955,392,065
  

　有形固定資産 94,284,224,690 95,408,202,865 △ 1,123,978,175
  

　　土地 16,514,035,362 16,247,927,627   266,107,735
　　建物 52,132,219,723 53,966,449,688 △ 1,834,229,965
　　構築物 4,973,665,797 5,170,195,021 △ 196,529,224
　　教育研究用機器備品 6,184,719,191 6,579,585,717 △ 394,866,526
　　管理用機器備品 150,927,193 171,247,852 △ 20,320,659
　　図書 13,343,804,166 13,161,809,079   181,995,087
　　車両 22,795,936 31,021,181 △ 8,225,245
　　建設仮勘定 962,057,322 79,966,700   882,090,622

  
　特定資産 40,988,583,707 38,813,456,631   2,175,127,076

  
    第２号基本金引当特定資産 311,924,561 243,738,193   68,186,368
    第３号基本金引当特定資産 595,946,218 595,946,218   0
    施設拡充引当特定資産 11,800,884,525 9,973,867,546   1,827,016,979
    退職給与引当特定資産 5,040,198,076 4,949,818,176   90,379,900
    研究助成引当特定資産 1,600,000,000 1,600,000,000   0
    奨学金引当特定資産 2,148,739,000 2,148,739,000   0
    その他の引当特定資産 19,490,891,327 19,301,347,498   189,543,829

  
　その他の固定資産 1,151,713,547 1,247,470,383 △ 95,756,836

  
    電話加入権 17,043,043 17,043,043   0
    教育研究用ソフトウェア 74,373,256 95,921,475 △ 21,548,219
    管理用ソフトウェア 26,883,241 12,533,486   14,349,755
    有価証券 19,000,000 19,000,000   0
    長期貸付金 762,300,487 857,828,859 △ 95,528,372
    出資金 201,478,000 194,478,000   7,000,000
    保証金 50,635,520 50,665,520 △ 30,000

  
流動資産 16,598,303,791 14,775,820,041   1,822,483,750

  
　　現金預金 15,766,400,278 14,077,321,868   1,689,078,410
　　未収入金 764,706,899 647,980,296   116,726,603
　　短期貸付金 9,510,500 8,168,300   1,342,200
　　前払金 54,686,114 39,349,577   15,336,537
　　立替金 3,000,000 3,000,000   0

資産の部合計 153,022,825,735 150,244,949,920   2,777,875,815

（単位：円）

科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　減

３ 貸借対照表 
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（単位：円）

負　債　の　部

固定負債 8,949,157,154 9,424,955,593 △ 475,798,439

　長期借入金 3,543,250,000 4,006,074,000 △ 462,824,000
　学校債 10,500,000 17,700,000 △ 7,200,000
　長期未払金 157,222,956 305,016,917 △ 147,793,961
　退職給与引当金 5,238,184,198 5,096,164,676   142,019,522

  
流動負債 7,258,746,527 6,789,368,162   469,378,365

  
　短期借入金 462,824,000 492,824,000 △ 30,000,000
　１年以内償還予定学校債 7,300,000 19,600,000 △ 12,300,000
　未払金 707,847,467 358,824,855   349,022,612
　前受金 3,715,922,512 3,656,161,390   59,761,122
　預り金 2,364,852,548 2,261,957,917   102,894,631

負債の部合計 16,207,903,681 16,214,323,755 △ 6,420,074

純　資　産　の　部

  
基本金   154,683,232,943   151,965,333,863   2,717,899,080

      

　第１号基本金   151,780,362,164   149,161,649,452   2,618,712,712
　第２号基本金   311,924,561   243,738,193   68,186,368
　第３号基本金   595,946,218   595,946,218   0
　第４号基本金   1,995,000,000   1,964,000,000   31,000,000

      
繰越収支差額 △ 17,868,310,889 △ 17,934,707,698   66,396,809

    

　翌年度繰越収支差額 △ 17,868,310,889 △ 17,934,707,698   66,396,809

    

純資産の部合計   136,814,922,054   134,030,626,165 2,784,295,889

負債及び純資産の部合計   153,022,825,735   150,244,949,920   2,777,875,815

科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　減

科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　減
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注記
１．重要な会計方針

　　（１）引当金の計上基準

　　　　徴収不能引当金

　　　　　長期貸付金の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については

　　　　　個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

　　　　退職給与引当金
　　　　　①龍谷大学・龍谷大学短期大学部
　　　　　退職金の支給に備えるため、期末要支給額7,555,979,494円の100％を基にして、公益財団法人私立大学退職金財団
　　　　　に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。
　　　　　②平安高等学校・中学校
　　　　  退職金の支給に備えるため、期末要支給額818,876,000円の100％を基にして、京都府私学退職金財団からの交　  　　　　　　　　
　　　　  付金相当額を控除した金額の100％を基にして計上している。

　　（２）その他の重要な会計方針
　　　　有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

　　　　預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
　　　　　預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

　　　　教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法
　　　　　補助活動に係る収支は総額で表示している。

        減価償却資産
　　　　　①減価償却の方法等
　　　　　　減価償却はソフトウェアを除き残存価額を取得価額の10％とする定額法で実施している。
　　　　　　会計年度の中途で取得した固定資産にかかる減価償却の計算は、翌会計年度から行っている。
            ただし、リース対象資産の減価償却は「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)により、
　　　　　　リース期間に合わせて行っている。
　　　　　　固定資産の耐用年数は学校法人委員会報告第28号および固定資産の使用状況等を勘案して本法人において自主的
　　　　　　に決定しており、主な耐用年数は以下のとおりである。

区　　分

建 物 及 び
付 帯 設 備

構　築　物

車　　 　両
ソフトウェア

　　　　　②減価償却資産の計上基準
　　　　　　１個または１組の金額が２０万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生・教職員等が使
　　　　　　用する机、椅子等は少額重要資産として金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品・管理用機器備品に計上して
　　　　　　いる。

２．重要な会計方針の変更等 該当事項なし

３．減価償却額の累計額の合計額 60,414,824,803 円

４．徴収不能引当金の合計額 43,711,081 円

５．担保に供されている資産の種類及び額 土地 1,424,233,622 円
建物 20,967,994,721 円

６．翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入れを行なうこととなる金額 4,335,932,161 円

７．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
　　第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

種　　類 耐用年数
鉄筋コンクリート造 60年
ブ　ロ　ッ　ク　造 50年
木　　　　　　　造 30年
そ　の　他　建　物 10年
昇　降　機　設　備 17年
冷暖房ボイラー設備 13年

給 排 水 衛 生 設 備 15年
電　 気　 設　 備 15年

機 器 備 品
教 育 研 究 備 品 10年
事   務   備   品 10年

 5年
 5年

30年
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８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
　　（１）有価証券の時価情報

①　総括表 （単位：円）

②　明細表 （単位：円）

　　（２）デリバティブ取引 該当事項なし

　　（３）学校法人の出資による会社に係る事項
　　　　当学校法人の出資割合が総出資額の２分の１以上である会社の状況は、次のとおりである。

（単位：円）

委託手数料他

期首残高
9,000,000

0
335,340

0
0
0当該会社からの前受金 0 0 0

保証債務 当該会社に対する一切の債務保証は行っていない。

当該会社からの借入金 0 0 0
当該会社からの未収入金 0 3,536,278 3,536,278

当該会社への貸付金 0 0 0
当該会社への未払金 335,340 0 0

（単位：円）
資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社への出資金等 0 0 9,000,000

2,815,450
学生施設利用料 15,680,000
雑収入他 12,029,760

当該会社への支払額 1,223,858,256

資本金 ９,０００,０００円　　　１８,０００株

学校法人の出資状況
平成２５年２月１４日　　　９,０００,０００円　　１８,０００株
総出資金額に占める割合１００％

当期中に龍谷大学・龍谷大学短期大学
部が受け入れた配当及び寄付の金額並
びに学校法人との資金、取引等の状況

当該会社からの受入額 特別寄付金 117,000,000
光熱水費

有価証券合計 33,594,863,054

名称 龍谷メルシー株式会社

事業内容

・清掃、警備、設備管理、保守等の業務
・大学管理運営業務
・食品、清涼飲料水等の販売及び販売管理業務
・損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
・設備・機器・備品、物品（用品・消耗品）等の販売、斡旋　　など

時価のない有価証券
第３号基本金引当特定資産 80,000,000

有価証券 19,000,000

その他 0 0 0

合　　計 33,495,863,054 33,757,553,500 261,690,446

投資信託 0 0 0

貸付信託 0 0 0

債券 33,495,863,054 33,757,553,500 261,690,446

株式 0 0 0

有価証券合計 33,594,863,054

当年度（平成31年3月31日）

貸借対照表
計上額

時　　価 差　　額

（うち満期保有目的の債券） (33,495,863,054) (33,757,553,500) (261,690,446)

時価のない有価証券
第３号基本金引当特定資産 80,000,000

有価証券 19,000,000

（うち満期保有目的の債券） (9,400,000,000) (8,960,462,000) (△ 439,538,000)

合　　計 33,495,863,054 33,757,553,500 261,690,446

（うち満期保有目的の債券） (24,095,863,054) (24,797,091,500) (701,228,446)

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 9,400,000,000 8,960,462,000 △ 439,538,000

当年度（平成31年3月31日）

貸借対照表
計上額

時　　価 差　　額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 24,095,863,054 24,797,091,500 701,228,446
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2018（平成30）年度財産目録総括表 

 

 
 

 

 

 

 

　　（４）主な外貨建資産・負債 該当事項なし

　　（５）偶発債務 該当事項なし

　　（６）所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

円 円
円 円
円 円

　　②平成21年3月31日以前に開始したリース取引 該当事項なし

　　（７）純額で表示した補助活動に係る収支　 該当事項なし

　　（８）関連当事者との取引 該当事項なし

　　（９）後発事象 　　　　該当事項なし

　　（10）学校法人間の財務取引 　　　　該当事項なし

　　（11）会計年度末返済約定の借入金の会計処理
　　　　　本会計年度末に返済約定の借入金24,500,000円については、本会計年度末日が銀行休業日だが、返済約定日に
　　　　返済が行われたものとして処理し、それに伴い第1号基本金の過年度末組入額についても同額を組み入れている。

＜リース物件の種類＞ ＜リース料総額＞ ＜未経過リース料期末残高＞

教 育 研 究 用 機 器 備 品 38,413,061 12,618,656
管 理 用 機 器 備 品 0 0
教 育 研 究 用 消 耗 品 528,023 121,184

（単位：円）

                  　　年　度                   　　年　度

 科　目  科　目

 一　基本財産 94,284,224,690  二　運用財産 58,738,601,045

　１　土地（団地別） 　１　預貯金・現金 15,766,400,278

　　( 1)深草校地 90,036.26 ㎡ 4,773,381,759 　２　特定資産 40,988,583,707

　　( 2)大宮校地 16,188.04 ㎡ 631,758,695 　３　有価証券 19,000,000

　　( 3)瀬田校地 199,996.00 ㎡ 2,059,959,000 　４　未収入金 764,706,899

　　( 4)南大日校地 63,803.39 ㎡ 1,601,362,088 　５　前払金 54,686,114

　　( 5)大津校地 549.51 ㎡ 1,025,385 　６　電話加入権 17,043,043

　　( 6)深草（寄宿舎）校地 2,696.03 ㎡ 621,227,335 　７　ソフトウェア 101,256,497

　　( 7)深草（教員宿舎）校地 64.06 ㎡ 14,412,722 　８　長期貸付金 762,300,487

　　( 8)大津（寄宿舎）校地 1,354.14 ㎡ 138,500,000 　９　出資金 201,478,000

　　( 9)瀬田バス停敷地 708.67 ㎡ 255,000,000 　10　保証金 50,635,520

　　(10)瀬田運動場予定地 199,853.00 ㎡ 4,858,824,385 　11　短期貸付金 9,510,500

　　(11)平安高等学校及び平安中学校 24,795.75 ㎡ 858,841,024 　12　立替金 3,000,000

　　(12)花背学舎 446.13 ㎡ 810,000  三　負債総額 16,207,903,681

　　(13)亀岡グラウンド 20,998.00 ㎡ 63,000,801 　１　固定負債 8,949,157,154

　　(14)龍谷大平安ボールパーク 47,223.00 ㎡ 499,000,000 　　(1)長期借入金 3,543,250,000

　　(15)その他 295.01 ㎡ 136,932,168 　　(2)学校債 10,500,000

計 669,006.99 ㎡ 16,514,035,362 　　(3)長期未払金 157,222,956

　２　建物 　　(4)退職給与引当金 5,238,184,198

　　( 1)校舎(龍谷大学・龍谷大学短期大学部） 243,856.92 ㎡ 39,319,726,303 　２　流動負債 7,258,746,527

　　( 2)図書館 18,988.66 ㎡ 3,602,056,626 　　(1)短期借入金 462,824,000

　　( 3)体育館 19,489.73 ㎡ 2,880,960,681 　　(2)1年以内償還予定学校債 7,300,000

　　( 4)寄宿舎 3,132.87 ㎡ 627,167,467 　　(3)未払金 707,847,467

　　( 5)ＲＥＣホール 7,869.72 ㎡ 1,823,496,912 　　(4)前受金 3,715,922,512

　　( 6)校舎(平安高等学校・中学校） 25,559.59 ㎡ 2,543,257,460 　　(5)預り金 2,364,852,548

　　( 7)守衛所 19.05 ㎡ 783,179

　　( 8)変電室 16.50 ㎡ 1

　　( 9)校外学舎（花背学舎） 88.92 ㎡ 3

　　(10)付属棟（亀岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞｯｸｽ） 105.30 ㎡ 1,367,401  五　純資産（四－三） 136,814,922,054

　　(11)管理棟（龍谷大平安ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ） 289.18 ㎡ 85,927,500

　　(12)その他 6,991.78 ㎡ 1,247,476,190

計 326,408.22 ㎡ 52,132,219,723
　３　構築物 1,864 件 4,973,665,797
　４　機器備品 144,790 点 6,335,646,384
　５　図書 2,295,433 冊 13,343,804,166
　６　車両・船艇 8 台 22,795,936
　７　建設仮勘定 962,057,322

2018(平成30)年度末

－

2018(平成30)年度末

 四　基本財産＋運用財産 153,022,825,735

４ 財産目録 
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２ 龍谷大学の決算について 

 

１ 事業目的別収支計算書 

 2018年度は「第2期中期計画」の4年目となり、2中で掲げられた経営基盤の強化、大学の個性

化・特色化、外部環境の変化への対応等に係る諸事業の推進を図る年であった。 

 2018年度における特徴的な取組としては、農学部を母体とした大学院農学研究科「食農科学専攻」

（修士課程及び博士後期課程）を開設したほか、龍谷大学が2019年度に創立380周年を迎えるにあ

たり実施する「創立380周年記念事業」の一環として、「龍谷大学創立380周年記念事業募金」を開

始した。 

 教育面においては、2018年4月より使用を開始した大宮キャンパスの東黌において「ラーニング

コモンズ（スチューデントコモンズ）」を整備し、学生の自主的学修や交流を促すとともに、学生の

就職支援の充実を図るためにキャリアセンターを配置した。また、施設面においては、伏見区深草

西浦町に新規に取得した土地に、留学生寮や短期研修会場、宿泊機能を完備させることにより、学

生、教職員、卒業生及び保護者等が幅広い用途で使用できる「深草キャンパス学生生活支援施設（仮

称）」の建設に向けた準備を開始した。 

 2018年度の事業目的別収支決算の概要は、収入では、入学検定料収入において、全入学試験志願

者数が7万人を超え、予算に比して9千6百万円の増額となった。また、寄付金収入では、創立380

周年記念事業募金活動の推進により、7 千万円の増額となった。このほか、補助金収入では、経常

費補助金の圧縮率の改善等による増額及び耐震改築（学友会館跡地施設）に係る防災機能等強化緊

急特別推進事業補助金の採択等により、3億1千4百万円の増額となった。 

 一方、支出においては、教育面において、全学的もしくは各学部において展開される教学諸事業

の充実に係る予算である「教学充実費」を前年に比べ大幅に増額し、様々な教学事業を推進した。

また、普通教室のマルチメディア機器整備事業を推進したほか、大宮コモンズにおけるライティン

グ支援の開始に伴い、運営体制や支援方策等の更なる充実を図るため、2018年4月より新たに「ラ

イティングサポートセンター」を設置し、全学的な支援体制を整備した。 

 研究面では、文部科学省「私立大学研究ブランディング事業」1 件、及び「私立大学戦略的研究

基盤形成支援事業」3件の実施、4件の学内資金事業型研究を推進するなど、本学の特色を活かした

研究を展開した。 

 学生支援に関しては、キャリア教育・就職支援の強化・充実を図るとともに、奨学金の充実、グ

ローバルパスポート制度等によるグローバル教育の充実のほか、障がいのある学生の支援やボラン

ティア活動の支援など、様々な面から学生支援の充実を図った。 

 これらの結果、2018年度決算における収支および財務状況は次のとおりとなった。 
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事業目的別収支計算書＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収入の部） （支出の部） 　　　（単位：円）

予　算 決　算 差　異 予　算 決　算 差　異

１．学生生徒等納付金収入 22,714,228,000 22,660,166,477 54,061,523 １．人件費支出 14,188,654,000 14,143,639,898 45,014,102

２．手数料収入 1,645,474,000 1,741,957,736 △ 96,483,736 ２．教育研究費支出 6,683,564,000 6,335,807,751 347,756,249

３．寄付金収入 410,776,000 481,532,736 △ 70,756,736 ３．管理維持費支出 2,035,376,000 1,907,059,998 128,316,002

４．補助金収入 1,879,700,000 2,193,984,409 △ 314,284,409 ４．職員厚生福利費支出 264,102,000 72,088,386 192,013,614

　

５．資産売却収入 0 0 0 ５．運営費支出 918,973,000 897,671,392 21,301,608

６．付随事業収入 468,174,000 443,187,566 24,986,434 ６． 388,993,000 388,992,800 200

７．受取利息・配当金収入 504,680,000 532,073,336 △ 27,393,336 ７．施設設備整備費支出 1,962,140,000 1,950,780,526 11,359,474

８．雑収入 638,260,000 681,867,816 △ 43,607,816 ８．引当金･積立金支出 3,485,584,000 3,499,590,069 △ 14,006,069

９．借入金等収入 0 0 0 ９．国際学部創設費 3,000,000 3,000,000 0

(130,867,695)

10．その他の収入 1,763,336,000 1,673,958,504 89,377,496 10．予備費 200,000,000 200,000,000

11．前年度繰越収支差額 7,902,431,000 7,902,431,089 △ 89 11．次年度繰越収支差額 7,796,673,000 9,112,528,849 △ 1,315,855,849

37,927,059,000 38,311,159,669 △ 384,100,669 37,927,059,000 38,311,159,669 △ 384,100,669合　　　計 合　　　計

科　　　目 科　　　目

 一般施設等借入金元利返済金支出
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資金収支計算書＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 

収  入  の  部

 学生生徒等納付金収入 22,714,228,000 22,660,166,477  54,061,523
 　　授業料収入 15,942,982,000 15,928,728,780  14,253,220
 　　入学金収入 1,259,850,000 1,259,870,000 △ 20,000
 　　実験実習料収入 755,032,000 750,814,217  4,217,783
 　　留学実習料収入 79,185,000 78,945,000  240,000
 　　施設設備資金収入 4,501,840,000 4,473,670,000  28,170,000
 　　その他の学生納付金収入 175,339,000 168,138,480  7,200,520

 手数料収入 1,645,474,000 1,741,957,736 △ 96,483,736
 　　入学検定料収入 1,621,451,000 1,719,120,000 △ 97,669,000
 　　大学入試センター試験実施手数料収入 7,951,000 8,481,456 △ 530,456
 　　試験料収入 695,000 1,339,000 △ 644,000
 　　証明手数料収入 15,377,000 13,017,280  2,359,720

 寄付金収入 410,776,000 481,532,736 △ 70,756,736
 　　特別寄付金収入 394,455,000 435,990,785 △ 41,535,785
 　　一般寄付金収入 16,321,000 45,541,951 △ 29,220,951

 補助金収入 1,879,700,000 2,193,984,409 △ 314,284,409
 　　国庫補助金収入 1,867,191,000 2,181,178,992 △ 313,987,992
 　　地方公共団体補助金収入 9,911,000 10,191,665 △ 280,665
　　 その他の補助金収入 2,598,000 2,613,752 △ 15,752

 資産売却収入 0 0  0

 付随事業・収益事業収入 468,174,000 443,187,566  24,986,434
 　　補助活動収入 121,423,000 118,797,586  2,625,414
 　　受託事業収入 201,069,000 190,497,731  10,571,269
 　　ＲＥＣ収入 102,084,000 96,447,354  5,636,646
 　　免許状更新講習料収入 13,074,000 13,134,000 △ 60,000
 　　龍谷ミュージアム収入 30,524,000 24,310,895  6,213,105

 受取利息・配当金収入 504,680,000 532,073,336 △ 27,393,336
 　　第3号基本金引当特定資産運用収入 18,346,000 32,346,567 △ 14,000,567
 　　その他の受取利息・配当金収入 486,334,000 499,726,769 △ 13,392,769

 雑収入 638,260,000 681,867,816 △ 43,607,816
 　　施設設備利用料収入 109,756,000 115,145,858 △ 5,389,858
 　　私立大学退職金財団交付金収入 397,860,000 402,112,800 △ 4,252,800
 　　印刷物売上収入 3,463,000 1,790,005  1,672,995
 　　知的財産収入 9,000 9,138 △ 138
 　　その他の雑収入 127,172,000 162,810,015 △ 35,638,015

 借入金等収入 0 0  0

 前受金収入 3,792,996,000 3,655,922,512  137,073,488
 　　授業料前受金収入 2,132,528,000 2,026,880,900  105,647,100
 　　入学金前受金収入 1,265,200,000 1,260,770,000  4,430,000
 　　実験実習料前受金収入 101,037,000 97,243,900  3,793,100
 　　施設設備資金前受金収入 241,370,000 223,070,000  18,300,000
 　　留学実習料前受金収入 11,135,000 11,645,000 △ 510,000
 　　その他の前受金収入 41,726,000 36,312,712  5,413,288

 その他の収入 2,314,503,000 2,311,231,664  3,271,336
    　　第２号基本金引当特定資産取崩収入 931,816,000 931,813,632  2,368
    　　施設拡充引当特定資産取崩収入 643,132,000 558,508,021  84,623,979
　　 その他の引当特定資産取崩収入 77,714,000 46,040,679  31,673,321
 　　前期末未収入金収入 551,167,000 551,090,624  76,376
 　　貸付金回収収入 110,644,000 137,566,172 △ 26,922,172
 　　保証金返還収入 30,000 30,000  0
 　　預り金受入収入 0 85,347,067 △ 85,347,067
     立替金回収収入 0 835,469 △ 835,469

 資金収入調整勘定 △ 4,207,727,000 △ 4,288,013,038  80,286,038
 　　期末未収入金 △ 575,386,000 △ 655,671,648  80,285,648
 　　前期末前受金 △ 3,632,341,000 △ 3,632,341,390  390

 前年度繰越支払資金 13,460,392,000 13,460,392,103 △ 103

収入の部合計 43,621,456,000 43,874,303,317 △ 252,847,317

※ ＲＥＣとは龍谷エクステンションセンター（Ryukoku　Extension　Center)の略である。

（単位：円）

科　　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異

２ 資金収支計算書 
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（単位：円）

支  出  の  部

 人件費支出 14,400,321,835 14,315,832,125  84,489,710
 　　教員人件費支出 8,944,588,000 8,918,319,052  26,268,948
 　　職員人件費支出 4,848,940,000 4,790,719,238  58,220,762
 　　退職金支出 606,793,835 606,793,835  0

 
 教育研究経費支出 6,972,792,000 6,653,762,652  319,029,348

 　　消耗品費支出 715,553,000 690,767,522  24,785,478
 　　光熱水費支出 540,307,000 486,332,928  53,974,072
 　　印刷製本費支出 212,634,000 200,369,444  12,264,556
 　　通信運搬費支出 139,976,000 138,546,044  1,429,956

 　　旅費交通費支出 389,363,000 349,163,277  40,199,723
 　　修繕費支出 211,279,000 207,760,011  3,518,989
 　　業務委託費支出 2,918,916,000 2,839,963,613  78,952,387
 　　損害保険料支出 14,424,000 14,216,921  207,079
 　　奨学費支出 516,432,000 503,937,035  12,494,965
 　　教育研究補助費支出 264,968,000 245,050,802  19,917,198
 　　学生補助費支出 91,247,000 88,070,092  3,176,908
 　　福利費支出 114,949,000 108,797,806  6,151,194
 　　広告費支出 48,662,000 46,504,372  2,157,628
 　　支払手数料・報酬支出 205,501,000 179,875,188  25,625,812
 　　賃借料支出 264,683,000 259,269,892  5,413,108
 　　会合交際費支出 31,778,000 25,281,790  6,496,210
 　　諸会費支出 44,891,000 42,469,008  2,421,992
 　　雑費支出 247,229,000 227,386,907  19,842,093

 
 管理経費支出 1,610,912,297 1,536,960,226  73,952,071
 　　消耗品費支出 19,265,000 15,866,525  3,398,475
 　　光熱水費支出 44,026,000 33,500,763  10,525,237
 　　印刷製本費支出 151,648,000 133,609,692  18,038,308
 　　通信運搬費支出 73,833,000 67,685,186  6,147,814
 　　旅費交通費支出 46,925,000 41,826,252  5,098,748
 　　修繕費支出 19,359,261 19,359,261  0
 　　業務委託費支出 739,728,115 739,728,115  0
 　　損害保険料支出 932,121 932,121  0
 　　補助費支出 10,989,000 9,817,571  1,171,429
 　　福利費支出 28,411,000 27,055,030  1,355,970
 　　広告費支出 246,592,000 222,060,117  24,531,883
 　　支払手数料・報酬支出 27,781,000 24,533,387  3,247,613
 　　賃借料支出 53,499,696 53,499,696  0
 　　会合交際費支出 17,279,760 17,279,760  0
 　　公租公課支出 46,899,154 46,899,154  0
 　　諸会費支出 15,758,000 15,321,406  436,594
 　　私立大学等経常費補助金返還金支出 1,920,000 1,920,000  0
 　　雑費支出 66,066,190 66,066,190  0

 借入金等利息支出 22,333,000 22,332,800  200
 　　借入金利息支出 22,333,000 22,332,800  200

 借入金等返済支出 366,660,000 366,660,000  0
 　　借入金返済支出 366,660,000 366,660,000  0

 施設関係支出 1,835,359,735 1,764,039,033  71,320,702
 　　土地支出 266,107,735 266,107,735  0
 　　建物支出 528,414,000 460,537,440  67,876,560
 　　構築物支出 109,835,000 108,401,536  1,433,464
 　　建設仮勘定支出 931,003,000 928,992,322  2,010,678

 設備関係支出 760,973,000 618,484,403  142,488,597
 　　教育研究用機器備品支出 475,315,000 400,015,433  75,299,567
     管理用機器備品支出 2,078,000 2,030,400  47,600
 　　図書支出 252,535,000 190,631,970  61,903,030
　 　教育研究用ソフトウェア支出 12,874,000 7,635,600  5,238,400
     管理用ソフトウェア支出 18,171,000 18,171,000  0

 資産運用支出 3,709,489,508 3,709,489,408  100
 　　第２号基本金引当特定資産繰入支出 1,000,000,000 1,000,000,000  0
 　　施設拡充引当特定資産繰入支出 2,385,525,000 2,385,525,000  0
 　　退職給与引当特定資産繰入支出 83,380,000 83,379,900  100
 　　その他の引当特定資産繰入支出 235,584,508 235,584,508  0
 　　出資金支出 5,000,000 5,000,000  0

 
 その他の支出 655,697,114 466,433,843  189,263,271
 　　貸付金支払支出 243,010,000 53,782,800  189,227,200
 　　立替金支払支出 836,000 835,469  531
　　 前期末未払金支払支出 357,165,000 357,129,460  35,540
 　　前払金支払支出 54,686,114 54,686,114  0

科　　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異
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（単位：円）

支  出  の  部

　　　  

【予  備  費】 (162,830,489) 0  0

37,169,511 ／  37,169,511
 

 資金支出調整勘定 △ 266,812,000 △ 569,414,738  302,602,738
　   期末未払金 △ 227,462,000 △ 530,065,161  302,603,161

　   前期末前払金 △ 39,350,000 △ 39,349,577 △ 423
 

 翌年度繰越支払資金 13,516,560,000 14,989,723,565 △ 1,473,163,565

 

支出の部合計 43,621,456,000 43,874,303,317 △ 252,847,317

 
注記1 予備費の使用額は162,830,489円で、その振替科目および金額は次のとおりである。

人件費支出 退職金支出 9,498,835 円
管理経費支出 修繕費支出 5,565,261 円
管理経費支出 業務委託費支出 36,750,115 円
管理経費支出 損害保険料支出 14,121 円
管理経費支出 賃借料支出 2,880,696 円
管理経費支出 会合交際費支出 1,265,760 円
管理経費支出 公租公課支出 14,154 円
管理経費支出 雑費支出 3,373,190 円
施設関係支出 土地支出 1,171,735 円
設備関係支出 管理用ソフトウェア支出 9,990,000 円
資産運用支出 その他の引当特定資産繰入支出 77,747,508 円
その他の支出 前払金支払支出 14,559,114 円

科　　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異
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2018年度の事業活動収支決算の概要について、大学の経常的な教育研究活動に係る収支である教

育活動収支は、「手数料」「寄付金」「経常費等補助金」等で増収する一方で、「人件費」「教育

研究経費」「管理経費」において予決算差異が生じた結果、収支差額は23億8千万円の収入超過と

なった。また、経常的な財務活動等に係る収支である教育活動外収支は、収支差額が5億9百万円

の収入超過となり、これら二つを合わせた経常収支差額は合計28億8千9百万円の収入超過となっ

た。一方、施設設備整備等の臨時的な活動に係る収支である特別収支は、学友会館改築に伴う資産

処分等により3億1千3百万円の支出超過となった。 

以上の結果、各事業活動収支を合算した事業活動収入は288億4百万円、事業活動支出は262億

2千8百万円となり、基本金組入前当年度収支差額は、25億7千6百万円（予算比11億4百万円増

<前年度比6億5千3百万円増>）となった。この額から、基本金組入額(※1)24億4千8百万円を

控除した当年度収支差額は、1億2千8百万円（予算比13億3千8百万円の減<前年度比25億3百

万円の減>）となり、前年度繰越収支差額マイナス159億9千7百万円と合わせ、翌年度（2019年

度）への繰越収支差額はマイナス158億6千9百万円となった。 

 

※1…自己資金で取得した校舎・機器備品・図書等の額及び借入金の返済額等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業活動収支計算書 
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事業活動収支計算書＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 
 

 

 

 

 

（単位：円）

科　　 　　 　　    目

 学生生徒等納付金 　 22,714,228,000 　 22,660,166,477 　 54,061,523
　　 授業料 　 15,942,982,000 　 15,928,728,780 　 14,253,220
　　 入学金 　 1,259,850,000 　 1,259,870,000 △ 20,000
　　 実験実習料 　 755,032,000 　 750,814,217 　 4,217,783
　　 留学実習料 　 79,185,000 　 78,945,000 　 240,000
　　 施設設備資金 　 4,501,840,000 　 4,473,670,000 　 28,170,000
　　 その他の学生納付金 　 175,339,000 　 168,138,480 　 7,200,520

　 　
 手数料 　 1,645,474,000 　 1,741,957,736 △ 96,483,736
　　 入学検定料 　 1,621,451,000 　 1,719,120,000 △ 97,669,000
　　 大学入試センター試験実施手数料 　 7,951,000 　 8,481,456 △ 530,456
　　 試験料 　 695,000 　 1,339,000 △ 644,000
　　 証明手数料 　 15,377,000 　 13,017,280 　 2,359,720

　 　
 寄付金 　 413,976,000 　 471,820,871 △ 57,844,871
　　 特別寄付金 　 393,622,000 　 423,770,785 △ 30,148,785
　　 一般寄付金 　 16,321,000 　 45,541,951 △ 29,220,951
　　 現物寄付 　 4,033,000 　 2,508,135 　 1,524,865

　 　
 経常費等補助金 　 1,769,987,000 　 1,969,541,409 △ 199,554,409
　　 国庫補助金 　 1,757,478,000 　 1,956,735,992 △ 199,257,992
　　 地方公共団体補助金 　 9,911,000 　 10,191,665 △ 280,665
　　 その他の補助金 　 2,598,000 　 2,613,752 △ 15,752

　 　
 付随事業収入 　 468,174,000 　 443,187,566 　 24,986,434
　　 補助活動収入 　 121,423,000 　 118,797,586 　 2,625,414
　　 受託事業収入 　 201,069,000 　 190,497,731 　 10,571,269
　　 ＲＥＣ収入 　 102,084,000 　 96,447,354 　 5,636,646
　　 免許状更新講習料収入 　 13,074,000 　 13,134,000 △ 60,000
　　 龍谷ミュージアム収入 　 30,524,000 　 24,310,895 　 6,213,105

　 　
 雑収入 　 638,260,000 　 686,057,979 △ 47,797,979
　　 施設設備利用料 　 109,756,000 　 115,145,858 △ 5,389,858
　　 私立大学退職金財団交付金 　 397,860,000 　 402,112,800 △ 4,252,800
　　 印刷物売上収入 　 3,463,000 　 1,790,005 　 1,672,995
　　 知的財産収入 　 9,000 　 9,138 △ 138
　　 徴収不能引当金戻入額 0 4,166,368 △ 4,166,368
　　 その他の雑収入 　 127,172,000 　 162,833,810 △ 35,661,810

　 　

教育活動収入計 　 27,650,099,000 　 27,972,732,038 △ 322,633,038

科　　 　　 　　    目

 人件費 　 14,537,097,957 　 14,452,608,247 　 84,489,710
　　 教員人件費 　 8,944,588,000 　 8,918,319,052 　 26,268,948
　　 職員人件費 　 4,848,940,000 　 4,790,719,238 　 58,220,762
　　 退職給与引当金繰入額 　 743,569,957 　 743,569,957 　 0

　 　
 教育研究経費 　 9,828,829,000 　 9,496,855,344 　 331,973,656
　　 消耗品費 　 719,586,000 　 693,275,657 　 26,310,343
　　 光熱水費 　 540,307,000 　 486,332,928 　 53,974,072
　　 印刷製本費 　 212,634,000 　 200,369,444 　 12,264,556
　　 通信運搬費 　 139,976,000 　 138,546,044 　 1,429,956
　　 旅費交通費 　 389,363,000 　 349,163,277 　 40,199,723
　　 修繕費 　 211,279,000 　 207,760,011 　 3,518,989
　　 業務委託費 　 2,918,916,000 　 2,839,963,613 　 78,952,387
　　 損害保険料 　 14,424,000 　 14,216,921 　 207,079
　　 奨学費 　 516,432,000 　 503,937,035 　 12,494,965
　　 教育研究補助費 　 264,968,000 　 245,050,802 　 19,917,198
　　 学生補助費 　 91,247,000 　 88,070,092 　 3,176,908
　　 福利費 　 114,949,000 　 108,797,806 　 6,151,194
　　 広告費 　 48,662,000 　 46,504,372 　 2,157,628
　　 支払手数料・報酬 　 205,501,000 　 179,875,188 　 25,625,812
　　 賃借料 264,683,000 259,269,892 　 5,413,108
　　 会合交際費 　 31,778,000 　 25,281,790 　 6,496,210
　　 諸会費 　 44,891,000 　 42,469,008 　 2,421,992
　　 減価償却額 　 2,852,004,000 　 2,840,584,557 　 11,419,443
　　 雑費 　 247,229,000 　 227,386,907 　 19,842,093

　 　 　

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異
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（単位：円）

科　　 　　 　　    目

 管理経費 　 1,718,433,076 　 1,642,546,823 　 75,886,253
　　 消耗品費 　 19,265,000 　 15,866,525 　 3,398,475
　　 光熱水費 　 44,026,000 　 33,500,763 　 10,525,237
　　 印刷製本費 　 151,648,000 　 133,609,692 　 18,038,308
　　 通信運搬費 　 73,833,000 　 67,685,186 　 6,147,814
　　 旅費交通費 　 46,925,000 　 41,826,252 　 5,098,748
　　 修繕費 　 19,359,261 　 19,359,261 　 0
　　 業務委託費 　 739,728,115 　 739,728,115 　 0
　　 損害保険料 　 932,121 　 932,121 　 0
　　 補助費 　 10,989,000 　 9,817,571 　 1,171,429
　　 福利費 　 28,411,000 　 27,055,030 　 1,355,970
　　 広告費 　 246,592,000 　 222,060,117 　 24,531,883
　　 支払手数料・報酬 　 27,781,000 　 24,533,387 　 3,247,613
　　 賃借料 　 53,499,696 　 53,499,696 　 0
　　 会合交際費 　 17,279,760 　 17,279,760 　 0
　　 公租公課 　 46,899,154 　 46,899,154 　 0
　　 諸会費 　 15,758,000 　 15,321,406 　 436,594
　　 私立大学等経常費補助金返還金 　 1,920,000 　 1,920,000 　 0
　　 減価償却額 　 107,388,000 　 105,453,818 　 1,934,182
　　 雑費 　 66,198,969 　 66,198,969 　 0

 徴収不能額等 605,808 605,808 　 0
  　 徴収不能額 605,808 605,808 　 0

　 　

教育活動支出計 　 26,084,965,841 　 25,592,616,222 　 492,349,619

　　 教育活動収支差額 　 1,565,133,159 　 2,380,115,816 △ 814,982,657

科　　 　　 　　    目

 受取利息・配当金 　 504,680,000 　 532,073,336 △ 27,393,336
　　 第３号基本金引当特定資産運用収入 　 18,346,000 　 32,346,567 △ 14,000,567
　　 その他の受取利息・配当金 　 486,334,000 　 499,726,769 △ 13,392,769

 その他の教育活動外収入 0 0 　 0
　 　

教育活動外収入計 　 504,680,000 　 532,073,336 △ 27,393,336

科　　 　　 　　    目
　 　

 借入金等利息 　 22,333,000 　 22,332,800 　 200
　　 借入金利息 　 22,333,000 　 22,332,800 　 200

 その他の教育活動外支出 0 0 　 0
　 　

教育活動外支出計 　 22,333,000 　 22,332,800 　 200

　　 教育活動外収支差額 　 482,347,000 　 509,740,536 △ 27,393,536

　　 　　 経常収支差額 　 2,047,480,159 　 2,889,856,352 △ 842,376,193

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異
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（単位：円）

科　　 　　 　　    目

 資産売却差額 　 0 　 0 　 0
　 　

 その他の特別収入 　 157,885,000 　 300,185,573 △ 142,300,573
　　 施設設備寄付金 　 833,000 　 12,220,000 △ 11,387,000
　　 現物寄付 　 47,339,000 　 63,522,573 △ 16,183,573
　　 施設設備補助金 　 109,713,000 　 224,443,000 △ 114,730,000

　 　

特別収入計 　 157,885,000 　 300,185,573 △ 142,300,573

科　　 　　 　　    目

 資産処分差額 　 535,493,520 　 531,223,198 　 4,270,322
     建物処分差額 405,914,979 405,914,979 　 0
     構築物処分差額 　 45,855,000 　 45,854,545 　 455
　　 教育研究用機器備品処分差額 　 65,118,000 　 60,848,133 　 4,269,867
　　 管理用機器備品処分差額 　 2,773,764 　 2,773,764 　 0
　　 図書処分差額 　 15,689,880 　 15,689,880 　 0
　　 車両処分差額 　 141,897 　 141,897 　 0

　 　
 その他の特別支出 　 82,352,775 　 82,352,775 　 0
　　 現物寄付 　 82,352,775 　 82,352,775 　 0

　 　

特別支出計 　 617,846,295 　 613,575,973 　 4,270,322

　　 　　 特別収支差額 △ 459,961,295 △ 313,390,400 △ 146,570,895

(84,747,136) 　 　

115,252,864 ／ 115,252,864

　 1,472,266,000 　 2,576,465,952 △ 1,104,199,952

△ 2,681,980,000 △ 2,448,146,632 △ 233,833,368

△ 1,209,714,000 　 128,319,320 △ 1,338,033,320

△ 15,997,694,000 △ 15,997,693,662 △ 338

基本金取崩額 0 0 　 0

△ 17,207,408,000 △ 15,869,374,342 △ 1,338,033,658

（参考）

　 28,312,664,000 　 28,804,990,947 △ 492,326,947

　 26,840,398,000 　 26,228,524,995 　 611,873,005

注記1 予備費の使用額は84,747,136円で、その振替科目および金額は次のとおりである。

人件費 12,930,957 円
管理経費 修繕費 5,565,261 円
管理経費 業務委託費 36,750,115 円
管理経費 損害保険料 14,121 円
管理経費 賃借料 2,880,696 円
管理経費 会合交際費 1,265,760 円
管理経費 公租公課 14,154 円
管理経費 雑費 3,505,969 円
徴収不能額等 徴収不能額 605,808 円
資産処分差額 建物処分差額 1,877,979 円
資産処分差額 管理用機器備品処分差額 505,764 円
資産処分差額 図書処分差額 13,210,880 円
資産処分差額 車両処分差額 141,897 円
その他の特別支出 現物寄付 5,477,775 円

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

予　　   算 決　　   算 差　　   異

事
業
活
動
支
出
の
部

予　　   算 決　　   算

退職給与引当金繰入額

差　　   異

〔予備費〕

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

前年度繰越収支差額

翌年度繰越収支差額

事業活動収入計

事業活動支出計

当年度収支差額
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資　産　の　部

固定資産 130,770,378,258 129,792,414,533   977,963,725

　有形固定資産 88,998,321,764 90,105,099,879 △ 1,106,778,115

　　土地 15,092,383,537 14,826,275,802   266,107,735
　　建物 49,500,884,179 51,372,025,434 △ 1,871,141,255
　　構築物 3,937,681,608 4,088,912,618 △ 151,231,010
　　教育研究用機器備品 6,118,771,300 6,509,576,783 △ 390,805,483
　　管理用機器備品 136,063,394 156,062,317 △ 19,998,923
　　図書 13,249,582,660 13,068,155,034   181,427,626
　　車両 897,764 4,125,191 △ 3,227,427
　　建設仮勘定 962,057,322 79,966,700   882,090,622

　特定資産 40,711,383,707 38,543,256,631   2,168,127,076

    第２号基本金引当特定資産 311,924,561 243,738,193   68,186,368
    第３号基本金引当特定資産 565,946,218 565,946,218   0
    施設拡充引当特定資産 11,700,884,525 9,873,867,546   1,827,016,979
    退職給与引当特定資産 4,892,998,076 4,809,618,176   83,379,900
    研究助成引当特定資産 1,600,000,000 1,600,000,000   0
    奨学金引当特定資産 2,148,739,000 2,148,739,000   0
    その他の引当特定資産 19,490,891,327 19,301,347,498   189,543,829

　その他の固定資産 1,060,672,787 1,144,058,023 △ 83,385,236

    電話加入権 17,043,043 17,043,043   0
    教育研究用ソフトウェア 74,373,256 95,921,475 △ 21,548,219
    管理用ソフトウェア 25,658,521 10,900,526   14,757,995
    有価証券 19,000,000 19,000,000   0
    長期貸付金 743,462,447 825,027,459 △ 81,565,012
    出資金 130,500,000 125,500,000   5,000,000
    保証金 50,635,520 50,665,520 △ 30,000

流動資産 15,712,205,560 14,061,747,116   1,650,458,444

　　現金預金 14,989,723,565 13,460,392,103   1,529,331,462
　　未収入金 658,285,381 553,837,136   104,448,245
　　短期貸付金 9,510,500 8,168,300   1,342,200
　　前払金 54,686,114 39,349,577   15,336,537

資産の部合計 146,482,583,818 143,854,161,649   2,628,422,169

（単位：円）

科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　減

４ 貸借対照表 
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（単位：円）

負　債　の　部

固定負債 7,800,991,354 8,177,638,873 △ 376,647,519

　長期借入金 2,616,570,000 2,983,230,000 △ 366,660,000
　長期未払金 154,647,156 301,410,797 △ 146,763,641
　退職給与引当金 5,029,774,198 4,892,998,076   136,776,122

流動負債 7,038,300,363 6,609,696,627   428,603,736

　短期借入金 366,660,000 366,660,000   0
　未払金 676,828,802 357,153,255   319,675,547
　前受金 3,655,922,512 3,632,341,390   23,581,122
　預り金 2,338,889,049 2,253,541,982   85,347,067

負債の部合計 14,839,291,717 14,787,335,500   51,956,217

純　資　産　の　部

基本金 147,512,666,443 145,064,519,811   2,448,146,632

　第１号基本金 144,788,795,664 142,428,835,400   2,359,960,264
　第２号基本金 311,924,561 243,738,193   68,186,368
　第３号基本金 565,946,218 565,946,218   0
　第４号基本金 1,846,000,000 1,826,000,000   20,000,000

繰越収支差額 △ 15,869,374,342 △ 15,997,693,662   128,319,320

　翌年度繰越収支差額 △ 15,869,374,342 △ 15,997,693,662   128,319,320

純資産の部合計 131,643,292,101 129,066,826,149   2,576,465,952

負債及び純資産の部合計   146,482,583,818   143,854,161,649   2,628,422,169

科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　減

科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　減
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注記

１．重要な会計方針

　　（１）引当金の計上基準
　　　　徴収不能引当金
　　　　　長期貸付金の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については
　　　　　個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

　　　　退職給与引当金
　　　　　退職金の支給に備えるため、期末要支給額7,555,979,494円の100％を基にして、公益財団法人私立大学退職金財団
　　　　　に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

　　（２）その他の重要な会計方針

　　　　有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

　　　　預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
　　　　　預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

　　　　教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法
　　　　　補助活動に係る収支は総額で表示している。

        減価償却資産
　　　　　①減価償却の方法等
　　　　　　減価償却はソフトウェアを除き残存価額を取得価額の10％とする定額法で実施している。
　　　　　　会計年度の中途で取得した固定資産にかかる減価償却の計算は、翌会計年度から行っている。
            ただし、リース対象資産の減価償却は「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)により、
　　　　　　リース期間に合わせて行っている。
　　　　　　固定資産の耐用年数は学校法人委員会報告第28号および固定資産の使用状況等を勘案して本法人において自主的
　　　　　　に決定しており、主な耐用年数は以下のとおりである。

区　　分

建 物 及 び
付 帯 設 備

構　築　物

車　　 　両
ソフトウェア

　　　　　②減価償却資産の計上基準
　　　　　　１個または１組の金額が２０万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生・教職員等が使
　　　　　　用する机、椅子等は少額重要資産として金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品・管理用機器備品に計上して
　　　　　　いる。

２．重要な会計方針の変更等 該当事項なし

３．減価償却額の累計額の合計額 57,683,935,829 円

４．徴収不能引当金の合計額 43,711,081 円

５．担保に供されている資産の種類及び額 土地 231,443,135 円
建物 18,951,542,206 円

６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 3,309,482,041 円

７．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
　　第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

そ　の　他　建　物 10年
昇　降　機　設　備 17年

種　　類 耐用年数
鉄筋コンクリート造 60年
ブ　ロ　ッ　ク　造 50年

機 器 備 品
教 育 研 究 備 品 10年
事   務   備   品 10年

 5年
 5年

30年

冷暖房ボイラー設備 13年
給 排 水 衛 生 設 備 15年
電　 気　 設　 備 15年

木　　　　　　　造 30年
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８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
　　（１）有価証券の時価情報

①　総括表 （単位：円）

②　明細表 （単位：円）

　　（２）デリバティブ取引 該当事項なし

　　（３）学校法人の出資による会社に係る事項
　　　　当学校法人の出資割合が総出資額の２分の１以上である会社の状況は、次のとおりである。

（単位：円）

委託手数料他

期首残高
9,000,000

0
335,340

0
0
0

当年度（平成31年3月31日）

貸借対照表
計上額

時　　価 差　　額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 24,095,863,054 24,797,091,500 701,228,446

（うち満期保有目的の債券） (9,400,000,000) (8,960,462,000) (△ 439,538,000)

合　　計 33,495,863,054 33,757,553,500 261,690,446

（うち満期保有目的の債券） (24,095,863,054) (24,797,091,500) (701,228,446)

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 9,400,000,000 8,960,462,000 △ 439,538,000

（うち満期保有目的の債券） (33,495,863,054) (33,757,553,500) (261,690,446)

時価のない有価証券
第３号基本金引当特定資産 80,000,000

有価証券 19,000,000

債券 33,495,863,054 33,757,553,500 261,690,446

株式 0 0 0

有価証券合計 33,594,863,054

当年度（平成31年3月31日）

貸借対照表
計上額

時　　価 差　　額

その他 0 0 0

合　　計 33,495,863,054 33,757,553,500 261,690,446

投資信託 0 0 0

貸付信託 0 0 0

有価証券合計 33,594,863,054

名称 龍谷メルシー株式会社

事業内容

・清掃、警備、設備管理、保守等の業務
・大学管理運営業務
・食品、清涼飲料水等の販売及び販売管理業務
・損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
・設備・機器・備品、物品（用品・消耗品）等の販売、斡旋　　など

時価のない有価証券
第３号基本金引当特定資産 80,000,000

有価証券 19,000,000

2,815,450
学生施設利用料 15,680,000
雑収入他 12,029,760

当該会社への支払額 1,175,299,542

資本金 ９,０００,０００円　　　１８,０００株

学校法人の出資状況
平成２５年２月１４日　　　９,０００,０００円　　１８,０００株
総出資金額に占める割合１００％

当期中に龍谷大学・龍谷大学短期大学
部が受け入れた配当及び寄付の金額並
びに学校法人との資金、取引等の状況

当該会社からの受入額 特別寄付金 115,890,000
光熱水費

（単位：円）
資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社への出資金等 0 0 9,000,000

当該会社からの借入金 0 0 0
当該会社からの未収入金 0 3,536,278 3,536,278

当該会社への貸付金 0 0 0
当該会社への未払金 335,340 0 0

当該会社からの前受金 0 0 0

保証債務 当該会社に対する一切の債務保証は行っていない。
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2018（平成30）年度財産目録総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　（４）主な外貨建資産・負債 該当事項なし

　　（５）偶発債務 該当事項なし

　　（６）所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

円 円
円 円
円 円

　　②平成21年3月31日以前に開始したリース取引 該当事項なし

　　（７）純額で表示した補助活動に係る収支　 該当事項なし

　　（８）関連当事者との取引 該当事項なし

　　（９）後発事象 　　　　該当事項なし

　　（10）学校法人間の財務取引 　　　　該当事項なし

管 理 用 機 器 備 品 0 0
教 育 研 究 用 消 耗 品 528,023 121,184

＜リース物件の種類＞ ＜リース料総額＞ ＜未経過リース料期末残高＞

教 育 研 究 用 機 器 備 品 38,413,061 12,618,656

（単位：円）

                  　　年　度                   　　年　度

 科　目  科　目

 一　基本財産 88,998,321,764  二　運用財産 57,484,262,054

　１　土地（団地別） 　１　預貯金・現金 14,989,723,565

　　( 1)深草校地 90,036.26 ㎡ 4,773,381,759 　２　特定資産 40,711,383,707

　　( 2)大宮校地 16,188.04 ㎡ 631,758,695 　３　有価証券 19,000,000

　　( 3)瀬田校地 199,996.00 ㎡ 2,059,959,000 　４　未収入金 658,285,381

　　( 4)南大日校地 63,803.39 ㎡ 1,601,362,088 　５　前払金 54,686,114

　　( 5)大津校地 549.51 ㎡ 1,025,385 　６　電話加入権 17,043,043

　　( 6)深草（寄宿舎）校地 2,696.03 ㎡ 621,227,335 　７　ソフトウェア 100,031,777

　　( 7)深草（教員宿舎）校地 64.06 ㎡ 14,412,722 　８　長期貸付金 743,462,447

　　( 8)大津（寄宿舎）校地 1,354.14 ㎡ 138,500,000 　９　出資金 130,500,000

　　( 9)瀬田バス停敷地 708.67 ㎡ 255,000,000 　10　保証金 50,635,520

　　(10)瀬田運動場予定地 199,853.00 ㎡ 4,858,824,385 　11　短期貸付金 9,510,500

　　(11)その他 295.01 ㎡ 136,932,168 　12　立替金 0

 三　負債総額 14,839,291,717

計 575,544.11 ㎡ 15,092,383,537 　１　固定負債 7,800,991,354

　２　建物 　　(1)長期借入金 2,616,570,000

　　(1)校舎 243,856.92 ㎡ 39,319,726,303 　　(2)長期未払金 154,647,156

　　(2)図書館 18,988.66 ㎡ 3,602,056,626 　　(3)退職給与引当金 5,029,774,198

　　(3)体育館 19,489.73 ㎡ 2,880,960,681 　２　流動負債 7,038,300,363

　　(4)寄宿舎 3,132.87 ㎡ 627,167,467 　　(1)短期借入金 366,660,000

　　(5)ＲＥＣホール 7,869.72 ㎡ 1,823,496,912 　　(2)未払金 676,828,802

　　(6)その他 6,991.78 ㎡ 1,247,476,190 　　(3)前受金 3,655,922,512

計 300,329.68 ㎡ 49,500,884,179 　　(4)預り金 2,338,889,049

　３　構築物 1,809 件 3,937,681,608

　４　機器備品 133,230 点 6,254,834,694

　５　図書 2,254,043 冊 13,249,582,660

　６　車両・船艇 8 台 897,764  五　純資産（四－三） 131,643,292,101

　７　建設仮勘定 962,057,322

2018(平成30)年度末 2018(平成30)年度末

 四　基本財産＋運用財産 146,482,583,818

－

５ 財産目録 
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本学では、財政の健全性を確保することを目的として、７項目の財務比率にガイドポスト数値を設

定し、予算（補正を含む）、決算時に算出した数値とガイドポスト数値とを対比することにより、財政

の健全性を検証している。 

 各比率の意味と各比率から見た本学の財政状況（2013年度～2018年度）は以下のとおりである。 

 

①事業活動支出比率（事業活動支出／事業活動収入） 

 事業活動支出の事業活動収入に対する割合で、本比率は事業活動収支分析上で最も重要な指標であ

る。本比率が 100％を超えるということは、基本金組入前で既に事業活動収支が赤字であり、経営が

逼迫していることを意味する。 

2018年度決算では、本比率が90.0％とガイドポスト警告数値及び全国平均を下回った。事業活動支

出比率がガイドポストの警告数値を下回った主な要因として、2015年度に開設した農学部及び国際学

部が完成年度を迎えたことにより、収支バランスがとれたこと、経常費補助金の圧縮率の改善や防災

機能等強化補助金の採択により、補助金収入が増加したこと等が挙げられる。 

なお、先述の補助金収入の増加については一過性のものであることから、今後も引き続き、ガイド

ポストの警告数値を超過しないよう注視する必要がある。 

 

②人件費依存率（人件費／学生納付金） 

人件費の学生納付金に対する割合を示す関係比率であり、一般的に人件費が学生納付金を超える学

校法人は経営破たんをきたすとされるが、龍谷大学・龍谷大学短期大学部の規模においては、60％程

度が平均である。  

2018年度決算では、本比率が63.8％とガイドポスト警告数値及び全国平均を下回った。引き続き人

事計画に則した運営に努めていくこととする。 

 

2013年度
(平成25年度)

2014年度
(平成26年度)

2015年度
(平成27年度)

2016年度
(平成28年度)

2017年度
(平成29年度)

2018年度
(平成30年度)

2017年度
(平成29年度)

警告数値 中止数値 決算 決算 決算 決算 決算 決算 全国私大平均

①事業活動支出比率
　（旧　消費支出比率）
　（事業活動支出／事業活動収入）

93.0以上 100.0以上 95.7 98.2 97.0 95.9 93.2 90.0 95.1

②人件費依存率
（人件費／学生納付金）

68.0以上 71.0以上 69.2 68.6 69.8 67.8 66.2 63.8 71.9

③教育研究経費比率
（教育研究経費／事業活動収入）

30.0以下 25.0以下 33.9 35.3 35.0 34.7 34.3 33.0 32.3

④総負債比率
（総負債[前受金を除く]／総資産）

20.0以上 25.0以上 7.4 8.5 8.3 8.0 7.8 7.6 8.9

⑤借入金償還比率
（借入金元利償還額／事業活動収入）

10.0以上 20.0以上 1.7 0.9 0.8 1.1 1.4 1.4 3.2

⑥基本金組入後事業活動収支超過
比率（旧　消費収支超過比率）
（当年度支出超過額／基本金組入額）

60.0以上 80.0以上 37.7 44.5 49.0 55.3 51.0 53.0 54.1

⑦自己資産増加率
（当年度自己資産－前年度自己資産／前年度自己資産）

1.0以下 0.0以下 0.9 0.4 0.6 0.9 1.5 2.0 0.9

財務比率表（財政ガイドポスト）　2013(平成25)年度～2018(平成30)年度

項　　　　目

ガイドポスト

６ 財務比率経年比較 
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③教育研究経費比率（教育研究経費／事業活動収入） 

事業活動収入の中で、教育研究活動に資する直接経費がどの程度支出されているかの比率であり、

大学活動内容の健全性を問うものである。 

他の比率と異なり、ガイドポスト数値を上回るほうが良い値となる。財務比率表のとおり、ガイド

ポスト警告数値：30.0以下、中止数値：25.0以下となっている。 

龍谷大学・龍谷大学短期大学部の場合は、本比率が33.0％とガイドポスト警告数値及び全国平均を

上回っている。引き続き2019年度以降も教育研究の充実に努めていくこととする。 

 

④総負債比率（総負債[前受金を除く]／総資産） 

負債総額の総資産に対する割合であり、総資産に対する他人資金の比重を評価する極めて重要な関

係比率である。一般的には負債総額が自己資本額を上回ることのない50％以下が経営的目安であるが、

文部科学省への各種設置申請時では、25％以下が要件となっている。 

龍谷大学・龍谷大学短期大学部の場合、本比率が 7.6％とガイドポスト警告数値及び全国平均を下

回っている。 

 

⑤借入金償還比率（借入金元利償還額／事業活動収入） 

 貸借対照表の負債状態が、事業活動収支計算書にも反映しているため、学校法人の財務を分析する

上で、重要な財務比率の一つである。文部科学省への各種設置申請時においては、20％以下が要件と

なっている。 

龍谷大学・龍谷大学短期大学部の場合、本比率が 1.4％とガイドポスト警告数値及び全国平均を大

きく下回っており、財政の健全性は確保できている。 

 

⑥基本金組入後事業活動収支超過比率（旧 消費収支超過比率）（当年度支出超過額／基本金組入額） 

事業活動支出は「①事業活動支出比率」で事業活動収入に対する比率として制限が設定されるが、

基本金組入後の当年度収支が基本金組入額によって左右されるため、固定資産取得の関係で一時的に

当年度支出超過が発生する可能性がある。当年度支出超過が資産取得額を示す基本金組入額の一定範

囲内であれば、学校法人として財政の健全性を損なうことはないとの考え方に基づく、事業活動支出

と基本金組入額との関係比率である。本比率は、10年平均で算出した数値を表している。 

2018年度は、本比率が53.0％となり、ガイドポスト警告数値及び全国平均を下回っている。 

 

⑦自己資産増加率（当年度自己資産－前年度自己資産／前年度自己資産） 

 自己資産が対前年度比でどれだけ増減したかを示す比率であり、事業活動支出比率とともに本学財

政を検証する上での重要な指標となる。本比率がプラスとなるには、当年度の基本金組入額が当年度

支出超過額を上回る必要がある。つまり、事業活動収入が事業活動支出を超過していることが基本（ガ

イドポスト「事業活動支出比率」を設定）であり、その収支差が多ければ多いほど本比率は高くなる。 

 すなわち、本比率が高くなることは、財源が経費的支出（事業活動支出）ではなく資産的支出（基

本金組入額）へと投資されて、自己資産が増加していることを意味する。 

2018年度決算では、本比率が2.0％と、ガイドポスト警告数値及び全国平均を上回っている。 
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８ 補助金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金による収入

①　特別寄付金（使途を指定した寄付） 304,246,369 円

②　一般寄付金（使途を指定しない寄付） 45,541,951 円

③　現物寄付 66,030,708 円

寄付金のうち、大口の寄付（一口10,000,000円以上の大口寄付者）

115,890,000 円

匿名希望 40,000,000 円

②　一般寄付金（使途を指定しない寄付） 該当なし

③　現物寄付 該当なし

龍谷メルシー株式会社

①　特別寄付金（使途を指定した寄付）

国庫補助金収入 経常費補助金 1,954,864,000 円

研究設備補助金 37,952,000 円

施設高度化推進事業費補助金 6,500,000 円

その他の国庫補助金 181,862,992 円

地方公共団体補助金収入 京都市健康診断補助金 1,184,062 円

滋賀県健康診断補助金 540,000 円

その他の地方公共団体補助金 8,467,603 円

その他の補助金 2,613,752 円

補助金収入合計 2,193,984,409 円

７ 寄付金の状況 
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借入金明細表＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

期首残高 期末残高 利率 返済期限 摘要

         
日本私立     建物等固定資産取得の借入
学校振興・ 一般施設費 2,983,230,000 0 ※ 366,660,000 2,616,570,000 0.50～1.80% 令和16年9月15日
共済事業団 担保　土地，建物（一部）

      
 

2,983,230,000 0 ※ 366,660,000 2,616,570,000

0 0 0 0

0 0 0 0

2,983,230,000 0 ※ 366,660,000 2,616,570,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

366,660,000 ※ 366,660,000 366,660,000 366,660,000

計 366,660,000 ※ 366,660,000 366,660,000 366,660,000

0 366,660,000
3,349,890,000 ※ 366,660,000 ※ 366,660,000 2,983,230,000

※366,660,000円は、返済期限が１年以内の長期借入金につき短期借入金への振替金額である。

長
期
借
入
金

公的金融
機関

当期増加額 当期減少額

計

小計

小計

その他

市中金融
機関

小計

借　　　入　　　先

合計

小計

小計

小計

その他

市中金融
機関

短
期
借
入
金

公的金融
機関

返済期限が１年以内の長期借入金

９ 借入金の状況 
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１．大学・短期大学部

①＜2019（平成31）年度入学生＞ （単位：円）

(※1)文学部歴史学科文化遺産学専攻は実習料として、35,900円を納入していただきます。

②＜2016（平成28）年度～2018（平成30）年度入学生＞ （単位：円）

(※1)修業年限を超えて在籍する者の授業料については、履修登録単位数に応じて金額が決定する「単位制学費」が適用されます。

(※2)修業年限を超えて在籍する者の施設費については、50,000円（短期大学部は150,000円）を減免いたします。

(※3)文学部歴史学科文化遺産学専攻は実習料として、35,900円を納入していただきます。

③＜2015（平成27）年度以前入学生＞ （単位：円）

(※1)修業年限を超えて在籍する者の授業料については、履修登録単位数に応じて金額が決定する「単位制学費」が適用されます。

(※2)修業年限を超えて在籍する者の施設費については、50,000円（短期大学部は150,000円）を減免いたします。

2．大学院

①修士課程＜通常学費＞ （単位：円）

(※1)文学研究科臨床心理学専攻の学生は、実験実習料として100,000円を納入していただきます。

②修士課程＜単位制学費／社会人入学試験により入学した大学院生が選択可能＞ （単位：円）

(※1)文学研究科臨床心理学専攻の学生は、実験実習料として100,000円を納入していただきます。

③博士後期課程 （単位：円）

１．大学・短期大学部

合    計

２．大学院＜修士課程・博士後期課程＞

合    計

親和会費

学 会 費

900,000

150,000

実践真宗学

親和会費

学 会 費

院生会費

理　工　学   　研究科

　　　 区分

　項目

文学（※1）・経済学・経営学・法学・

政策学・国際文化学・国際学・社会学

本学学部出身者
本学修士課程出身者

他大学出身者

49,000

50,000

本学学部出身者
本学修士課程出身者

他大学出身者

471,000 471,000

210,000 280,000

他大学出身者

471,000 471,000

143,600 143,600

824,600

理　工　学

50,000

210,000 280,000

143,600 143,600

894,600

留学実習料 - -

1,056,900

- 170,000 - -

894,600

1,512,600 1,612,600合      　計 1,021,000 1,036,000 1,076,000 1,391,000 1,462,600

- -

施 設 費 260,000 260,000

35,900 143,600 193,600実験実習料・実習料 - 15,000 10,000 - 143,600

260,000 260,000 340,000 260,000 390,000 440,000

761,000 979,000 979,000 979,000

社　　会
農

260,000

35,900

-

1,274,900

380,000 430,000 250,000

授 業 料 761,000 761,000 806,000 961,000 979,000

農

国際文化学科
グローバル

スタディーズ学科

植物生命科学科
資源生物科学科

食品栄養学科 食料農業システム学科

　　　　学部

　項目

文(※1)・経済・
経営・法

政　　策

国　　際

理　　工 社　　会

-

1,116,900

-

理　工　学

本学学部出身者
本学修士課程出身者

国　　際
理　　工 社　　会

農

国際文化学科
グローバル

スタディーズ学科

植物生命科学科

資源生物科学科
食品栄養学科 食料農業システム学科

　　　　学部

　項目

国　　際
理　　工

施 設 費(※2) 250,000 250,000 330,000

授 業 料(※1) 931,000 949,000

食品栄養学科 食料農業システム学科

35,900

380,000

143,600

430,000 250,000

- 143,600 35,900 193,600

949,000 949,000

250,000

合      　計 1,026,000 1,311,000 1,422,600 1,016,900

-留学実習料

実験実習料 -

1,234,900981,000 1,572,600

諸　会　費

11,000 12,000 -

農　学

11,000 -

（単位：円）

12,000

949,000949,000

143,600 193,600 35,900

761,000 776,000 931,000 979,000 761,000 949,000

施 設 費（※2） 260,000 250,000 250,000 340,000 260,000

合      　計

- - -

実験実習料・実習料 15,000 10,000 - 143,600 35,900

留学実習料 - - 170,000 - -

-

731,000

文・経済・経営・法・
政策・国際文化

1,572,600 1,234,9001,472,600

- 130,000 - -

1,021,000 1,036,000 1,036,000 1,351,000 1,462,600 1,056,900

【2019（平成31）年度学費等】

文(※3)・経済・
経営・法

761,000

260,000

-

-

政　　策

　　　　学部

　項目

学　費

授 業 料（※1）

授　業　料 363,000 363,000

施　設　費 150,000 200,000

合 　　 計 513,000 563,000

実験実習料

本学学部出身者
本学修士課程出身者

他大学出身者

471,000 471,000

240,000 320,000

本学学部出身者
本学修士課程出身者

他大学出身者

550,000 550,000

150,000 200,000

850,000

- - 163,600 163,600

874,600 954,600

150,000

　　研究科
　項目

文学（※1）・経済学・経営学・法学・
政策学・国際文化学・国際学・社会学

農　学 実践真宗学

3,000 - 3,000 4,000 - 4,000

7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

50,000

1,000 - 1,000

在籍料

　  　　 学部
  　  　 区分
 項目

文学・経済学・経営学・理工学・農学・実践真宗学

- -

   　研究科

　　　 区分
　項目

前期 後期 合計 前期 後期 合計

合計

法・政策・国際文化・国際・社会

3,500

50,000

1,000

法学・政策学・国際文化学・国際学・社会学

14,500

- 1,000

51,500

- 4,000

登録料
（1単位）

32,000

13,000 1,500

農　学

本学学部出身者
本学修士課程出身者

7,000

（単位：円）

4,000

163,600

授　業　料 363,000 363,000 471,000 471,000

-

実験実習料

7,000

本学学部出身者
本学修士課程出身者

他大学出身者

12,000 1,500 13,500

2,000 1,500

他大学出身者

3,0003,000

文学・経済学・経営学・法学・
政策学・国際文化学・国際学・社会学

54,700

文・経済・経営・理工・農・短期大学部

施　設　費 150,000 200,000 240,000 320,000

　  　　 学部
  　  　 区分
 項目

163,600

874,600 954,600

7,000 - 7,000

前期

-

前期 後期後期 合計

2,000 1,500 3,500

合 　　 計 513,000 563,000

学友会費

824,600

1,472,600

-

-

250,000

グローバル
スタディーズ学科

国際文化学科

776,000

植物生命科学科
資源生物科学科

949,000731,000

短期大学部
(2016年度
　入学生)

短期大学部
（2017年度～2018年度入学生）

社会福祉学科 こども教育学科

761,000 796,000 816,000

-

1,175,900 1,210,900 1,240,900

360,000 360,000 370,000

54,900 54,900 54,900

短期大学部

731,000

350,000

35,900

- -

短期大学部

社会福祉学科 こども教育学科

796,000 816,000

360,000 370,000

54,900 54,900

- -

1,210,900 1,240,900

＜参考＞２０１８（平成３０）年度学費等一覧 
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３ 龍谷大学付属平安高等学校・中学校の決算について 

 

 2018年度の特徴的な取り組みとして、中学校においては、グローバル化に対応する英語教育として、

ネイティブ・スピーカーとのチーム・ティーチングとその成果を結実させた英語による発表会「English 

Day」を実施。また、理数教育の推進として、琵琶湖博物館や名古屋市科学館、トヨタ産業技術記念館

の見学を行い、専門家の講義や指導を受けて発表会を実施した。高等学校においては、中高一貫コー

ス（中1～高3）及び選抜特進コース（高1～3）では「模試分析会」を開催し、あわせて一貫選抜・

選抜特進コースの高3生を対象に「進路指導分析会」を開催。プログレス・コースでは、龍谷大学と

の高大連携教育として「龍谷アワー（学長講演）」、「キャンパス・ビジットⅠ・Ⅱ」、「理数研究」

（選択科目）、「現代を学ぶ」（選択科目）、「龍大数学スクーリング」（理系）、「入学前課題」

等、多様な教育プログラムを実施した。また、2016年度に導入した「manaba courseシステム」を一

層活用することで、ICT 教育を推進した。さらには、硬式野球部が「第100 回全国高等学校野球選手

権記念大会」では甲子園における通算勝利数100勝を達成し、「第91回選抜高等学校野球大会」では

ベスト8進出を果たすことができた。 

2018年度決算の概要は、収入では、オープンキャンパス、学校説明会において受験生参加型のイベ

ントを盛り込むことによって第一志望（専願）の児童・生徒が増加するよう努めた結果、2016年入試

以来2年ぶりに志願者数1,000名を超えたことから、入学検定料収入が昨年度に比しておよそ5百万

円の増額となった。また、硬式野球部が夏・春の甲子園で活躍したことにより、寄付金収入が昨年度

に比しておよそ6千万円の増額となった。 

一方、支出においては、寮運営費の増加や甲子園の出場経費などにより、教育研究費が昨年度に比

しておよそ1億3百万円の増額となった。また、9月に発生した台風21号の影響により、修繕費が昨

年度に比して5千万円の増額となった。 

これらの結果、2018年度決算における収支および財務状況は次のとおりとなった。 

 

事業目的別収支計算書 

＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 

（収入の部） （支出の部） 　　　（単位：円）

科　　　目 予算額 決算額 差　異 予算額 決算額 差　異

１．学生生徒等納付金収入 1,229,290,000 1,228,909,500 380,500 １． 人件費支出 1,111,960,000 1,100,868,839 11,091,161

２．手数料収入 24,500,000 29,476,700 △ 4,976,700 ２． 教育研究費支出 500,053,000 474,262,953 25,790,047

３．寄付金収入 129,920,000 126,017,888 3,902,112 ３． 管理維持費支出 170,584,000 153,291,519 17,292,481

４．補助金収入 643,380,000 672,901,637 △ 29,521,637 ４． 教職員厚生福利費支出 9,827,000 7,272,811 2,554,189
　

５．資産売却収入 0 0 0 ５． 運営費支出 141,996,000 127,773,599 14,222,401

６．付随事業収入 2,500,000 1,970,762 529,238 ６． 借入金元利金返済支出 150,084,000 148,938,012 1,145,988

７．受取利息・配当金収入 500,000 837,011 △ 337,011 ７． 施設設備整備費支出 41,939,000 37,100,456 4,838,544

８．雑収入 88,060,000 79,098,328 8,961,672 ８． 引当金･積立金支出 7,000,000 7,000,000 0

（5,584,665）
９．借入金等収入 0 0 0 ９． 予備費 40,000,000 40,000,000

10．その他の収入 5,000,000 7,277,360 △ 2,277,360 10． 次年度繰越収支差額 273,203,000 413,477,045 △ 140,274,045

11．前年度繰越収支差額 323,496,000 323,496,048 △ 48

合　　　計 2,446,646,000 2,469,985,234 △ 23,339,234 2,446,646,000 2,469,985,234 △ 23,339,234合　　　計

科　　　目

１ 事業目的別収支計算書 
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資金収支計算書 

＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 

 

 

収  入  の  部

  

 学生生徒等納付金収入  1,229,290,000  1,228,909,500  380,500

  　 授業料収入  938,590,000  938,139,500  450,500

  　 入学金収入  23,820,000  23,820,000  0

  　 施設設備資金収入  266,880,000  266,950,000 △ 70,000

  

 手数料収入  24,500,000  29,476,700 △ 4,976,700

 　  入学検定料収入  24,000,000  28,860,000 △ 4,860,000

  　 証明手数料収入  500,000  616,700 △ 116,700

  

 寄付金収入  129,920,000  126,017,888  3,902,112

 　  特別寄付金収入  129,920,000  124,717,888  5,202,112

 　  一般寄付金収入  0  1,300,000 △ 1,300,000

  

 補助金収入  643,380,000  672,901,637 △ 29,521,637

  　 地方公共団体補助金収入  643,380,000  672,901,637 △ 29,521,637

  

 付随事業・収益事業収入  2,500,000  1,970,762  529,238

  　 補助活動収入  2,500,000  1,970,762  529,238

  

 受取利息・配当金収入  500,000  837,011 △ 337,011

　　 第３号基本金引当特定資産運用収入  3,000  3,907 △ 907

 　  その他の受取利息・配当金収入  497,000  833,104 △ 336,104

  

 雑収入  88,060,000  79,098,328  8,961,672

 　  京都府私学退職金財団交付金収入  15,660,000  16,905,400 △ 1,245,400

 　  施設設備利用料収入  7,600,000  8,448,602 △ 848,602

 　  その他の雑収入  64,800,000  53,744,326  11,055,674

  

 前受金収入  49,800,000  60,000,000 △ 10,200,000

   　 入学金前受金収入  49,800,000  60,000,000 △ 10,200,000

  

 その他の収入  96,500,000  115,453,659 △ 18,953,659

  　  前期末未収入金収入  91,500,000  90,628,735  871,265

  　  貸付金回収収入  5,000,000  7,277,360 △ 2,277,360

  　  預り金受入収入  0  17,547,564  17,547,564

 資金収入調整勘定 △ 138,820,000 △ 126,727,093 △ 12,092,907

 　  期末未収入金 △ 115,000,000 △ 102,907,093 △ 12,092,907

  　 前期末前受金 △ 23,820,000 △ 23,820,000  0

  

 前年度繰越支払資金  616,929,000  616,929,765 △ 765

  

収入の部合計  2,742,559,000  2,804,868,157 △ 62,309,157

 

科　　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異

２ 資金収支計算書 
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（単位：円）

支  出  の  部

   
 人件費支出  1,111,960,000  1,100,868,839  11,091,161
　　 教員人件費支出  934,900,000  928,176,061  6,723,939
　　 職員人件費支出  147,060,000  144,619,778  2,440,222
　　 退職金支出  30,000,000  28,073,000  1,927,000

   
 教育研究経費支出  690,244,282  639,541,754  50,702,528
　　 消耗品費支出  54,182,000  46,226,458  7,955,542

　　 光熱水費支出  28,674,614  28,674,614  0
　　 印刷製本費支出  4,605,000  3,628,517  976,483
　　 通信運搬費支出  10,764,000  8,695,535  2,068,465
　　 旅費交通費支出  50,556,000  48,936,174  1,619,826

　　 修繕費支出  75,493,000  62,695,425  12,797,575
　　 業務委託費支出  94,926,000  83,481,641  11,444,359
　　 損害保険料支出  180,000  41,790  138,210
　　 奨学費支出  267,000,000  256,642,113  10,357,887
　　 学生補助費支出  68,874,710  68,874,710  0
　　 福利費支出  9,345,000  8,767,869  577,131
　　 支払手数料・報酬支出  1,690,958  1,690,958  0
　　 賃借料支出  19,747,000  17,603,822  2,143,178
　　 諸会費支出  2,820,000  2,499,067  320,933
　　 雑費支出  1,386,000  1,083,061  302,939

   
 管理経費支出  132,769,977  118,039,241  14,730,736
　　 消耗品費支出  12,287,000  10,135,081  2,151,919
　　 光熱水費支出  2,204,000  4,681  2,199,319
　　 印刷製本費支出  10,927,440  10,927,440  0
　　 通信運搬費支出  5,420,000  4,568,017  851,983
　　 旅費交通費支出  8,987,000  7,780,724  1,206,276
　　 修繕費支出  12,063,000  10,114,382  1,948,618
　　 業務委託費支出  49,149,537  49,149,537  0
　　 損害保険料支出  1,828,000  295,160  1,532,840
　　 福利費支出  4,807,000  3,349,611  1,457,389
　　 広告費支出  4,409,000  4,009,960  399,040
　　 支払手数料・報酬支出  6,118,000  5,490,320  627,680
　　 賃借料支出  7,616,000  7,306,658  309,342
　　 公租公課支出  1,372,000  1,297,700  74,300
　　 諸会費支出  1,853,000  1,359,913  493,087
　　 雑費支出  3,729,000  2,250,057  1,478,943

   
 借入金等利息支出  3,320,000  3,274,012  45,988
　　 借入金利息支出  3,320,000  3,274,012  45,988

   
 借入金等返済支出  146,764,000  145,664,000  1,100,000
　　 借入金返済支出  126,164,000  126,164,000  0
　　 学校債返済支出  20,600,000  19,500,000  1,100,000

   
 施設関係支出  27,094,540  27,094,540  0

 27,094,540  27,094,540  0
   

 設備関係支出  17,010,461  9,271,803  7,738,658
　　 教育研究用機器備品支出  15,583,000  8,220,502  7,362,498
　　 管理用機器備品支出  860,000  483,840  376,160
　　 図書支出  567,461  567,461  0

   
 資産運用支出  9,000,000  9,000,000  0
　　 出資金支払支出  2,000,000  2,000,000  0
　　 退職給与引当特定資産繰入支出  7,000,000  7,000,000  0

   
 その他の支出  11,921,600  5,425,600  6,496,000
　　 貸付金支払支出  5,250,000  3,754,000  1,496,000
　　 前期末未払金支払支出  1,671,600  1,671,600  0
　　 預り金支払支出  5,000,000  0  5,000,000

   
( 9,970,860 )   

【予　備　費】  30,029,140  ／  30,029,140
   

　資金支出調整勘定 △ 700,000 △ 29,988,345  29,288,345
　　期末未払金 △ 700,000 △ 29,988,345  29,288,345

   
　翌年度繰越支払資金  563,145,000  776,676,713 △ 213,531,713

   

支出の部合計  2,742,559,000  2,804,868,157 △ 62,309,157

 

科　　　　　目 差　　異予　　算 決　　算

　　 建物支出
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注記1 予備費の使用額は9,970,860円で、その振替科目および金額は次のとおりである。

教育研究経費支出 光熱水費支出 469,614 円
教育研究経費支出 学生補助費支出 3,194,710 円
教育研究経費支出 支払手数料・報酬支出 545,958 円
管理維持費支出 印刷製本費支出 1,222,440 円
管理維持費支出 業務委託費支出 3,047,537 円
施設関係支出 建物支出 1,476,540 円
設備関係支出 図書支出 13,461 円
その他の支出 前期末未払金支払支出 600 円
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 事業活動収支計算書は、財務状況の健全性と安定性を判断するものである。 

 事業活動収支計算書の概要は、教育活動収支については、収入合計21億3千4百万円、支出合計

20億円となり、教育活動収支差額は、1億3千4百万円となった。教育活動外収支については、収入

合計１百万円、支出合計3百万円となり、教育活動外収支差額は△2百万円となった。特別収支につ

いては、収入合計8千7百万円、支出合計１千万円となり、特別収支差額は7千7百万円となった。 

 前年度末（2017年度末）の繰越収支差額は△19億3千7百万円であり、当年度収支差額を加算した

翌年度(2019年度）への繰越収支差額は△19億9千9百万円となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業活動収支計算書 
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事業活動収支計算書 

＜2017（平成29）年4月1日～2018（平成30）年3月31日＞ 

 

 

（単位：円）

  

 学生生徒等納付金  1,229,290,000  1,228,909,500  380,500

　　 授業料  938,590,000  938,139,500  450,500

　 　入学金  23,820,000  23,820,000  0

　　 施設設備資金  266,880,000  266,950,000 △ 70,000

   

 手数料  24,500,000  29,476,700 △ 4,976,700

　　 入学検定料  24,000,000  28,860,000 △ 4,860,000

　　 証明手数料  500,000  616,700 △ 116,700

   

 寄付金  126,730,000  122,521,588  4,208,412

　　 特別寄付金  126,730,000  121,221,588  5,508,412

　　 一般寄付金  0  1,300,000 △ 1,300,000

   

 経常費等補助金  643,380,000  671,551,637 △ 28,171,637

　　 地方公共団体補助金  643,380,000  671,551,637 △ 28,171,637

   

 付随事業収入  2,500,000  1,970,762  529,238

　　 補助活動  2,500,000  1,970,762  529,238

   

 雑収入  88,060,000  79,098,328  8,961,672

　 　京都府私学退職金財団交付金  15,660,000  16,905,400 △ 1,245,400

　 　施設設備利用料  7,600,000  8,448,602 △ 848,602

　 　その他の雑収入  64,800,000  53,744,326  11,055,674

  

教育活動収入計  2,114,460,000  2,133,528,515 △ 19,068,515

  

 人件費  1,116,760,000  1,106,112,239  10,647,761

　　 教員人件費  934,900,000  928,176,061  6,723,939

　 　職員人件費  147,060,000  144,619,778  2,440,222

　 　退職給与引当金繰入額  34,800,000  33,316,400  1,483,600

   

 教育研究経費  823,015,390  772,312,862  50,702,528

　　 消耗品費  54,182,000  46,226,458  7,955,542

　 　光熱水費  28,674,614  28,674,614  0

　　 印刷製本費  4,605,000  3,628,517  976,483

　 　通信運搬費  10,764,000  8,695,535  2,068,465

　　 旅費交通費  50,556,000  48,936,174  1,619,826

　　 修繕費  75,493,000  62,695,425  12,797,575

　　 業務委託費  94,926,000  83,481,641  11,444,359

　　 損害保険料  180,000  41,790  138,210

　　 奨学費  267,000,000  256,642,113  10,357,887

　　 学生補助費  68,874,710  68,874,710  0

　　 福利費  9,345,000  8,767,869  577,131

　　 支払手数料・報酬  1,690,958  1,690,958  0

　 　賃借料  19,747,000  17,603,822  2,143,178

　　 諸会費  2,820,000  2,499,067  320,933

　 　減価償却額  132,771,108  132,771,108  0

　　 雑費  1,386,000  1,083,061  302,939

   

 管理経費  136,469,977  121,594,040  14,875,937

　　 消耗品費  12,287,000  10,135,081  2,151,919

　　 光熱水費  2,204,000  4,681  2,199,319

　　 印刷製本費  10,927,440  10,927,440  0

　　 通信運搬費  5,420,000  4,568,017  851,983

　　 旅費交通費  8,987,000  7,780,724  1,206,276

　　 修繕費  12,063,000  10,114,382  1,948,618

　　 業務委託費  49,149,537  49,149,537  0

　　 損害保険料  1,828,000  295,160  1,532,840

　　 福利費  4,807,000  3,349,611  1,457,389

　　 広告費  4,409,000  4,009,960  399,040

　　 支払手数料・報酬  6,118,000  5,490,320  627,680

　　 賃借料  7,616,000  7,306,658  309,342

　　 公租公課  1,372,000  1,297,700  74,300

　　 諸会費  1,853,000  1,359,913  493,087

　　 減価償却額  3,700,000  3,554,799  145,201

　　 雑費  3,729,000  2,250,057  1,478,943

教育活動支出計  2,076,245,367  2,000,019,141  76,226,226

 38,214,633  133,509,374 △ 95,294,741

差　　　異

　　教育活動収支差額

差　　　異
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　（単位：円）

  
 受取利息・配当金  500,000  837,011 △ 337,011
　 　第３号基本金引当特定資産運用収入  3,000  3,907 △ 907
　 　その他の受取利息・配当金  497,000  833,104 △ 336,104

  
 その他の教育活動外収入  0  0  0

  
  

教育活動外収入計  500,000  837,011 △ 337,011

   
 借入金等利息  3,320,000  3,274,012  45,988
　 　借入金利息  3,320,000  3,274,012  45,988

   
 その他の教育活動外支出  0  0  0

   
   

教育活動外支出計  3,320,000  3,274,012  45,988

　　教育活動外収支差額 △ 2,820,000 △ 2,437,001 △ 382,999

　　　　経常収支差額  35,394,633  131,072,373 △ 95,677,740

　（単位：円）

  
　資産売却差額  0  0  0

　　　　　　車両売却差額  0  0 0
　その他の特別収入  80,065,000  87,199,075 △ 7,134,075
　　施設設備寄付金  3,190,000  3,496,300 △ 306,300
　　現物寄付  76,875,000  82,352,775 △ 5,477,775
　　施設設備補助金  0  1,350,000 △ 1,350,000

特別収入計  80,065,000  87,199,075 △ 7,134,075

  
　資産処分差額  20,000  1,511  18,489
　　教育研究用機器備品処分差額  10,000  1,510  8,490
　　管理用機器備品処分差額  10,000  1  9,999

  
　その他の特別支出  10,440,000  10,440,000  0
    過年度修正額  10,440,000  10,440,000  0

特別支出計  10,460,000  10,441,511  18,489

　　　　特別収支差額  69,605,000  76,757,564 △ 7,152,564
( 24,491,367 )   
 15,508,633  ／  15,508,633

基本金組入前当年度収支差額  89,491,000  207,829,937 △ 118,338,937

基本金組入額合計 △ 260,097,000 △ 269,752,448  9,655,448

当年度収支差額 △ 170,606,000 △ 61,922,511 △ 108,683,489

前年度繰越収支差額 △ 1,937,014,000 △ 1,937,014,036  36

基本金取崩額  0  0  0

翌年度繰越収支差額 △ 2,107,620,000 △ 1,998,936,547 △ 108,683,453

（参考）  

事業活動収入計  2,195,025,000  2,221,564,601 △ 26,539,601

事業活動支出計  2,105,534,000  2,013,734,664  91,799,336

注記1 予備費の使用額は24,491,367円で、その振替科目および金額は次のとおりである。

教育研究経費支出 光熱水費支出 469,614 円

教育研究経費支出 学生補助費支出 3,194,710 円

教育研究経費支出 支払手数料・報酬支出 545,958 円

教育研究経費支出 減価償却額 5,571,108 円

管理維持費支出 印刷製本費支出 1,222,440 円

管理維持費支出 業務委託費支出 3,047,537 円

事業活動支出 その他の特別支出 10,440,000 円

差　　　異
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〔予備費〕
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貸借対照表 

＜2018（平成30）年3月31日＞ 

 

 

資　産　の　部

    

固定資産   5,654,143,686   5,676,715,346 △ 22,571,660

    

　有形固定資産   5,285,902,926   5,303,102,986 △ 17,200,060

    

　　土地   1,421,651,825   1,421,651,825   0

　　建物   2,631,335,544   2,594,424,254   36,911,290

　　構築物   1,035,984,189   1,081,282,403 △ 45,298,214

　　教育研究用機器備品   65,947,891   70,008,934 △ 4,061,043

　　管理用機器備品   14,863,799   15,185,535 △ 321,736

　　図書   94,221,506   93,654,045   567,461

　　車両   21,898,172   26,895,990 △ 4,997,818

    

　特定資産   277,200,000   270,200,000   7,000,000

    

　　第３号基本金引当特定資産   30,000,000   30,000,000   0

　　退職給与引当特定資産   147,200,000   140,200,000   7,000,000

　　施設拡充引当特定資産   100,000,000   100,000,000   0

      

　その他の固定資産   91,040,760   103,412,360 △ 12,371,600

      

　　管理用ソフトウェア   1,224,720   1,632,960 △ 408,240

　　長期貸付金   18,838,040   32,801,400 △ 13,963,360

　　出資金   70,978,000   68,978,000   2,000,000

      

流動資産   886,098,231   714,072,925   172,025,306

      

　　現金預金   776,676,713   616,929,765   159,746,948

　　未収入金   106,421,518   94,143,160   12,278,358

　　立替金   3,000,000   3,000,000   0

    

資産の部合計   6,540,241,917   6,390,788,271   149,453,646

増　　減

（単位：円）

科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末

（単位：円）

負　債　の　部

    

固定負債   1,148,165,800   1,247,316,720 △ 99,150,920

    

　長期借入金   926,680,000   1,022,844,000 △ 96,164,000

　学校債   10,500,000   17,700,000 △ 7,200,000

  長期未払金 2,575,800 3,606,120 △ 1,030,320

　退職給与引当金   208,410,000   203,166,600   5,243,400

    

流動負債   220,446,164   179,671,535   40,774,629

    

　短期借入金   96,164,000   126,164,000 △ 30,000,000

　１年以内償還予定学校債   7,300,000   19,600,000 △ 12,300,000

　未払金   31,018,665   1,671,600   29,347,065

　前受金   60,000,000   23,820,000   36,180,000

　預り金   25,963,499   8,415,935   17,547,564

    

負債の部合計   1,368,611,964   1,426,988,255 △ 58,376,291

増　　減科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末

４ 貸借対照表 
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純　資　産　の　部

      

基本金   7,170,566,500   6,900,814,052   269,752,448

　第１号基本金   6,991,566,500   6,732,814,052   258,752,448

  第３号基本金   30,000,000   30,000,000   0

  第４号基本金   149,000,000   138,000,000   11,000,000

      

繰越収支差額       

　翌年度繰越収支差額 △ 1,998,936,547 △ 1,937,014,036 △ 61,922,511

      

純資産の部合計   5,171,629,953   4,963,800,016   207,829,937

負債及び純資産の部合計   6,540,241,917   6,390,788,271   149,453,646

増　　減科　　　　　　　　目 本年度末 前年度末

注記

１．重要な会計方針

　　（１）引当金の計上基準

   　  徴収不能引当金

　　　　 金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により徴収不能懸念債権については

   　　　個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

  　   退職給与引当金

　　　　 退職金の支給に備えるため、期末要支給額818,876,000円の100％を基にして、京都府私学退職金財団からの交　  　　　　　　　　

　　　　 付金相当額を控除した金額の100％を基にして計上している。

　　（２）その他の重要な会計方針

　　　　預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

　　　　　預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

        減価償却資産

　　　　　①減価償却の方法等

　　　　　　減価償却はソフトウェアを除き残存価額を取得価額の10％とする定額法で実施している。

　　　　　　会計年度の中途で取得した固定資産にかかる減価償却の計算は、翌会計年度から行っている。

            ただし、リース対象資産の減価償却は「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)により、

　　　　　　リース期間に合わせて行っている。

　　　　　　固定資産の耐用年数は学校法人委員会報告第28号および固定資産の使用状況等を勘案して本法人において自主的

　　　　　　に決定しており、主な耐用年数は以下のとおりである。

区　　分

建 物 及 び

付 帯 設 備

給 排 水 衛 生 設 備

構　築　物

車　　 　両

ソフトウェア

　　　　　②減価償却資産の計上基準

　　　　　　１個または１組の金額が２０万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生・教職員等が使

　　　　　　用する机、椅子等は少額重要資産として金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品・管理用機器備品に計上して

　　　　　　いる。

耐用年数

60年

50年

 5年

15年

17年

10年

10年

30年

13年

15年

30年

10年

 5年

種　　類

鉄筋コンクリート造

ブ　ロ　ッ　ク　造

木　　　　　　　造

そ　の　他　建　物

昇　降　機　設　備

機 器 備 品

冷暖房ボイラー設備

電　 気　 設　 備

教 育 研 究 備 品

事   務   備   品



131 

 

 
 

２．重要な会計方針の変更等 該当事項なし

３．減価償却額の累計額の合計額 2,730,888,974 円

４．徴収不能引当金の合計額 0 円

５．担保に供されている資産の種類及び額 土地 1,192,790,487 円

建物 2,016,452,515 円

６．翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入れを行なうこととなる金額 1,026,450,120 円

７．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

　　第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

　　（１）有価証券の時価情報 該当事項なし

　　（２）デリバティブ取引 該当事項なし

　　（３）学校法人の出資による会社に係る事項

　　　　当学校法人の出資割合が総出資額の２分の１以上である会社の状況は、次のとおりである。

（単位：円）

委託手数料他

期首残高

0

0

0

0

0

0

名称 龍谷メルシー株式会社

事業内容

・清掃、警備、設備管理、保守等の業務
・大学管理運営業務
・食品、清涼飲料水等の販売及び販売管理業務
・損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
・設備・機器・備品、物品（用品・消耗品）等の販売、斡旋　　など

資本金 ９,０００,０００円　　　１８,０００株

（単位：円）

学校法人の出資状況
平成２５年２月１４日　　　９,０００,０００円　　１８,０００株
総出資金額に占める割合１００％

当期中に龍谷付属平安高等学
校・中学校が受け入れた配当及
び寄付の金額並びに学校法人と
の資金、取引等の状況

当該会社からの受入額 特別寄付金 1,110,000

光熱水費

学生施設利用料

雑収入他

当該会社への支払額 48,558,714

資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社への出資金等 0 0 0

当該会社への貸付金 0 0 0

当該会社への未払金 0 0 0

当該会社からの借入金 0 0 0

当該会社からの未収入金 0 0 0

当該会社からの前受金 0 0 0

保証債務 当該会社に対する一切の債務保証は行っていない。
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　　（４）主な外貨建資産・負債 該当事項なし

　　（５）偶発債務 該当事項なし
　　　　　　
　　（６）所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項なし

　　（７）純額で表示した補助活動に係る収支　 該当事項なし

　　（８）関連当事者との取引 該当事項なし

　　（９）後発事象 　　　　該当事項なし

　　（10）学校法人間の財務取引 　　　　該当事項なし

　　（11）会計年度末返済約定の借入金の会計処理
　　　　　　本会計年度末に返済約定の借入金24,500,000円については、本会計年度末日が銀行休業日だが、返済約定日に
　　　　  返済が行われたものとして処理し、それに伴い第1号基本金の過年度末組入額についても同額を組み入れている。
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2018（平成30）年度財産目録総括表 

 

  

本校では、財政の健全性を確保することを目的として、6 項目の財務比率にガイドポスト数値を設

定し、予算（補正を含む）、決算時に算出した数値とガイドポスト数値とを対比することにより、   

財政の健全性を検証している。 

 各比率の意味と各比率から見た本校の財政状況（2014年度～2018年度）は以下のとおりである。 

 

（単位：円）

                  　　年　度                   　　年　度

 科　目  科　目

 一　基本財産 5,285,902,926  二　運用財産 1,254,338,991

　１　土地（団地別） 　１　預貯金・現金 776,676,713

　　(1)平安高等学校及び平安中学校 24,795.75 ㎡ 858,841,024 　２　特定資産 277,200,000

　　(2)花背学舎 446.13 ㎡ 810,000 　３　未収入金 106,421,518

　　(3)亀岡グラウンド 20,998.00 ㎡ 63,000,801 　４　ソフトウェア 1,224,720

　　(4)龍谷大平安ボールパーク 47,223.00 ㎡ 499,000,000 　５　長期貸付金 18,838,040

　６　出資金 70,978,000

　７　立替金 3,000,000

計 93,462.88 ㎡ 1,421,651,825

　２　建物  三　負債総額 1,368,611,964

　　(1)校舎 25,559.59 ㎡ 2,543,257,460 　１　固定負債 1,148,165,800

　　(2)守衛所 19.05 ㎡ 783,179 　　(1)長期借入金 926,680,000

　　(3)変電室 16.50 ㎡ 1 　　(2)学校債 10,500,000

　　(4)校外学舎（花背学舎） 88.92 ㎡ 3 　　(3)長期未払金 2,575,800

　　(5)付属棟（亀岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞｯｸｽ） 105.30 ㎡ 1,367,401 　　(4)退職給与引当金 208,410,000

　　(6)管理棟（龍谷大平安ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ） 289.18 ㎡ 85,927,500 　２　流動負債 220,446,164

　　(1)短期借入金 96,164,000

計 26,078.54 ㎡ 2,631,335,544 　　(2)1年以内償還予定学校債 7,300,000

　３　構築物 55 件 1,035,984,189 　　(3)未払金 31,018,665

　４　機器備品 11,560 点 80,811,690 　　(4)前受金 60,000,000

　５　図書 41,390 冊 94,221,506 　　(5)預り金 25,963,499

　６　車両・船艇 7 台 21,898,172  四　基本財産＋運用財産 6,540,241,917

 五　純資産（四－三） 5,171,629,953

2018(平成30)年度末 2018(平成30)年度末

2014年度
（平成26年度）

2015年度
（平成27年度）

2016年度
（平成28年度）

2017年度
（平成29年度）

2018年度
（平成30年度）

2017年度
（平成29年度）

警告 中止 決算 決算 決算 決算 決算 全国私高平均

(91.9) (94.1)

78.0 90.7 89.9 91.1 90.6 96.7

47.8 62.5 59.7 64.7 61.7 72.5

30.4 32.5 33.0 28.9 34.8 27.4

36.8 34.7 33.7 30.9 20.0 15.2

6.9 8.1 6.8 5.9 6.7 -

75.7 53.1 40.8 29.0 19.0 -

項　目

ガイドポスト

1
事業活動支出比率
（旧　消費支出比率）
（事業活動支出／事業活動収入）

90以上 100以上

財政比率表（財政ガイドポスト）　2014（平成26）年度～2018（平成30）年度

2
人件費依存率（経常費補助金加味）
（人件費／学生納付金＋経常費補助金）

70以上 75以上

3
教育研究経費比率
（教育研究経費／事業活動収入）

20以下 15以下

6
基本金組入後事業活動収支超過比率（旧　消費
収支超過比率）
（当年度支出超過額／基本金組入額）

60以上 70以上

4
総負債比率
（総負債<前受金を除く>／総資産）

25以上 35以上

5
借入金償還比率
（借入金元利償還額／事業活動収入）

10以上 15以上

５ 財産目録 

６ 財務比率経年比較 
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①事業活動支出比率（旧 消費支出比率）（事業活動支出／事業活動収入） 

 事業活動支出の事業活動収入に対する割合で、本比率は事業活動収支分析上で最も重要な指標であ

る。本比率が 100％を超えるということは、基本金組入前で既に事業活動収支が赤字であり、経営が

逼迫していることを意味する。 

2018年度決算では、学校法人龍谷大学からの至心館返還に伴う現物寄付（8千2百万円）があったが、

これを除いた数値は94.1％となり警告数値を上回る結果となった。 

今後は、財政の健全性を損なうことがないよう、慎重な財務運営を行っていく。 

 

②人件費依存率（経常費補助金加味）（人件費／学生納付金＋経常費補助金） 

人件費の学生納付金に対する割合を示す関係比率であり、一般的に人件費が学生納付金を超える学

校法人は経営破たんをきたすとされる。また、高等学校等、学校種別によっては、都道府県が一定額

以上の学生生徒等納付金の上昇を招かないよう配慮して、経常費補助金を分配していることもあり、

補助金比率が他法人と比べて高いため学生生徒納付金と補助金を合計している。 

2018年度決算では、本比率は61.7％とガイドポスト警告数値及び全国平均値を下回っている。 

 

③教育研究経費比率（教育研究経費／帰属収入） 

教育研究経費は、教育研究活動の維持・発展のためには不可欠なものであり、この比率も事業活動

収支の均衡を失しない限りにおいては高くなることが望ましい。しかし、本比率が著しく高い場合に

は、事業活動収支の均衡を崩す要因の一つとなるため、注意が必要である。 

本校の場合は、本比率が 34.8％とガイドポスト警告数値及び全国平均を上回っている。引き続き

2019年度以降も教育研究の充実に努めていくこととする。 

 

④総負債比率（総負債[前受金を除く]／総資産） 

総資産に対する他人資金の比重を評価する極めて重要な関係比率である。この比率は低いほど良く、

50%を超えると負債総額が自己資金(基本金＋繰越収支差額）を上回ることとなり、さらに 100％を超

えると負債総額が資産総額を上回る状態、いわゆる債務超過となる。 

本校の場合、本比率が20.0％とガイドポスト警告数値を下回っている。 

 

⑤借入金償還比率（借入金元利償還額／帰属収入） 

 貸借対照表の負債状態が、事業活動収支計算書にも反映しているため、学校法人の財務を分析する

上で、重要な財務比率の一つである。 

本校の場合、本比率が 6.7％とガイドポスト警告数値を下回っており、財政の健全性は確保できて

いる。 

 

⑥基本金組入後事業活動収支超過比率（旧 消費収支超過比率）（当年度消費支出超過額／基本金組入

額） 

事業活動支出は「①」で事業活動収入に対する比率として制限が設定されるが、基本金組入後の当

年度収支が基本金組入額によって左右されるため、固定資産取得の関係で一時的に当年度支出超過が

発生する可能性がある。当年度支出超過が資産取得額を示す基本金組入額の一定範囲内であれば、学

校法人として財政の健全性を損なうことはないとの考え方に基づく、事業活動支出と基本金組入額と

の関係比率である。 

2018年度は、本比率が19.0％となり、ガイドポスト警告数値を下回っている。 
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８ 補助金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金による収入

寄付金にのうち、大口の寄付（一口10,000,000円以上の大口寄付者）

82,352,775

(単位：円)

126,017,888

1,300,000

　③現物寄付

該当なし

学校法人　龍谷大学

該当なし

　①特別寄付金（使途を指定した寄付）

　②一般寄付金（使途を指定しない寄付)

　③現物寄付

　①特別寄付金（使途を指定した寄付）

　②一般寄付金（使途を指定しない寄付)

911,000

1,350,000

630,500

672,901,637

(単位：円)

　京都市教育奨励補助金

　他府県奨学費補助金

　地方公共団体補助金収入

　経常費（運営費）補助金

　奨学費補助金

　特色教育推進補助金

　授業料減免事業等補助金

　就学支援金事務手数料

　補助金収入合計

506,154,850

18,000,000

38,248,000

107,607,287

７ 寄付金の状況 
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借入金明細表 

＜2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日＞ 

 

 

 
以上 

付表　２ （単位：円）

期首残高 期末残高 利率 返済期限 摘要

0 0 0 0

使途　土地・建物購入

担保　土地・建物

使途　土地購入

担保　なし

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

126,164,000 ※ 96,164,000 126,164,000 96,164,000

126,164,000

※ 96,164,000

※96,164,000は返済期限が1年以内の長期借入金につき短期借入金への振替金額である

※

※

※ 96,164,000

0 0 0 0

1,022,844,000 0 926,680,000

829,180,000

900,844,000 0 829,180,000

0 71,664,000※

71,664,000※

長
期
借
入
金

当期増加額 当期減少額

計

その他

市中金融
機関

小計

借　　　入　　　先

京都銀行 900,844,000 2032(令和14)年9月30日

小計

小計

合計

小計

小計

小計

その他

市中金融
機関短

期
借
入
金

公的金融
機関

返済期限が１年以内の長期借入金

計

0

1,149,008,000 1,022,844,00096,164,000※

0 0 0 0

126,164,000 ※ 96,164,000 126,164,000 96,164,000

24,500,000

24,500,000

0.30%

公的金融
機関

0.15% 2024(令和6)年3月31日

0 0 0 0

122,000,000 0

97,500,000

97,500,000

龍谷学事振興金庫 122,000,000

①高等学校
＜１年生＞ ＜２年生・３年生＞

項　目 金　額 項　目 金　額

 授　　業　　料 620,000  授　　業　　料 620,000
施設拡充資金 200,000 施設拡充資金 160,000

合　計 820,000 合　計 780,000

②中学校
＜１年生＞ ＜２年生・３年生＞

項　目 金　額 項　目 金　額

 授　　業　　料 620,000  授　　業　　料 620,000
施設拡充資金 200,000 施設拡充資金 160,000

合　計 820,000 合　計 780,000

９ 借入金の状況 

＜参考＞２０１８（平成３０）年度学費等一覧 


